
平成２９年第１回西予市議会定例会会期日程表 

会期２月２８日（火）～３月２１日（火） （会期２２日間） 

月 日 曜日 日 程 備 考 

２月２８日 火 
本会議（開会） 

常任委員会 

・全員協議会（午前９時開会） 

・理事者提案理由説明 

・質疑 

・委員会付託（補正予算議案の 

 み） 

・即決議案採決 

３月 １日 水 休 会 

３月 ２日 木 休 会 

３月 ３日 金 休 会 

３月 ４日 土 休 会 

３月 ５日 日 休 会 

３月 ６日 月 本 会 議 

・委員長報告 

・討論・採決（補正予算議案の 

 み） 

・代表質問 

・一般質問 

３月 ７日 火 本 会 議 
・一般質問 

・質疑・委員会付託 

３月 ８日 水 休 会 

３月 ９日 木 休 会 

３月１０日 金 常任委員会 

３月１１日 土 休 会 

３月１２日 日 休 会 

３月１３日 月 常任委員会 

３月１４日 火 休 会 

３月１５日 水 休 会 

３月１６日 木 休 会 ・討論通告〆切 

３月１７日 金 休 会 

３月１８日 土 休 会 

３月１９日 日 休 会 

３月２０日 月 休 会 

３月２１日 火 本会議（閉会） 

・全員協議会（午後１時開会） 

・委員長報告 

・質疑・討論・採決 
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平成２９年第１回西予市議会定例会会議録（第１号） 

１．招 集 年 月 日 平成２９年２月２８日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開 会 平成２９年２月２８日 

 午前１０時０１分 

１．散 会 平成２９年２月２８日 

 午後 ２時５３分 

１．出 席 議 員 

 １番 宇都宮 久見子 

 ２番 信 宮 徹 也 

 ３番 宇都宮 俊 文 

 ４番 加 藤 美 香 

 ５番 中 村 一 雅 

 ６番 河 野 清 一 

 ７番 佐 藤 恒 夫 

 ８番 山 本 英 明 

 ９番 竹 﨑 幸 仁 

１０番 小 玉 忠 重 

１２番 井 関 陽 一 

１３番 菊 池 純 一 

１４番 中 村 敬 治 

１５番 二 宮 一 朗 

１６番 兵 頭   学 

１７番 小 野 正 昭 

１８番 宇都宮 明 宏 

１９番 森 川 一 義 

２０番 藤 井 朝 廣 

２１番 酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

 １１番  源   正 樹 

１．会議録署名議員 

１５番  二 宮 一 朗 

 １７番  小 野 正 昭 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

市 長 管 家 一 夫 

副 市 長 河 野 敏 雅 

教 育 長 保 木 俊 司 

        宗   正 弘 

会 計 管 理 者 山 口 正 人 

公営企業部長 三 好 敏 也 

産業建設部長 二 宮 紀 夫 

生活福祉部長 酒 井 信 也 

明 浜 支 所 長 道 山 升 文 

野 村 支 所 長 尾 下 孝 二 

城 川 支 所 長 田 村   剛 

三 瓶 支 所 長 西 本 喜代人 

消防本部消防長 西 川 傳 

総 務 課 長 宇都宮 裕 

財 政 課 長 山 岡 薫 彦 

監 査 委 員 正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 事 務 局 長 浅 野 信 也 

 議 事 係 長 原井川 英 一 

１．議 事 日 程 別紙のとおり 

１．会議に付した事件 別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過 別紙のとおり 

総 務 部 長 兼 
企画財務部長 
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 議  事  日  程 

１ 会議録署名議員の指名 

 （１５番 二宮一朗、１７番 小野正昭） 

２ 会期の決定 

 （２月２８日～３月２１日 ２２日間） 

３ 議案第 ４号 西予市工場立地法第４条の

２第２項の規定に基づく準

則を定める条例制定につい

て 

議案第 ５号 西予市部設置条例の一部を

改正する条例制定について 

議案第 ６号 西予市個人情報保護条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第 ７号 西予市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

議案第 ８号 西予市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

議案第 ９号 西予市税条例等の一部を改

正する条例制定について 

議案第１０号 西予市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

議案第１１号 西予市在宅ねたきり老人等

介護手当支給条例の一部を

改正する条例制定について 

議案第１２号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

議案第１３号 西予市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する

条例制定について 

議案第１４号 西予市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第１５号 西予市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

議案第１６号 西予市農林漁業活性化施設

条例の一部を改正する条例

制定について 

議案第１７号 西予市有林野管理条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

議案第１８号 西予市水道事業の剰余金の

処分等に関する条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

４ 議案第１９号 相互救済事業の委託につい

て 

５ 議案第２０号 平成２８年度西予市一般会

計補正予算（第８号） 

６ 議案第２１号 平成２８年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第３号） 

議案第２２号 平成２８年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 

議案第２３号 平成２８年度西予市介護保

険特別会計補正予算（第３

号） 

議案第２４号 平成２８年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算（第３号） 

議案第２５号 平成２８年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

議案第２６号 平成２８年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

議案第２７号 平成２８年度西予市水道事

業会計補正予算（第３号） 

議案第２８号 平成２８年度西予市病院事

業会計補正予算（第１号） 

議案第２９号 平成２８年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

７ 議案第３０号 平成２９年度西予市一般会

計予算 

８ 議案第３１号 平成２９年度西予市住宅新
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築資金等貸付事業特別会計

予算 

議案第３２号 平成２９年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

議案第３３号 平成２９年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

議案第３４号 平成２９年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

議案第３５号 平成２９年度西予市介護保

険特別会計予算 

議案第３６号 平成２９年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

議案第３７号 平成２９年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

議案第３８号 平成２９年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

議案第３９号 平成２９年度西予市水道事

業会計予算 

議案第４０号 平成２９年度西予市病院事

業会計予算 

議案第４１号 平成２９年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

追加 議案第４２号 西予市教職員宿舎条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

議案第４３号 市道赤木佐須線道路災害復

旧工事変更請負契約につい

て 

議案第４４号 西予市獣肉処理加工施設の

指定管理者の指定について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 議案第 ４号 西予市工場立地法第４条の

２第２項の規定に基づく準

則を定める条例制定につい

て 

   議案第 ５号 西予市部設置条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第 ６号 西予市個人情報保護条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ７号 西予市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第 ９号 西予市税条例等の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１０号 西予市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１１号 西予市在宅ねたきり老人等

介護手当支給条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１２号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１３号 西予市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１４号 西予市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１５号 西予市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１６号 西予市農林漁業活性化施設

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１７号 西予市有林野管理条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１８号 西予市水道事業の剰余金の

処分等に関する条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

 ４ 議案第１９号 相互救済事業の委託につい

て 

 ５ 議案第２０号 平成２８年度西予市一般会

計補正予算（第８号） 

 ６ 議案第２１号 平成２８年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算

（第３号） 

   議案第２２号 平成２８年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第２３号 平成２８年度西予市介護保

険特別会計補正予算（第３

号） 

   議案第２４号 平成２８年度西予市農業集

落排水事業特別会計補正予

算（第３号） 

   議案第２５号 平成２８年度西予市公共下

水道事業特別会計補正予算

（第４号） 

   議案第２６号 平成２８年度西予市簡易水

道事業特別会計補正予算

（第２号） 

   議案第２７号 平成２８年度西予市水道事

業会計補正予算（第３号） 

   議案第２８号 平成２８年度西予市病院事

業会計補正予算（第１号） 

   議案第２９号 平成２８年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計補

正予算（第１号） 

 ７ 議案第３０号 平成２９年度西予市一般会

計予算 

 ８ 議案第３１号 平成２９年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 
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   議案第３２号 平成２９年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第３３号 平成２９年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第３４号 平成２９年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第３５号 平成２９年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第３６号 平成２９年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第３７号 平成２９年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第３８号 平成２９年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第３９号 平成２９年度西予市水道事

業会計予算 

   議案第４０号 平成２９年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第４１号 平成２９年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

追加 議案第４２号 西予市教職員宿舎条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第４３号 市道赤木佐須線道路災害復

旧工事変更請負契約につい

て 

   議案第４４号 西予市獣肉処理加工施設の

指定管理者の指定について 
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  開会 午前１０時０１分 

○議長 ただいまの出席議員は２０名でありま

す。これより平成２９年第１回西予市議会定例会

を開会いたします。 

 管家市長より今定例会招集の挨拶があります。 

 管家市長。 

○管家市長 平成２９年第１回西予市議会定例会

の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 暦の上では、冬ごもり中の虫が目を覚まし姿を

あらわすとされる啓蟄を迎えようとしております

が、朝晩はまだまだ冬の寒さが残っており、本格

的な春の訪れが待ち遠しく感じられるところでご

ざいます。議員の皆様におかれましては、年度末

を迎え、公私ともにご多忙の中、本定例会にご出

席を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、去る２月６日に野村町予子林におきまし

て１１棟が全焼する大規模火災が発生し、河成地

区の約３分の１の世帯に当たる９世帯１７人の方

が被災され、西予市として前例のない災害となり

ました。本火災は、強風注意報、異常乾燥注意報

及び火災気象通報が発令された気象条件の中、湖

畔から山林へ吹き上げる風が断続的に発生したこ

とにより、被害が拡大したものと考えておりま

す。そうした中ではありますが、本火災では地域

の方々による避難の呼びかけや助け合いにより、

皆さん無事に避難され、人的被害が出なかったこ

とに安堵しているところでございます。改めまし

て、このたびの火災で被災されました皆様に心か

らお見舞いを申し上げます。 

 消火活動につきましては、地元消防団、野村方

面隊横林分団を初め同貝吹分団、野村分団、城川

方面隊、大洲消防署川上支署のご協力をいただき

ましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げま

す。 

 市といたしましては、今回の火災が被災者生活

再建支援法における国の基準とほぼ同程度の被災

状況でありますことから、市営住宅の提供や瓦れ

きの撤去、保健師による心のケアなど、できる限

りの被災者支援等を行うこととし、一日も早い復

旧、復興に取り組んでいるところでありますの

で、議員の皆様を初め市民の皆様のご理解、ご支

援をいただきますよう、お願いを申し上げます。 

 さて、昨年１０月から各地域づくり組織の役員

の皆様のご協力により、市内２７の旧小学校区単

位で市政懇談会を開催させていただき、今月２４

日に全地区の懇談会を終えることができました。

延べ約１，０００人の市民の皆さんや議員の皆様

にもご出席いただき、活発な意見交換ができまし

たことに深く感謝を申し上げます。 

 今回の市政懇談会では、空き家問題、小学校跡

地問題、公共交通の問題及びコミュニティーの問

題等、人口減少に起因するさまざまな課題に直面

している現実や、第１次産業の低迷や後継者不足

による地域経済全体の衰退を不安視される皆様の

思い、国道、県道、市道等の整備のおくれや公共

施設の老朽化など、生活インフラの充実を求める

声等を多くいただきました。また、市民の方々が

真剣に自分たちの地域を思い、行動に移していた

だいていることがわかり、西予市はこれからまだ

まだ頑張れるのではないかと大変うれしく感じた

次第であります。 

 今後の市政運営に当たり、これらの貴重なご意

見を真摯に受けとめ、第２次西予市総合計画を推

進する中で、具体的な政策につなげてまいりたい

と考えているところであります。 

 さて、本定例会は、市政にとって新年度予算を

ご審議いただく非常に重要な議会でございます。

議員の皆様からの一般質問をお受けするととも

に、私の市政２年目を迎えます平成２９年度の所

信の一端を申し上げるほか、議案として条例制定

１件、同改正１４件、平成２８年度補正予算１０

件、平成２９年度当初予算１２件など、合計３８

件に上る案件を上程し、ご審議をお願い申し上げ

るものでございます。 

 議案等の提案理由につきましては、上程の際に

ご説明申し上げますので、何とぞ慎重にご審議い

ただき、ご承認、ご決定賜りますようお願い申し

上げまして、招集の挨拶といたします。 

○議長 次に、前定例会以降における諸般の報告

は、お手元に配付のとおりでありますので、お目

通し願います。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に、１５番二宮一朗君、

１７番小野正昭君の両名を指名いたします。 
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  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日から３月２１日までの２２

日間といたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、今回の会

期は、本日から３月２１日までの２２日間と決定

いたしました。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第４号「西予市工

場立地法第４条の２第２項の規定に基づく準則を

定める条例制定について」から議案第１８号「西

予市水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一

部を改正する条例制定について」までの１５件を

一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 議案第４号「西予市工場立

地法第４条の２第２項の規定に基づく準則を定め

る条例制定について」提案理由のご説明を申し上

げます。 

 本議案は、一定規模以上の工場による市内への

積極的な設備投資と、それに伴う雇用の拡大を図

るため、工場立地法第４条の２第２項の規定に基

づく条例を定めるものであります。これまで、工

場立地における緑地及び環境施設面積率の基準に

つきましては、国の基準の範囲内で県の条例によ

り定められておりましたが、地方分権一括法によ

り基準を定める権限が移譲されたことから、周辺

環境との調和に配慮しながら、現在適用されてい

る工業立地に係る緑地面積率等を緩和し、独自の

緑地面積率等を適用するため、その基準を定める

新たな条例を制定するものであります。よろしく

ご審議の上、ご決定くださいますようお願いいた

します。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 議案第５号「西予

市部設置条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、少子化対策を充実させるため子

育て支援課を新設するとともに、本市の行政組織

機構の効率化とスリム化を図るため、本条例及び

関係条例の一部を改正するものであります。 

 具体的には、現在部長兼務となっております総

務部と企画財務部を併合し、総務企画部とするも

ので、これによりまして、行財政改革のさらなる

推進と関係部署の協力体制の強化を図るものでご

ざいます。 

 また、各部の事務分掌につきましても、今回の

改正にあわせて整理をいたしております。 

 続きまして、議案第６号「西予市個人情報保護

条例の一部を改正する条例制定について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、個人情報の保護に関する法律及

び行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律

が施行されることに伴い、必要な措置を講じるも

のでございます。 

 本市では、市民の利便性向上や行政の効率化を

図るため、マイナンバーの独自利用事務につい

て、条例を定め運用しておりますが、今回の法改

正により、独自利用事務につきましても、情報提

供ネットワークを使用して他の地方公共団体等と

特定個人情報の情報連携が行えることとなったこ

とから、本条例の一部を改正するものでありま

す。 

 続きまして、議案第７号「西予市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制

定について」、議案第８号「西予市職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて」、関連がございますので、一括して提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関す

る法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正

する法律に基づき、育児または介護を行う職員の

職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするた

め、それぞれの条例の一部を改正するものであり

ます。 

 主な改正内容でございますが、介護休業の制度

においては、六月の範囲内で取得期間を３回まで

分割して取得できるようにすることのほか、介護

のため連続する３年以内において１日につき２時

間以内で勤務しないことを許可できる仕組みとし

て、介護時間を新設するものでございます。 

 また、育児休業の制度においては、対象となる

子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子及び
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養子縁組、里親に委託されている子等を加えるも

のでございます。 

 続きまして、議案第９号「西予市税条例等の一

部を改正する条例制定について」提案理由のご説

明を申し上げます。 

 今回の改正は、社会保障の安定財源の確保等を

図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及

び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を

改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正す

る政令等の一部を改正する政令が、平成２８年１

１月２８日に公布施行されたことに伴うものでご

ざいます。 

 主な改正内容につきましては、個人住民税にお

ける住宅ローン控除制度の適用期限の延長並びに

消費税率引き上げ時期の延期に伴い、法人住民

税、法人税割の税率引き下げ及び軽自動車税にお

ける環境性能割の導入時期を変更するものでござ

います。 

 以上、５議案よろしくご審議の上、ご決定いた

だきますようお願い申し上げます。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 議案第１０号「西予市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定」につきまして

提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、児童の身体的、精神的及び社会的な

発達のために必要な保育の水準を確保することを

目的とし、児童福祉法第３４条の１６に基づき、

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定めるものであります。 

 今回の改正は、待機児童解消に向けた国の施策

に基づき、保育の担い手確保等を目的とする児童

福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を

改正する省令等が公布されたことから、保育士の

配置基準の緩和及び所要の整備を行うため、本条

の一部を改正するものであります。 

 続きまして、議案第１１号「西予市在宅ねたき

り老人等介護手当支給条例の一部を改正する条例

制定について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 寝たきり老人等の介護手当につきましては、介

護保険法に基づく地域支援事業により、家族介護

継続支援事業として、住民税非課税世帯に属する

在宅の６５歳以上の寝たきり、または重度の認知

症高齢者を半年以上継続して介護している家族な

どの介護者に支給をしております。 

 しかしながら、平成２７年度の介護保険制度の

改正により同要綱が改正され、家族介護継続支援

事業から介護サービスを受ける方への介護手当の

支給が対象外とされたことから、厳しい財源のも

とで同事業の必要性を検討してまいりましたが、

今後も市独自の介護支援策として継続するため、

支給額を減額し、１万５，０００円から１万円に

改定するものでございます。 

 続きまして、議案第１２号「西予市隣保館条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

ご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、隣保館館長の報酬額を改定する

ものであります。現在、隣保館館長の報酬は、本

県の最低賃金を基礎に算定し、週２０時間勤務の

非常勤特別職ということで月額１２万６４０円の

半額となる６万３２０円を支給しているところで

ございます。しかしながら、隣保館館長の職務に

つきましては、隣保館運営の総括はもとより社会

一般に対しての指導、助言的立場や人権啓発活

動、相談業務並びに地域福祉への寄与等、多岐に

わたっております。そのため、当該業務の実態に

即した報酬額を設定する必要があることから、隣

保館館長の職務に類似する非常勤特別職の報酬を

勘案し、隣保館館長の月額報酬を７万９，２００

円とするものであります。 

 続きまして、議案第１３号「西予市指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例制定

について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に

基づき、地域密着型通所介護の事業に関する人

員、設備及び運営に係る基準等を定めるほか、所

要の整備を行うため、本条例の一部を改正するも

のであります。 

 続きまして、議案第１４号「西予市指定地域密

着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例の一部を改正する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密
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着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準の一部改正に基づ

き、要支援者が利用する介護予防認知症対応型通

所介護において、運営推進会議の設置に係る基準

等を定めるほか、所要の整備を行うため、本条例

の一部を改正するものであります。 

 続きまして、議案第１５号「西予市廃棄物の処

理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例制

定について」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本市では、一般家庭から排出されるごみ類の収

集につきましては、原則、市が委託した収集運搬

業者によるステーション回収としております。し

かしながら、高齢者や障がい者のみで構成されて

いる世帯のうち、家庭ごみをステーションまで持

ち出すことが困難で、身近な人の協力が得られな

い世帯が増加傾向にあり、その対応が求められて

おります。今回、そのような世帯の生活環境保全

と公衆衛生の維持を図るため、ごみ出しの支援事

業として戸別収集を行うこととし、１回の戸別収

集につき１００円の手数料を徴収するため、本条

例の一部を改正するものであります。 

 以上、６議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願いを申し上げます。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 議案第１６号「西予市農林

漁業活性化施設条例の一部を改正する条例制定に

ついて」提案理由のご説明を申し上げます。 

 本条例は、西予市民の交流及び地域社会の活性

化等を目的とした農林漁業活性化施設について定

めたものであります。 

 今回の改正は、農業農村活性化農業構造改善事

業により、明浜町俵津地区へ設置した西予市明浜

市民ふれあい農園管理棟が老朽化に伴い、利用率

も極めて低い状況にあることから、本年３月末を

もって当該施設を廃止し、取り壊しを行うもので

あります。 

 続きまして、議案第１７号「西予市有林野管理

条例の一部を改正する条例制定について」提案理

由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、森林法等の一部を改正する法律

が平成２８年５月２０日に公布され、国立研究開

発法人森林総合研究所の業務見直しに伴い、同研

究所の法人名が変更されることから、本条例の一

部を改正するものであります。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 三好公営企業部長。 

○三好公営企業部長 議案第１８号「西予市水道

事業の剰余金の処分等に関する条例の一部を改正

する条例制定について」提案理由のご説明を申し

上げます。 

 本条例は、水道事業の財政的基礎を確立し、水

道事業の健全な運営に寄与することを目的とし

て、水道事業に生じた剰余金の処分及び欠損の処

理について必要な事項を定めたものでございま

す。 

 今回の改正は、地方公営企業法第１８条の規定

に基づき、水道事業における利益の状況に応じ、

市から受けた出資に対して一般会計へ納付金を納

付するため、本条例の一部を改正するものでござ

います。よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第１９号「相互救

済事業の委託について」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 宗総務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 議案第１９号「相

互救済事業の委託について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 現在、市が所有、または占有する建物及び工作

物について、火災、風水害、落雷、その他の原因

による損害が生じた場合に対応するため、地方自

治法第２６３条の２に基づく相互救済事業によ

り、一般財団法人全国自治協会に建物災害共済事

業を委託をしております。これまで市町村合併等

により共済委託期間中に市制を施行する団体等に

適用されていた定率となる特例の共済掛金が、平

成２９年３月末日をもって廃止され、本市の委託

金額が大幅に増額となることから、現在の委託金

額より安価となる公益社団法人全国市有物件災害

共済会に同事業を委託するため、議会の議決を求

めるものであります。よろしくご審議の上、ご決

定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第２０号「平成２

８年度西予市一般会計補正予算（第８号）」を議

題といたします。 
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 理事者の説明を求めます。 

 管家市長。 

○管家市長 議案第２０号「平成２８年度西予市

一般会計補正予算（第８号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の補正予算でございますが、事業完了など

による事業費の確定及び実績見込みによる減額

と、国の第二次補正予算に係る地方創生拠点整備

交付金に関する事業及び事業実績見込みなどによ

り、一部事業に要する経費を増額するものであり

ます。 

 増額する主な事業でございますが、国の第二次

補正予算に盛り込まれた地方創生拠点整備交付金

事業といたしまして、当市では５つの事業につい

て計画書を提出しましたところ、全ての事業につ

いて事業決定をいただきました。その内容でござ

いますが、移住定住の促進を図るお試し移住体験

施設の整備、四国西予ジオパークの推進や観光の

振興に資する２つの施設の整備、また子育て支

援、子育て環境の向上を図るための事業所、保育

施設及び城川地区の２つの保育所の統合施設を整

備するものであります。これらの施設整備を進

め、地域の活性化と地方創生の取り組みを加速化

させてまいりたいと思います。 

 このほか、増額する主な事業といたしまして

は、障がい者サービスの利用者数や利用回数の増

加に伴う障害者総合支援給付事業、平成２９年に

予定している子育て世帯向け住宅及び高齢者向け

住宅建設を前倒しで実施する、経の森団地建てか

え工事などであります。 

 減額の主な事業につきましては、平成２９年４

月供用開始予定の汚泥再生処理施設整備事業、明

浜三瓶地区の防災行政無線デジタル整備事業、平

成２９年４月から稼働します宇和学校給食センタ

ー建設事業などであります。 

 また、今後の公共施設の更新や除去に備えた公

共施設整備基金及び平成２９年度に再認定手続を

迎える四国西予ジオパークの継続的な取り組みを

推進するためのジオパーク推進基金を積み立てる

ものであります。 

 歳入におきましては、市税、寄附金の増額、普

通交付税及び事業変更による国県支出金、地方債

などの減額調整をいたしております。この結果、

歳入歳出予算の補正は、既決いただいております

歳入歳出予算からそれぞれ９億８，２８６万６，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を３０８

億４８７万円と定めるものであります。 

 また、このほか、事業内容の変更に伴う継続費

４件の補正及び今年度中の契約を見送りました卯

之町「はちのじ」まちづくり整備事業ほか、２件

の債務負担行為の補正を行うものであります。 

 以上、概要を説明いたしましたが、詳細な点に

つきましては担当課長から補足説明させますの

で、よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長 山岡財政課長。 

○山岡財政課長 それでは、予算書に沿って、ま

ず歳出のほうから補足説明を申し上げます。 

 予算書の２５ページをお開き願います。 

 ８目電算管理費、電算システム開発導入事業

２，０００万円の減額でありますが、個人番号制

度に係る中間サーバー、プラットホームの負担金

が確定したことにより、負担金の減額調整を行う

ものであります。 

 ２９ページをお開き願います。 

 ８項１目地域振興費、コミュニティ助成事業

１，１４０万円の減額でありますが、今年度予定

しておりました野村町愛宕地区の集会所建設事業

につきまして、一般財団法人自治総合センターに

事業申請をいたしておりましたが、不採択となっ

たことによるものでございます。そのため、来年

度事業として要望しているところでございます。 

 ３０ページをお開き願います。 

 ８項３目生活交通バス対策事業費、バス路線維

持対策事業４８３万２，０００円でありますが、

宇和島自動車が運行する生活交通バス路線への補

助対象事業費が確定したことにより補助金を増額

するものでございます。 

 同じく３０ページで、９項３目ジオパーク推進

事業費でありますが、地方創生事業で対応したこ

とによる事業費の調整及び申し込み実績による補

助金等１，１７５万３，０００円の減額を行うと

ともに、地方創生拠点整備交付金を活用し、道の

駅どんぶり館内に四国西予ジオパークビジターセ

ンターを整備する経費６００万円を増額いたして

おります。 

 ３１ページをお開き願います。 

 ９項４目卯之町はちのじ事業費、駅前エリア整

備事業２，５３５万円の減額でありますが、用地

補償関係の一部の協議について、年度内の調整が
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困難と見込まれることによるものであります。 

 ３２ページをお開き願います。 

 民生費、１項３目障害者福祉費、障害者総合支

援事業給付事業４，２２６万８，０００円であり

ますが、障がい者サービスの利用者数や利用回数

が増加したことにより、事業費を増額するもので

あります。 

 ３３ページをお開き願います。 

 ２項１目児童福祉総務費、保育所等施設整備事

業１億６，９５５万４，０００円でありますが、

地方創生拠点整備交付金を活用し、子育て世代の

就労支援と保育環境の充実を図るため、西予市民

病院が運営する事業所内保育事業と西予市福祉事

務所が運営する病児保育事業の複合施設を整備す

るもので、事業所内保育事業分７，６２６万５，

０００円を増額しております。なお、病児保育事

業分は、平成２９年度予算での実施を予定いたし

ております。 

 また、城川保健センターをリノベーションし

て、城川地区における魚成と土居地区の保育所を

統合し、保育の拠点となる施設へと再整備する経

費９，３２８万９，０００円を計上するものであ

ります。 

 ３８ページをお開き願います。 

 衛生費、２項４目汚泥再生処理施設整備事業で

ありますが、継続事業として本年度が最終年度と

なる当事業におきまして、建設工事費及び設計施

工監理委託が確定したことに伴い、事業費を１億

６，９５５万５，０００円減額調整するものであ

ります。施設は平成２９年４月の供用開始を予定

いたしております。 

 ４１ページをお開き願います。 

 農林水産業費、１項５目農地費、基盤整備促進

事業３，４５０万円の減額でありますが、国庫補

助内示額の減額に伴い、事業計画の見直しを行

い、事業費を減額調整するものであります。 

 続いて、１項６目水田農業対策費１，７３８万

８，０００円の減額でありますが、西予市水田フ

ル活用促進事業において、カントリーエレベータ

ー改修工事の県補助金の減額と、入札減少金によ

り補助金額を減額するものであります。 

 ４３ページをお開き願います。 

 農林水産業費、２項２目林業振興費の林道開設

及び舗装事業につきまして、県支出金の内示額の

減額により、事業費１億２，０９７万６，０００

円を減額調整いたしております。 

 なお、森林そ成緊急対策事業につきましては、

国の追加内示により事業の前倒しを行い、１，０

０７万円を増額するものであります。 

 ４４ページをお開き願います。 

 ３項４目漁港建設費、長早漁港海岸高潮対策事

業４，６５０万円の減額でございますが、県支出

金の内示額の減額に伴い、事業費を減額調整する

ものであります。本年度は委託事業のみとなり、

建設工事は翌年度以降を予定しております。 

 ４７ページをお開き願います。 

 土木費、２項３目道路新設改良費の市道改良及

び舗装等事業について、国庫支出金の内示額によ

り、事業費７，０８３万６，０００円を減額調整

するものであります。また、事業の進捗状況にあ

わせ、事業費及び財源等について各事業の間で調

整をいたしております。 

 ４９ページをお開き願います。 

 ６項１目住宅管理費、地域住宅交付金事業４，

７０１万９，０００円でありますが、国庫補助の

内示額の増額に伴い、平成２９年度以降に予定し

ている経の森団地建てかえ工事を前倒しして、子

育て世帯向け住宅及び高齢者向け住宅を建設する

ものであります。 

 ５０ページをお開き願います。 

 消防費、１項４目災害対策費、防災行政無線デ

ジタル整備事業２億２，５００万１，０００円の

減額でありますが、工事請負費において入札減少

金が生じたことにより、事業費及び財源を減額調

整するものであります。 

 ５２ページをお開き願います。 

 教育費、２項３目学校建設費、野村小学校施設

整備事業１，５９７万６，０００円の減額であり

ますが、事業費の確定に伴い、財源を含めて減額

調整するものであります。 

 ５６ページをお開き願います。 

 教育費、７項６目給食センター建設費、宇和学

校給食センター建設事業８，０１７万１，０００

円の減額でありますが、事業費の確定に伴い、財

源も含めて減額調整するものであります。施設の

完成によりまして、新学期から明浜、宇和の小・

中学校への給食提供を開始いたします。 

 ５７ページに続いて５８ページをお開き願いま

す。 

 諸支出金、２項１目基金費における公共施設整
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備基金事業及びジオパーク推進基金事業でありま

すが、今後、各基金事業の運用が見込まれること

から、公共施設整備基金に１億７，９６２万９，

０００円、ジオパーク推進基金に５，０１５万円

をそれぞれ積み立てするものであります。 

 次に、主な歳入についてご説明を申し上げま

す。 

 予算書のほうは、前のほうに戻っていただきま

して１３ページをお開き願います。 

 市税、１項１目個人７，９００万円であります

が、給与所得者の増加に伴う所得割の増によるも

のであります。 

 地方交付税、１項１目の普通交付税につきまし

ては、合併算定がえの縮減と、交付税算定におけ

る平成２７年度国勢調査による人口減少の影響が

想定よりも大きかったため、１億４，８８６万円

を減額いたしております。 

 このほか、歳入におきましては、先ほど申し上

げました歳出における各事業の確定や実績見込み

によるものなどにより、特定財源としての国県支

出金や地方債、基金繰入金などの調整を行ってい

るものであります。 

 さらに、予算書のほうは前に戻っていただきま

して、７ページをお開き願います。 

 今回の補正における継続費の補正といたしまし

ては、汚泥再生処理施設整備事業及び宇和学校給

食センター建設事業におきましては、事業費の確

定に伴い、平成２８年度の年割り額を減額するも

のであります。 

 社会教育複合施設整備事業につきましては、事

業費の確定に伴い、年割り額の減額変更を行い、

また野村学校給食センター建設事業につきまして

は、用地取得等に不測の日数を要したため、継続

事業の設定期間を延長とするとともに、年割り額

を変更するものであります。 

 ８ページをお開き願います。 

 今回の補正における債務負担行為の補正といた

しましては、西予市獣肉処理加工施設ししの里せ

いよの管理運営業務委託、平成２９年度から３年

間の１，４２９万８，０００円を追加し、戸籍シ

ステム機器更新及び卯之町「はちのじ」整備事業

につきましては、事業内容の見直しによるスケジ

ュール調整により今年度内の契約を見送ったこと

から、債務負担行為を廃止しております。 

 ９ページをお開き願います。 

 最後に、地方債の補正といたしましては、今回

の追加補正で計上いたしております地方創生拠点

整備交付金事業に係る財源といたしまして、起債

の目的区分としては教育福祉施設等整備事業とな

る一般補助施設整備事業等事業債９，３７０万円

を追加するもののほか、事業内容の確定及び変更

と合わせまして４億５，７２２万７，０００円を

減額して、総額で地方債の限度額を５７億２，１

９７万３，０００円とするものであります。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、議案第２１号「平成２

８年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）」から議案第２９号「平成２８年度西予市

野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１

号）」までの９件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 議案第２１号「平成２８年

度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、歳出では保険給付費の実績見込

み及び共同事業交付金の見込み等によるもののほ

か、年度末精算に当たり不用額の調整等を行うも

のであります。また、歳入では保険税の徴収実績

見込み及び国庫支出金療養給付費交付金並びに共

同事業交付金の見込み等に伴う調整が主なもので

あります。これによりまして、既決いただいてお

ります歳入歳出予算からそれぞれ１億６，９２２

万４，０００円を減額し、事業勘定予算の歳入歳

出予算総額をそれぞれ６３億２９６万７，０００

円と定めるものであります。 

 次に、診療施設勘定予算につきましては、年度

末精算による不用額の調整並びに診療収入の精査

等に伴う一般会計繰入金の調整等によるものであ

ります。これによりまして、既決いただいており

ます俵津診療所勘定の歳入歳出予算の総額からそ

れぞれ３６２万２，０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ８１１万円、狩江診療所勘

定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１４５万

８，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそ
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れぞれ２，９７５万７，０００円、高山診療所勘

定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ５２万円を

減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３，８０

１万６，０００円、惣川診療所勘定の歳入歳出予

算の総額にそれぞれ１００万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を１，２４６万９，０００円、土居

診療所勘定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ９

１５万円を減額し、歳入歳出予算の総額を７，９

７２万９，０００円、遊子川出張診療所勘定の歳

入歳出予算の総額にそれぞれ９６万４，０００円

を増額し、歳入歳出予算の総額を６９２万４，０

００円、二及診療所勘定の歳入歳出予算の総額か

らそれぞれ６０万円を減額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ７，２９３万４，０００円、周木診

療所勘定の歳入歳出予算総額からそれぞれ１２６

万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

５，１３９万５，０００円と定めるものでありま

す。 

 続きまして、議案第２２号「平成２８年度西予

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、後期高齢者医療広域連合納付金

の確定並びに保険料の実績見込みに伴う減額と年

度末精算に当たり不用額の調整を行うものであり

ます。これによりまして、歳入歳出それぞれ３，

２１６万７，０００円減額し、歳入歳出の総額を

６億１，９４０万２，０００円と定めるものであ

ります。 

 続きまして、議案第２３号「平成２８年度西予

市介護保険特別会計補正予算（第３号）」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、介護保険給付費及び地域支援事

業の実績見込みに伴う減額と、年度末精算に当た

り不用額の調整を行うものであります。これによ

りまして、既決いただいております歳入歳出予算

にそれぞれ１億４，１０４万６，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を５６億７，１３３万

７，０００円と定めるものでございます。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 議案第２４号「平成２８年

度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、事業費の年度末精算に当たり不

用額の調整が主なものでございます。これにより

まして、歳入歳出予算をそれぞれ２，６２２万

６，０００円減額し、歳入歳出予算の総額を３億

９，９５９万６，０００円と定めるものでありま

す。 

 続きまして、議案第２５号「平成２８年度西予

市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、事業費の年度末精算に当たり不

用額等の調整が主なものであります。これにより

まして、歳入歳出予算をそれぞれ５，１２５万

９，０００円減額し、歳入歳出予算の総額を７億

３，１０８万８，０００円と定めるものでありま

す。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 三好公営企業部長。 

○三好公営企業部長 議案第２６号「平成２８年

度西予市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、事業費の年度末精算に当たり不

用額等の調整及び充当財源の組み替えが主なもの

でございます。これによりまして、歳入歳出予算

をそれぞれ４５７万７，０００円減額し、歳入歳

出予算の総額を１億６，００１万５，０００円と

定めるものでございます。 

 続きまして、議案第２７号「平成２８年度西予

市水道事業会計補正予算（第３号）」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、決算見込みによる消

費税及び地方消費税の補正でございます。 

 第２条の収益的収入及び支出につきましては、

既決いただいております収益的収入から１，０２

１万８，０００円を増額し、総額を７億３，１１

３万２，０００円とし、収益的支出につきまして

は５１１万５，０００円を増額し、総額を７億

５，８５７万１，０００円といたしております。 

 第３条の資本的収入では、既決いただいており

ます資本的収入から負担金２６１万１，０００円

を減額し、総額を１億２，９９４万円といたして

おります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額を補填する財源につきましては、第３条
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本文括弧書きのとおりに改めております。 

 また、今回の補正に伴いまして、他会計からの

補助金につきましても補正を行っております。 

 続きまして、議案第２８号「平成２８年度西予

市病院事業会計補正予算（第１号）」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正の主なものは、平成２８年度の決算

見込みに基づく業務量の補正とそれに伴う医業収

支の調整を行うものでございます。 

 第２条の業務の予定量では、入院及び外来の年

間患者数の変更を行うものでございます。 

 第３条の収益的収入及び支出でありますが、ま

ず収入におきましては、患者数の増加に伴い医業

収益を８，４１２万４，０００円、医業外収益

１，００８万円をそれぞれ増額し、総額を３５億

５，７３８万円といたしております。 

 支出につきましては、材料費及び修繕費などの

調整により医業費用を１４９万７，０００円減額

し、医業外費用９３７万円、特別損失３００万円

の増額と合わせ、総額を４１億２，８５０万５，

０００円といたしております。 

 次に、第４条の資本的収入及び支出につきまし

ては、奨学資金の貸し付け及び医療機器購入の実

績によりまして、資本的収入額を４２５万円減額

し、総額を１億４，０７０万４，０００円とし、

資本的支出額を２３５万円減額し、総額を４億６

５３万７，０００円といたしております。 

 続いて、第５条では、医療機器購入に伴う企業

債の限度額を２，３００万円に改めております。 

 最後に、６条では、一般会計から病院事業へ繰

り入れる補助金の金額を表のとおりに改めており

ます。 

 続きまして、議案第２９号「平成２８年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１

号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正は、決算見込みによる収益的収入及

び支出と増築工事費の減額等に伴いまして、資本

的収入及び支出を補正するものでございます。 

 第２条の収益的収入及び支出の補正につきまし

ては、施設事業収益を５１万８，０００円増額

し、収入の総額を５億５５６万８，０００円と

し、支出につきましては、施設事業費用を１０６

万円増額し、支出の総額を５億１，７２７万９，

０００円とするものでございます。 

 第３条の資本的収入及び支出の補正につきまし

ては、資本的収入を２４９万９，０００円減額

し、収入の総額を１億７，８９３万３，０００円

とし、資本的支出を２５０万８，０００円減額

し、支出の総額を１億８，１９８万７，０００円

とするものでございます。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 暫時休憩といたします。（休憩 午前１１時０

６分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時２

１分） 

  （日程７） 

○議長 次に、日程第７、議案第３０号「平成２

９年度西予市一般会計予算」を議題といたしま

す。 

 理事者の説明を求めます。 

 管家市長。 

○管家市長 議案第３０号「平成２９年度西予市

一般会計予算」について提案理由の説明に当た

り、平成２９年度における市政運営の所信並びに

一般会計予算の概要を申し上げます。 

 私が、昨年５月に西予市長に就任して以来、早

くも１０カ月が経過しようとしております。就任

前に市内を回り、いただいた多くの市民の皆様の

声や、それぞれの地域で一生懸命に生活されてい

る光景を目の当たりにして、また就任後、多くの

出会いと経験をさせていただきました。最近で

は、昨年末から市内２７の地域における市政懇談

会でいただいたご意見、ご提言などもあわせまし

て、改めて市政運営の重要性を痛感したところで

あります。それぞれの地域で市民の皆様が直面し

ている課題について、難しくてできないではなく

何とかして解決できるよう、スピード感を持っ

て、職員が一丸となって努力し取り組んでまいる

所存でございます。特に、前三好市長が３期１２

年にわたって築かれてきた基礎基盤をもとに、そ

れを充実、発展させ、またさらに旧套墨守、守株

待兎的な考え方を打破し、新たな取り組みや改

革、挑戦を繰り返すことで西予市の人口減少を緩

やかにし、市内産業、経済の維持、発展に努め、

西予市で生活を望む人がふえ、その望みがかなえ

られるまちづくりを目指して、以下の７つの視点

で、安心が体感できるまちづくりを市民に早期に
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感じていただけるよう、全力で取り組んでまいり

ます。 

 このほか、第２次西予市総合計画及び西予市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を実行してまいり

ます。 

 第１に、人口減少対策であります。 

 人口減少を緩やかにさせる施策として、特に子

育て支援対策につきましては、スピード感を持っ

た対応が必要と考えております。そのため、この

施策の関連経費については、前年度の補正予算の

一部で計上もいたしており、切れ目なく進めてお

ります。 

 その主なものといたしましては、子育てしやす

い環境づくりを目指して、市単独事業としてのゼ

ロ歳児への子育て応援券の支給や病児保育施設、

事業所内保育施設、認定こども園の新設のほか、

城川地域（魚成・土居）保育所の統合新設などを

計画しております。また、子育てに関する手続等

の簡素化や連携を高め、市民サービス向上を目指

し、子育て支援課新設による子育て支援窓口の一

元化を行うこととしております。また、少子化対

策として、県補助事業であります特定不妊治療助

成事業に昨年度に引き続き市単独事業で上乗せを

行います。そのほか、移住者の受け入れの体制強

化のため、移住促進支援のための移住コーディネ

ーターを設置するとともに、空き家改修による移

住お試し住宅の新設や移住体験ツアーの実施のほ

か、移住ポータルサイトも充実させることで、情

報発信の強化も図ります。 

 また、地域おこし協力隊や田舎で働き隊の募集

を拡大し、総勢１４名に増員して、地域団体との

協働により、今まで以上に移住及び自立定住を促

進いたします。 

 ２番目に、国体の成功であります。 

 ６４年ぶりに愛媛県単独開催となる第７２回国

民体育大会２０１７愛顔つなぐえひめ国体におい

ては、西予市開催正式競技でありますソフトボー

ル成年女子と相撲の２種目の成功に向けて、万全

の体制整備とおもてなしの心でお迎えができるよ

う、オール愛媛、オール西予で協力して準備を進

めてまいります。 

 また、相撲競技では、全国から訪れる４７チー

ム６００人を超える選手団を野村地域と城川及び

宇和地域の一部の協力を得て民泊を行います。こ

れにより、迎える側では地域力の再構築、来訪い

ただく方々には西予市でのおもてなしを実感して

いただきたいと思います。国体を通じまして、

人、物の交流や西予市の多様性、地域資源につい

ての情報発信をすることにより、市内全体の経済

効果とリピーターの確保につなげます。 

 第３として、防災、減災対策であります。 

 南海トラフ巨大地震や近年の異常気象による自

然災害、伊方原子力発電所の安全性に対する危機

管理などの対策といたしまして、市民の皆さんへ

の正確かつ迅速な情報伝達に努めるとともに、防

災拠点施設や避難所の耐震化事業の実施及び自主

防災組織や消防団と消防署等の連携による非常時

を想定した訓練や啓発活動が必要と考えておりま

す。そのため、市内全域の防災行政無線デジタル

整備として三瓶、明浜地域の戸別受信機の設置、

城川、宇和地域の実施設計を行い、早期の市内全

域整備に努めてまいります。 

 また、防災拠点となる、現在耐震性を満たして

いない明浜支所を平成３１年に、野村支所を平成

３２年に、それぞれ建てかえが完了するよう計画

しております。いずれの施設も現在の施設よりコ

ンパクト化を図り、あわせて複合的な施設の検討

も行っているところであります。 

 そのほか、市内公共施設耐震化計画に基づき、

避難所となる５つの公民館の耐震化及び長寿命化

事業も実施予定であります。 

 個人住宅耐震化の関連では、木造住宅の耐震化

事業補助や家具転倒防止対策事業などを行うこと

としております。 

 そのほか、危機管理体制の向上といたしまし

て、被災時において優先的に取り組む業務の手順

等を定める業務継続計画の策定、災害時の情報シ

ステムバックアップ用として城川支所に非常用発

電施設を設置することとしております。 

 また、災害対策啓発につきましては、生徒防災

教育体験事業として、市内中学生が東日本大震災

の被災地を訪問し、被災地の方々との交流を行

い、命の大切さを学ぶとともに、南海トラフ巨大

地震等の大災害への対応を学習し、家庭を通した

市民の防災意識の向上につなげてまいります。 

 第４点として、四国西予ジオパークの推進であ

ります。 

 四国西予ジオパークを中心としたブランディン

グ戦略やジオパーク推進計画によるジオミュージ

ックや動画等の活用により本市のイメージ向上を
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図り、観光客の増加や付加価値のある地域産品の

開発、販売などにより、観光、産業、教育活動に

対する経済波及効果の拡大に努めてまいります。 

 また、市内各地の歴史や伝統文化、イベント、

景観をつないで、地域ならではの食文化とおもて

なしの心でさらに魅力的な町として発信し、市外

からの滞在者が増加するように努めてまいりま

す。 

 また、老朽化し立地条件も悪い城川地質館にか

わる施設として、四国西予ジオパークの新たな拠

点施設を、平成３１年度オープンを目指して城川

支所前に整備する予定であります。平成２９年度

には、地方創生推進交付金を活用して基本設計及

び実施設計を行うこととしております。この秋に

は日本ジオパークの再認定審査も行われる予定で

あり、年内の再認定を目指してまいります。 

 そのほか、文化的景観保護推進事業では、狩浜

の段々畑と宇和海の国重要文化的景観の選定に向

け、保存計画書、景観計画書を作成し、申請に向

けた準備を進めます。 

 ５番目に、産業、雇用の創出であります。 

 農林水産業におきましては、官民が連携してブ

ランド化に取り組むこととあわせて、情報通信技

術の活用による効率化、組織化の推進や経営感覚

を持った後継者を育成し、稼ぐ力の向上に努めて

まいります。 

 また、昨年度に引き続き、産官学金が連携協力

して地場産業の事業承継や起業を支援し、地域に

根差した企業を育て、産業の創出に努めてまいり

ます。 

 具体的には、地方創生推進交付金を活用し、官

民連携して継続して行う経済循環モデル事業や南

予地区官民連携事業承継事業、創業支援事業、リ

ノベーション後の米博活用事業のほか、西予市商

工会が発行する国体開催記念及びジオパークの推

進にも寄与するプレミアム商品券事業による市内

の消費喚起、地理的表示保護制度、ＧＩ、伊予生

糸を活用した産業振興、働く場所づくりとして、

株式会社宇和島海道の操業開始、ちぬやの工場建

設準備、青汁工場グリーンヒル増築による雇用拡

大や原料調達の増加、第１次産業の振興のための

基盤整備事業実施や法人化の推進、各種支援事業

などにも努めてまいります。 

 一方で、明浜地域の伯方塩業株式会社明浜工場

の平成３０年度末閉鎖に伴う地域雇用の減少問題

についても、市としての支援を行っていく予定で

あります。 

 ６番目として、小規模多機能自治の推進であり

ます。 

 自分たちの地域を自分たちの手でを基本理念と

した住民自治の確立を目指します。地域発せいよ

地域づくり事業につきましては、平成２８年度か

ら手上げ型交付金を新設し、住民主体の地域づく

りを推進しているところですが、年々地域力が備

わってきており、全国的にも注目される活動が創

発されています。 

 城川町遊子川地域が取り組んでおります、トマ

トによる６次産業化と自主映画制作の取り組み

が、総務省が行うふるさとづくり大賞において総

務大臣賞を受賞されました。このように主体性を

持った活動が、これからの地域づくりに必要であ

る感じたところです。行政は、そうした取り組み

を支援、後押ししたいと思います。そのようなこ

とから、平成２９年度におきましては、交付金額

を１，０００万円増額して、総額１億円を交付す

る考えであります。今後は、防災訓練や地域福

祉、農林業振興や景観の維持、伝統文化やお祭り

の継承等、旧小学校区の２７のコミュニティーが

主体性を持ち、多様な活動を実践していく小規模

多機能自治の確立を目指します。 

 ７番目として、チャレンジと改革であります。 

 ふるさと納税を推進し、地元特産品のＰＲや販

路拡大、地域経済の活性化や市の財源確保につな

げます。企業版ふるさと納税にも積極的に取り組

み、寄附者の意向を尊重した特定の事業を推進し

ます。 

 また、公共施設の整理、統合も進め、施設の機

能向上と経費の節減にも努めてまいります。 

 行財政改革においては、思い切った業務改革、

改善により予算編成手法を見直すとともに、オフ

ィス改革による会議のスタイルの見直し、ペーパ

ーレス化の推進や情報共有、意思決定の速度をス

ピードアップする手法等を取り入れ、従来の縦の

連携から横のつながりや柔軟で機動的な連携への

変革などを進めてまいりました。これらにより、

今までになかった新たな地方創生につながる事業

が誕生し、全国版で西予市の取り組みが紹介され

ることがふえてきたことなど、新たな展開が芽生

え始めております。この挑戦を早期に全庁展開

し、人口減少、少子化対策、子育て支援対策、産
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業振興対策、創業支援対策など、地方創生につな

がる先駆的な事業をさらにふやしていけるよう、

早期に取り組むことが重要と考えております。 

 以上、７つの視点について述べてまいりました

が、このほかの主な事業といたしましては、明

浜、城川地域の救急２４時間体制関連では、現在

平日昼間のみの救急出張所を、平成３０年度から

２４時間体制にするための施設改修等の準備を予

定しております。 

 次に、第６期介護保険事業計画に基づく地域密

着型特別養護老人ホームの整備に当たり、旧宇和

病院跡地において、認定こども園と隣接整備する

ことで子供から高齢者までの世代間交流を図るべ

く、市が公募選定した社会福祉法人が行う施設建

設に対して、県補助、地域医療介護総合確保基金

事業の活用を予定しております。 

 次に、教育関係では、確かな学力の向上のた

め、小・中学校の学力向上プログラム、地域子ど

も学び場事業を予定しております。 

 次に、ＰＦＩ事業で実施する卯之町「はちの

じ」まちづくり事業でありますが、基本構想に基

づき、ＪＲ卯之町駅前、卯之町商店街及び重伝建

地区の包括的なエリアマネジメントを官民連携で

行い、未来のまちづくりにつながるにぎわいと交

流の空間の創出を目指し、事業初年度の予算とし

て、全体エリアの基本方針、基本設計及び市道２

１２号線の工事、用地、物件補償等にかかわる事

業費を計上いたしました。 

 次に、図書館の耐震化対策と旧宇和病院の跡地

利用による市産材を活用したＣＬＴ部材を使った

社会教育複合施設の建設を平成３０年に予定して

おり、平成２９年度は実施設計を予定しておりま

す。 

 このほか、これまでに説明申し上げました施策

の充実強化を図るための組織機構の見直しや新た

な人的配置といたしまして、子育て支援体制の充

実を図るための子育て支援課や市内全域の医療行

政を一体的に推進していく医療対策室の新設、国

体に向けての人員体制の強化、移住定住の円滑な

促進を図るための移住コーディネーターの設置、

観光協会を観光物産協会として法人化に向けて推

進していくことやふるさと納税の推進及びジオパ

ークなどの情報発信強化のための新たな人員配置

などにより、積極的に政策の展開を図っていく予

定であります。 

 一方で、総務部と企画財務部を統合し、連携し

て業務を行うことで、行政運営のスリム化と効率

化を図ることとしております。 

 所信に続き、平成２９年度一般会計予算につい

て概説申し上げます。 

 今回提案します予算は、財政の健全性を維持し

ながら、私として最大限の政策実行予算であり、

西予市で生活を望む人がふえ、その望みがかなえ

られるまちづくりを目指して、７つの視点で市民

に安心が体感できるまちづくりを早期に取り組む

予算、並びに第２次西予市総合計画及び西予市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の政策実行予算な

どを計上するものでございます。 

 この結果、平成２９年度一般会計当初予算の総

額は２７１億１，７００万円、前年度比９．

８％、２９億４，１００万円の減額となりまし

た。この減少分は、主に前年度に実施した東部と

西部のし尿処理施設を統合した西予市衛生センタ

ーや宇和、明浜地域を配食エリアとするせいよ西

給食センターなどの大型建設事業が終了したこと

によるものであります。 

 今回提案します当初予算は、私が就任しまして

初めての予算編成であります。冒頭申し上げまし

たように、私が掲げる政策実行予算としてスピー

ド感を持って積極的に編成したものであります。

今後も人口減少という大きな社会問題を正面から

捉えて、全身全霊を注いで取り組んでまいりま

す。どうか、議員各位、市民の皆様におかれまし

ては、今後とも市政運営に対する格段のご理解と

ご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げ、

新年度に臨む私の所信とさせていただきます。 

 なお、予算の詳細につきましては担当課長から

説明をさせますので、よろしくご審議を賜り、ご

決定いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長 山岡財政課長。 

○山岡財政課長 それでは、予算書に沿って、新

規事業及び主要事業を中心に、まず歳出から補足

説明を申し上げます。 

 ５６ページをお開き願います。 

 続いて、５７ページと続きますが、総務費、１

項５目財産管理費、市役所庁舎維持管理事業９，

４１９万１，０００円でありますが、予算書の記

載事業順では前後しますが、５７ページの明浜支

所庁舎建設事業１億２，５８３万１，０００円で

ありますが、現在の明浜支所庁舎について、防災
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機能を有した施設として旧高山小学校跡地に移転

し建設するもので、平成２９年度は旧高山小学校

校舎及びプールの解体工事を実施するものであり

ます。財源として、旧合併特例債を充当しており

ます。 

 ５６ページに戻っていただいて、同じく野村支

所庁舎建設事業２，９５２万８，０００円であり

ますが、老朽化し耐震性を満たしていない野村支

所庁舎につきまして、新たな建設に向けての基本

設計及び実施設計を行うものであります。また、

建設予定地であります野村公会堂及び旧野村図書

館の解体設計も行うことといたしております。財

源として、地方創生交付金、旧合併特例債を充当

しております。 

 続きまして、城川支所において外壁の改修工事

を実施し、庁舎の長寿命化を図るとともに、社会

福祉協議会の事務所等の支所内移転に伴う改修経

費を計上いたしております。 

 ５９ページをお開き願います。 

 １項８目ホームページ事業１，１５８万４，０

００円でありますが、平成２９年度はサーバーの

クラウド化、そして誰もが使えるようにウエブア

クセシビリティーとスマートフォンへの対応をし

た再構築を行うものであります。 

 ７３ページをお開き願います。 

 ８項１目地域振興費、地域発「西予地域づく

り」事業１億６０６万２，０００円であります

が、昨年度には制度の見直しを行い、分配型の交

付金だけでなく、地域づくり団体からの手上げ型

交付金も取り入れたところですが、さらに平成２

９年度は昨年度より１，０００万円を上積みし、

制度の充実を図り、自主自立の地域づくりを目指

すものでございます。 

 ７４ページをお開き願います。 

 移住交流促進事業４，４５６万８，０００円で

ありますが、平成２９年度は移住コーディネータ

ーの設置やお試し移住のための空き家改修工事、

移住ツアーの実施を行うための経費を計上いたし

ております。 

 同じくふるさと納税推進事業費６，５７５万

１，０００円でありますが、ふるさと納税による

返礼品の追加と見直しを図り、寄附金額、寄附金

件数の増加、本事業のＰＲを戦略的に行うととも

に、企業版ふるさと納税にも取り組む予定でござ

います。 

 また、ふるさと納税制度及びその返礼品を工夫

して、本市及び地元特産品のＰＲ、市内事業所の

販路拡大、地域経済の活性化につなげてまいる予

定でございます。 

 ８１ページをお開き願います。 

 ９項３目ジオパーク推進事業費、ジオパーク拠

点施設整備事業２，７６９万３，０００円であり

ますが、城川地質館にかわる四国西予ジオパーク

の新たな拠点施設を地方創生推進交付金を活用し

て、城川支所の隣接地に建設するもので、平成３

２年度のオープンに向け、平成２９年度は基本設

計及び実施設計を行うものでございます。 

 なお、四国西予ジオパークは、平成２９年度に

再認定の審査を受けることとなっており、この拠

点施設の整備を初め、ハード、ソフト両面での取

り組みをさらに進めてまいります。 

 ８２ページをお開き願います。 

 ９項４目卯之町はちのじ事業費、卯之町はちの

じまちづくり推進事業５，１５３万６，０００円

でありますが、平成２９年度の前半に事業実施主

体となるＳＰＣ、特定目的会社と契約して、エリ

ア全体の基本方針、基本設計を策定するととも

に、建物等の実施設計に着手する予定でありま

す。本事業につきましては、本予算において改め

て債務負担行為の設定を行っております。 

 また、駅前エリア整備事業３億５，３５２万

２，０００円でありますが、卯之町「はちのじ」

まちづくり構想に基づき駅前エリアの整備を進め

るもので、平成２９年度は市道旧町地区２１２号

線改良工事及び駅前広場に係るＪＲ四国の所有地

等の用地購入及び物件補償を行い、工事に着手す

る予定であります。 

 ８６ページから、続いて８７ページをお開き願

います。 

 民生費、１項３目老人福祉費、地域医療介護総

合確保基金事業１億５，４２５万９，０００円で

ありますが、国、県が消費税増収分を活用した基

金を県に設置して、地域医療、介護の財政支援を

する制度を活用し、介護基盤整備事業費県補助金

として、旧宇和病院跡地に建設が予定されており

ます、地域密着型の介護老人福祉施設整備と介護

施設開設準備経費助成事業費県補助金として、同

施設及び介護老人保健施設つくし苑の増床分支出

するよう、必要額を計上いたしております。 

 ９３ページから、続いて９４ページをお開き願
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います。 

 ２項１目児童福祉総務費、子育て応援券交付事

業１，３０８万２，０００円でありますが、この

分は市単独で実施する事業でございます。市から

子育て応援券、１人当たり、年間最高で３万６，

０００円分、延べ約５００人分を交付して、１歳

児までの子育て用品代を支援することで、子育て

世帯の経済的負担を軽減するとともに、安心して

子供を育てる環境の整備を図るものであります。

財源として、ふるさと応援基金、地域振興基金を

充当いたしております。 

 続きまして、愛顔の子育て応援事業７６６万

１，０００円でありますが、この分は県と連携し

た補助事業で、４月以降に生まれる第２子以降の

家庭に愛顔の子育て応援券、年間５万円分を交付

し、県内３社が製造している紙おむつの購入に限

定して経済的な支援を行い、子育てに優しい環境

を整備し、出生率の向上につなげるものでありま

す。 

 続きまして、保育所等施設整備事業３億９５万

円でありますが、３つの児童福祉施設の設置に係

る経費を計上いたしております。 

 まず、平成２８年度地方創生拠点整備交付金事

業として採択され、市民病院に隣接して建設する

事業所内保育施設に併設して病児保育施設を整備

いたします。同じく拠点整備交付金を活用して、

現在の城川保健福祉センターの改修を行い、城川

地区の魚成、土居の２つの公立保育所を統合新設

いたします。 

 また、旧宇和病院跡地を活用し、社会福祉法人

西予総合福祉会が設営する認定こども園の整備に

対する補助金を計上いたしております。いずれの

施設も平成３０年４月の開設を目指し、整備する

ものであります。 

 １０６ページをお開き願います。 

 衛生費、１項４目環境衛生費、名水サミット事

業４９４万円でありますが、全国水環境保全市町

村連携協議会の全国大会である名水サミットを当

市に誘致し、開催する経費を計上いたしておりま

す。 

 １０８ページをお開き願います。 

 １項６目母子衛生費、特定不妊治療助成事業２

５７万９，０００円でありますが、昨年度に引き

続き、少子化対策として体外受精、顕微授精、男

性不妊治療などに対する助成を行うもので、県補

助事業に上乗せを行うものであります。 

 １１０ページをお開き願います。 

 ２項２目塵芥処理費、可燃ごみ処理委託事業２

億３，３０９万３，０００円、同じくごみ収集運

搬業務委託事業２億２３９万９，０００円であり

ますが、平成２８年度末をもって野村クリーンセ

ンターでの焼却処分を終了するため、平成２９年

度から市内全域のごみについて八幡浜南環境セン

ターでの焼却分を委託することに伴い、増額をい

たしております。また、ごみの収集、運搬につき

ましては、平成２９年度から新たに要介護、要支

援認定者、障がい者等の世帯で、ごみステーショ

ンまでの排出をすることが困難な世帯を対象にし

た戸別収集、ふれあい収集を行うことといたして

おります。 

 １１３ページをお開き願います。 

 ２項３目し尿処理費、西予市衛生センター管理

事業１億２，０７６万２，０００円であります

が、平成２９年４月１日から供用開始を予定して

おります西予市衛生センターにつきまして、施設

の維持管理、運営に係る経費を計上するものであ

ります。 

 １１６ページをお開き願います。 

 労働費、１項６目地域経済基盤強化・雇用等対

策費、創業支援実践事業１，２６９万１，０００

円でありますが、西予市商店街空洞化対策事業の

一つで、地方創生推進交付金を活用し、市内の空

き家などを活用する新規出店者の店舗改修に対す

る補助制度の新設をいたします。２分の１の補助

で、上限１５０万円の補助を予定いたしておりま

す。 

 同じくふるさと就業創出奨励事業３００万円で

ありますが、西予市内に就業する新卒者の確保と

都市部などとの賃金格差の解消を図るため、市内

にある中学、高校、特別支援学校の新卒者で市内

に住所を有し、市内企業に就職した方を対象に、

３年間、合計３６万円を交付するものでありま

す。 

 １２１ページをお開き願います。 

 農林水産業費、１項３目農業振興費、養蚕振興

対策事業３１３万１，０００円でありますが、地

理的表示保護制度、ＧＩに登録された地域ブラン

ドである伊予生糸を活用して伝統的産業の振興を

図ろうとするもので、新規養蚕農家の就労支援と

育成、養蚕基盤のための桑園整備や桑苗の補助、
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地産飼育費の支援を行うことといたしておりま

す。財源には、ふるさと応援基金及び蚕糸業振興

基金を充当いたしております。 

 同じく農業後継者育成事業８，１３１万４，０

００円でありますが、農業の担い手不足という課

題解決のため、農業研修資金等の償還金助成や経

営の不安定な新規就農者に対する給付制度を運用

するものであります。財源には、新規就農総合支

援事業費県補助金を充当いたしております。 

 １３１ページから、続いて１３２ページをお開

き願います。 

 ２項２目林業振興費におきましては、林道の開

設１２件、改良２件、舗装２件、改修１件、県営

事業負担金の１件を実施する経費として、６億

２，７６６万６，０００円を計上いたしておりま

す。県が進めておりますＣＬＴの利用拡大に対応

できる原木供給が図られるよう、路網整備を進め

てまいります。 

 １３８ページをお開き願います。 

 ３項４目漁港建設費、田之浜（高山）漁港越波

防止対策事業６，５８０万円でありますが、台風

による越波及び高潮対策として、既設護岸の改良

事業に係る経費を計上いたしております。平成１

８年度から実施してまいりました本事業も、平成

２９年度が最終年度となります。財源には、旧合

併特例事業債を充当いたしております。 

 １４０ページをお開き願います。 

 商工費、１項２目商工業振興費、プレミアム付

き商品券助成事業１，０００万円でございます

が、西予市商工会が発行するプレミアム商品券の

プレミアム分、換金額の１０％に対して補助をす

るものであります。 

 えひめ国体開催記念、協賛とすることとし、国

体開催の周知及び四国西予ジオパークの推進に関

連した消費喚起につなげ、市民生活及び市内の事

業者の活性化を図るものであります。 

 １４５ページをお開きを願います。 

 １項６目産業創出事業費、ジオブランド推進事

業１，８５６万６，０００円でありますが、ジオ

パークと地域産品の魅力をセットにした新ブラン

ド、ジオの至宝を創出し、ブランドイメージ、高

付加価値化戦略により、東京、大阪等の都市部を

ターゲットにし、展示商談会に出展し、市内産品

の販路拡大を図るものであります。 

 １５１ページをお開き願います。 

 土木費、２項３目道路新設改良費におきまして

は、市道の新設及び改良事業等を実施する経費と

して９億１，９１４万４，０００円を計上いたし

ております。その内訳といたしましては、市内３

６路線、うち新規３路線の計画をいたしておりま

す。財源には、地方創生道路整備推進交付金、社

会資本整備総合交付金、過疎対策事業債、旧合併

特例事業債等を充当いたしております。 

 １５６ページをお開き願います。 

 ５項６目都市計画事業における道路新設改良

費、市道旧町地区１８７号線他５路線改良事業１

億４，３６２万円でありますが、当路線は国道５

６号線から旧宇和病院跡地に建設予定である社会

福祉施設及び社会教育複合施設を経由し、米博物

館へ通じるルートであり、アクセスの向上と地域

住民の安全と利便性を確保するため、道路改良を

実施するものであります。財源には社会資本整備

総合交付金、旧合併特例事業債を充当いたしてお

ります。 

 １６３ページをお開き願います。 

 消防費、１項３目消防施設費、常備消防施設整

備事業４，１４１万４，０００円のうち１，０３

５万４，０００円でありますが、平成３０年度か

ら明浜地区、城川地区の救急２４時間体制を整備

するため、明浜地区では高山診療所を、城川地区

では旧愛媛銀行城川支店のＡＴＭ部分を除いて消

防署の出張所として運用するための改修工事に要

する経費を計上いたしております。 

 １６４ページをお開き願います。 

 １項４目災害対策費、危機管理業務事業１，５

２８万３，０００円のうち１，０８０万円であり

ますが、本市の現状に即した具体的かつ実効性の

ある災害対策マネジメント構築のため、防災対策

に関する現状の統括を行い、課題の洗い出しを行

うとともに、被災時において優先的に取り組む業

務の手順等を定める業務継続計画、ＢＣＰの策定

を行うものであります。同じく防災行政無線デジ

タル整備事業３億５，０１８万４，０００円であ

りますが、平成２９年度には明浜、三瓶地区のデ

ジタル戸別受信機を整備するとともに、宇和、城

川地区の実施設計を行うことといたしておりま

す。 

 １６７ページをお開き願います。 

 教育費、１項２目事務局費、小学生夢チャレン

ジサポート事業１４１万３，０００円であります
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が、市内小学校６年生の学級、または小規模学校

から応募された夢を選定し、その夢の実現を支援

するものであります。小学生に夢や目標を持つこ

との大切さを考えさせ、それを実現するためには

どうすればよいのか、そのプロセスを学び、体験

しながら、多様な考え方に触れることによって幅

の広い見識を持った将来の西予市を担う人材を育

成するものであります。 

 また、実施に当たっては、団体、企業、地域に

そのサポートを委託するものであります。財源に

は教育振興基金を充当いたしております。 

 １７９ページをお開き願います。 

 ３項３目学校建設費、中学校施設整備事業４，

５７４万８，０００円でありますが、老朽化に伴

う野村中学校部室倉庫管理棟の改築工事を実施

し、適切な学校教育環境を整備するものでありま

す。また、現宇和学校給食センターの解体にあわ

せて宇和中学校部室も解体するため、仮設体育倉

庫を立っする経費を計上いたしております。後年

度には宇和中の部室建設も予定しております。財

源には、公共施設木材利用推進事業費県補助金、

学校施設整備基金を充当いたしております。 

 １８４ページから、続いて１８５ページをお開

き願います。 

 ５項２目公民館費、公民館耐震化事業３億８７

８万３，０００円でありますが、西予市公共施設

耐震化計画に基づき、公民館耐震化事業を実施す

るとともに、老朽化に伴う屋上防水外壁改修等の

長寿命化工事を一体的に実施するもので、平成２

９年度は高山公民館及び野村公民館の耐震、長寿

命化工事を予定しております。そのほか、４つの

公民館の設計委託もあわせて予定をしておりま

す。財源には、社会資本整備総合交付金、旧合併

特例事業債を充当いたしております。 

 １９１ページをお開き願います。 

 ５項７目社会教育施設建設費、社会教育複合施

設整備事業２，１５３万９，０００円であります

が、図書館の耐震化対策及び旧宇和病院跡地利用

として、現在図書館とコミュニティー機能を有し

た複合施設の基本設計を進めているところであ

り、平成２９年度中にＣＬＴ工法を採用した実施

設計を行い、平成３０年度の工事着工、平成３１

年４月の運用開始を目指しております。 

 ２０３ページをお開き願います。 

 ７項３目給食センター運営費、せいよ西学校給

食センター運営費７，５７２万３，０００円であ

りますが、運営に係る人件費及び光熱水費等を計

上いたしております。先ほど説明いたしました新

しい施設での供用開始、給食提供を２９年４月か

ら行う予定であります。 

 ２０６ページをお開き願います。 

 ７項５目国民体育大会費、愛媛国体総務庶務事

業２億３，７２１万８，０００円でありますが、

いよいよえひめ国体開催年度を迎え、本市が会場

となりますソフトボール成年女子及び相撲の２つ

の競技種目につきまして、選手団や来場される観

客の方々に満足いただける大会となるよう、オー

ル愛媛、オール西予で準備、運営に万全を期すも

のであります。 

 ２１０ページをお開き願います。 

 続いて２１１、２１２ページと続きますが、諸

支出金、２項１目基金費、２１２ページのふるさ

と応援基金事業１億１９７万１，０００円であり

ますが、ふるさと納税によります寄附金を積み立

てるものであります。平成２９年度は制度の見直

しや返礼品の工夫により、企業版と合わせまして

１億円のふるさと納税を目指すところでございま

す。 

 次に、歳入でありますが、予算書は前に戻って

いただきまして、１３ページをお開き願います。 

 １４ページへと続きますが、市税は３１億１，

６４７万円とし、市民税におきましては、平成２

８年度課税状況調べに基づく給与所得者の増加に

よる所得割の増、固定資産税における新増築家屋

数の増加、及び償却資産においては太陽光発電設

備の設置の増加による増を見込みまして、市税全

体では、対前年度１億３４９万８，０００円の増

額としております。 

 １６ページをお開き願います。 

 地方交付税では、地方財政計画の伸び率と合併

算定がえの縮減を見込みまして、普通交付税にお

きまして１０８億３，３００万円とし、特別交付

税におきましては、前年度同額の１１億円とし

て、全体では対前年度５億６，７００万円の減額

といたしております。 

 国庫支出金では、汚泥再生処理施設整備事業、

宇和学校給食センター建設事業及び国体関連施設

整備事業等の大型建設事業は、平成２８年度で終

了したことにより、対前年度比で７億８，０５０

万３，０００円の減額としております。 
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 県支出金では、地域密着型特別養護老人ホーム

整備事業、保育所等施設整備事業に伴う民生費県

補助金及び国体開催に伴う教育費県補助金の増な

どにより、前年度当初予算に対して７，６９４万

６，０００円の増額といたしております。 

 ３４ページをお開き願います。 

 繰入金、基金繰入金におきましては、総額で１

２億５２５万５，０００円とし、財政調整基金、

宇和福祉の里基金、地域振興基金、ふるさと応援

基金、新市立病院建設基金、公共施設整備基金等

の繰入額の増加によりまして、前年度当初予算に

対して１億２，２９２万２，０００円の増額とい

たしております。 

 ４４ページをお開き願います。 

 市債におきましては、総務債では支所庁舎建設

事業に伴い増となっておりますが、消防債では明

浜、三瓶地区の防災行政無線デジタル整備事業、

教育債の国体関連施設整備事業及び衛生費の汚泥

再生処理施設整備事業などの大型事業の終了によ

る市債の減により、総額で対前年度２０億５００

万円の減額となり、総額で３８億３，６３０万円

といたしております。 

 地方債の種別で見てみますと、借入金全体の約

８割が交付税算入率の高い過疎、辺地、合併特例

債で、いわゆる税の後払いと言われる臨時財政対

策債を含めますと、９８％となります。 

 予算書は、戻っていただきまして、９ページを

お開き願います。 

 次に、債務負担行為では、卯之町「はちのじ」

まちづくり整備事業につきまして、平成３０年度

から平成４３年度までの期間で１９億１，５９４

万円を限度額とした債務負担行為を設定するもの

であります。 

 最後に、１０ページをお開き願います。 

 先ほどの歳入の市債でご説明申し上げました

が、総額で地方債の限度額を３８億３，６３０万

円とするものであります。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 暫時休憩とします。（休憩 午後０時１６分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後１時４５

分） 

  （日程８） 

○議長 次に、日程第８、議案第３１号「平成２

９年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予

算」から議案第４１号「平成２９年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計予算」までの１１件を

一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 議案第３１号「平成２９年

度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」

について提案理由のご説明を申し上げます。 

 それでは、平成２９年度西予市特別会計予算書

の１ページをお開きください。 

 本予算の歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ

１５９万４，０００円としております。 

 予算書の８ページをお開きください。 

 歳出の主なものは、住宅新築資金並びに改修資

金として借り入れている公債費１３１万１，００

０円であります。 

 予算書７ページに戻ります。 

 歳入は、貸付金償還金１５９万４，０００円を

計上いたしております。 

 よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 議案第３２号「平成２９年度西予

市育英会奨学資金貸付特別会計予算」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 この奨学資金は、西予市出身の優秀な学生、生

徒であって、経済的理由により就学が困難な者に

対し定額を無利子で貸し付けるものであります。

本予算の歳入歳出の総額は、３，２９３万９，０

００円としております。 

 歳出では、奨学資金貸付金７５名分及び運営費

に係る経費２，９１６万６，０００円、予備費３

７７万３，０００円を計上いたしております。 

 歳入では、償還金等２，６２７万９，０００円

及び前年度繰越金６６６万円を計上し、運営する

ものであります。よろしくご審議の上、ご決定く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 議案第３３号「平成２９年

度西予市国民健康保険特別会計予算」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 国保特別会計予算につきましては、事業勘定予

算と診療施設勘定予算で構成をされております。 

 まず、事業勘定予算からご説明を申し上げま

す。 
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 平成２９年度の予算編成に当たりましては、被

保険者が安心して医療サービスを享受し、国民健

康保険事業の適正かつ安定的な運営を維持するた

め、医療費の動向、制度改正の対応等、国が示す

留意事項に基づき編成をいたしました。しかしな

がら、高齢化の進展や医療技術の高度化、生活習

慣病の増加等により医療費の増加が続いている一

方で、医療費に見合った保険税収入の確保が厳し

い状況であることから、引き続き一般会計繰入金

により収支均衡を図る予算構造となっておりま

す。 

 それでは、２５ページをお開きください。 

 歳出の主なものでは、総務費７，９５２万８，

０００円、保険給付費３７億８，５０４万７，０

００円、後期高齢者支援金等５億９，８１９万

８，０００円、介護納付金２億２，０７８万８，

０００円、共同事業拠出金１２億９，７１０万

２，０００円を計上いたしました。 

 続きまして、２３ページをお開きください。 

 歳入の主なものにつきましては、国民健康保険

税７億７，４６８万８，０００円、国庫支出金１

３億６，２６３万２，０００円、県支出金３億

２，２６７万４，０００円、療養給付費等交付金

１億８，０００万１，０００円、前期高齢者交付

金１６億６，６５７万９，０００円、共同事業交

付金１１億８，４６７万４，０００円、繰入金５

億４，５１２万７，０００円を計上いたしまし

た。 

 以上によりまして、事業勘定予算は、歳入歳出

それぞれ６０億４，３５４万５，０００円といた

しました。 

 次に、診療施設勘定予算についてご説明を申し

上げます。 

 少子・高齢化に伴う人口減少や市民の基幹病院

志向への高まりなどから、国保直営診療所の診療

件数、診療収入等が年々減少しており、診療施設

勘定におきましても一般会計からの繰入金により

収支均衡を図る厳しい予算構造となっておりま

す。引き続き地域住民から安心、信頼される医療

の提供に取り組むとともに、経営改善、適切な経

費節減にも努める所存であります。 

 なお、本年度より診療施設勘定におきまして

は、事務及び診療所運営の効率化を図るため、各

診療所勘定会計を統合いたしました。 

 それでは、２８ページをお開きください。 

 歳出の主なものでは、総務費１億７，４１０万

１，０００円、医業費９，６０２万４，０００円

を計上いたしました。 

 続いて、２７ページをお開きください。 

 歳入の主なものにつきましては、診療収入１億

５，８８２万円、繰入金１億４９１万７，０００

円を計上いたしました。 

 以上によりまして、診療施設勘定予算は、歳入

歳出それぞれ２億７，０７０万１，０００円とい

たしました。 

 続きまして、議案第３４号「平成２９年度西予

市後期高齢者医療特別会計予算」について提案理

由の説明を申し上げます。 

 後期高齢者医療制度におきましては、医療の高

度化等に伴い、医療費が増加傾向にある中、同制

度の持続可能性を高めるため、平成２９、３０年

度にかけ、保険料軽減特例が段階的に見直される

こととなっております。愛媛県後期高齢者医療広

域連合におきましては、平成２８年、２９年度の

保険料改定に当たり、愛媛県が設置する財政安定

化基金を活用して保険料の上昇を抑制しておりま

すが、今後においても被保険者の負担を軽減する

ため、後発医薬品の利用促進や医療費適正化を進

めるとともに、経費の節減に努める必要があるた

め、本市におきましても、広報への掲載等などで

健診受診啓発や医療制度の周知を行っているとこ

ろでございます。 

 それでは、予算書７５ページをお開きくださ

い。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ６億１，５９７万８，０００円と定めるもの

であります。 

 ７７ページをお開きください。 

 歳出の主なものといたしましては、総務費２，

４４５万３，０００円、後期高齢者医療広域連合

納付金５億７，４５１万８，０００円、健康診査

事業費といたしまして１，４５５万７，０００円

を計上いたしました。 

 ７６ページに戻っていただき、歳入の主なもの

といたしましては、後期高齢者医療保険料３億

３，５６１万１，０００円、繰入金２億６，４４

７万４，０００円、諸収入１，５８６万２，００

０円を計上いたしました。 

 続きまして、議案第３５号「平成２９年度西予

市介護保険特別会計予算」について提案理由のご
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説明を申し上げます。 

 介護保険制度につきましては、制度創設以来１

７年が経過し、高齢者及び介護する家族を支える

ためなくてはならない制度となっております。本

市におきましても、高齢者人口の増加に伴い、介

護保険制度を利用される方は増加傾向にあること

から、要介護認定者の介護ニーズを踏まえ、高齢

者が自立した日常生活を営むことができるよう、

医療、介護、予防、住まいや生活支援など、さま

ざまなサービスを提供するとともに、保険給付等

の事業を行っているところでございます。 

 それでは、予算書９３ページをお開きくださ

い。 

 本予算は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ５６億８，７５２万４，０００円と定めるも

のであります。 

 ９６ページをお開きください。 

 歳出の主なものといたしましては、人件費と介

護認定等に係る経費として、総務費１億１，５９

６万５，０００円を計上し、介護給付、予防給

付、その他各サービスに係る経費として、保険給

付費５２億７，６０１万６，０００円を計上いた

しました。また、本市における地域包括ケアシス

テムを構築するため、在宅医療と介護の連携、認

知症施策、そして介護予防や日常生活支援等を総

合的に推進するため、地域支援事業費２億８，８

４５万５，０００円を計上いたしました。 

 ９４ページに戻っていただき、歳入予算の主な

ものといたしましては、６５歳以上の方に納付し

ていただく介護保険料が９億５，０７４万２，０

００円、介護給付費分、地域支援事業分、それぞ

れについて各負担割合により算定される国庫支出

金１５億１，２１９万１，０００円、県支出金８

億１，８５８万７，０００円、支払基金交付金１

５億３，２７０万５，０００円と繰入金の一般会

計繰入金で８億２，８９１万２，０００円、基金

繰入金３，９６３万円、歳出の地域支援事業費の

事業実施に伴う利用者負担金等の諸収入４７３万

１，０００円を予定しております。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 議案第３６号「平成２９年

度西予市農業集落排水事業特別会計予算」につい

て提案理由のご説明を申し上げます。 

 平成２９年度における主な事業といたしまして

は、宇和町及び野村町で稼働している１０カ所の

処理区の維持管理業務及び公債費の元利償還等で

あります。 

 それでは、西予市特別会計予算書の１４９ペー

ジをお開きください。 

 本予算は、歳入歳出総額を４億１３１万９，０

００円と定めるものであります。 

 １５１ページをお開きください。 

 歳出では、施設管理費といたしまして、１０カ

所の処理区の維持管理費用に係る委託料及びこれ

らに関連する事務費、人件費等に係る経費など、

１億６，４５０万円を計上しております。また、

今までに建設された施設整備に対する公債費とい

たしまして、元利償還金２億３，６８１万９，０

００円を計上しております。 

 １５０ページに戻りますが、歳入につきまして

は、施設使用料９，４４９万円、加入負担金１０

０万円、一般会計繰入金３億４７２万９，０００

円、繰越金１１０万円を充当いたしております。 

 続きまして、議案第３７号「平成２９年度西予

市公共下水道事業特別会計予算」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 平成２９年度に実施する主な事業につきまして

は、宇和処理区で延長約３，９５０メートルの管

路整備工事と管路実施設計委託業務等、野村処理

区で公共ます設置工事等を実施するほか、平成３

２年度までに当会計を企業会計に移行するための

システム開発、導入委託業務を予定しておりま

す。 

 それでは、予算書１６７ページをお開きくださ

い。 

 本予算は、歳入歳出総額を８億４，６０７万円

と定めるものであります。 

 １６９ページをお開きください。 

 歳出では、事業費のうち施設管理費といたしま

して、野村及び宇和処理区の維持管理費用と下水

道接続奨励金等に加え、企業会計への移行準備経

費といたしましてシステム開発、導入に係る業務

委託料など、１億１，９４１万６，０００円を計

上しております。同じく事業費の施設整備費で

は、宇和及び野村処理区の施設整備に係る委託

料、工事請負費並びにこれらに関連する事務費、

人件費等に係る経費など、３億８，４１６万４，

０００円を計上しております。また、今までに建
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設された施設整備に対する公債費といたしまし

て、元利償還金３億４，２４９万円を計上してお

ります。 

 １６８ページに戻りますが、歳入につきまして

は、施設使用料８，８３０万２，０００円、事業

費分担金８９０万５，０００円、国庫補助金１億

５，０００万円、一般会計繰入金４億３，１８６

万３，０００円、繰越金３４万５，０００円、諸

収入１５万５，０００円、市債１億６，６５０万

円を充当しております。 

 なお、システム開発導入委託業務に係る債務負

担行為を第２表により、また地方債の限度額、起

債の方法、利率、償還の方法を第３表により、そ

れぞれ定めております。 

 以上、２議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 三好公営企業部長。 

○三好公営企業部長 議案第３８号「平成２９年

度西予市簡易水道事業特別会計予算」について提

案理由のご説明を申し上げます。 

 それでは、平成２９年度西予市特別会計予算書

１２９ページをお開きください。 

 平成２９年度の主なものは、各施設の維持管理

及び整備に伴う経費で、歳入歳出の総額をそれぞ

れ１億５，８２２万１，０００円と定めるもので

ございます。 

 １３８ページをお開きください。 

 歳出では、事業費の総務管理費として人件費、

事務費、維持管理経費など９，８７２万円を計上

し、１３９ページでございますけれども、施設整

備事業費として、工事請負費では施設整備に係る

工事請負費のほか、委託料等を合わせまして３，

４４３万円を計上いたしております。次の公債費

では、元利償還金２，４１１万８，０００円を計

上いたしております。 

 １３５ページをお開きください。 

 歳入では、給水収入６，８９４万円、繰入金と

して一般会計繰入金及び基金繰入金により４，４

２６万５，０００円のほか、簡易水道の施設整備

事業に係る財源として市債２，５２０万円を予定

しております。 

 なお、地方債の限度額、起債の方法、利率、償

還の方法を１３２ページの第２表により定めてお

ります。 

 以上で簡易水道事業特別会計予算の説明を終わ

ります。 

 続きまして、議案第３９号「平成２９年度西予

市水道事業会計予算」について提案理由のご説明

を申し上げます。 

 それでは、平成２９年度西予市公営企業会計予

算１ページをお開きください。 

 まず、第２条の業務の予定量についてご説明い

たします。 

 給水戸数１万５，３００戸、年間総給水量４３

４万３，５００立方メートル、１日平均給水量１

万１，９００立方メートルを予定しております。 

 主要な建設改良事業といたしましては、宇和給

水区域における上松葉配水池更新事業７，１９２

万円、三瓶給水区域における津布理浄水場整備事

業５，２４３万円をそれぞれ予定いたしておりま

す。 

 次に、第３条収益的収入及び支出についてご説

明いたします。 

 収入では、水道事業収益の総額を７億２，００

０万７，０００円と定め、営業活動に基づく給水

収益の６億２，９４０万円を含む営業収益として

６億３，６６８万５，０００円、営業外収益とし

て８，３２８万２，０００円を計上いたしており

ます。 

 これに対しまして支出では、水道事業費用の総

額を７億３，３２９万６，０００円と定め、主な

ものとしましては、営業活動に係る営業費用とし

て６億８，１０２万７，０００円、企業債償還利

息等の営業外費用として４，６３３万円を計上し

ております。 

 次に、２ページ、第４条資本的収入及び支出に

ついてご説明いたします。 

 収入では、総額を１億４，９１４万５，０００

円と定め、内訳は工事に対する負担金１，３３７

万円、企業債９，０００万円、企業債元金償還金

及び事業統合後の建設改良費に対する一般会計補

助金４，５７７万５，０００円を計上いたしてお

ります。 

 これに対しまして支出では、総額を４億８，３

７７万６，０００円と定め、内訳は建設改良費３

億５，８６３万５，０００円、企業債償還金１億

２，５１４万１，０００円を計上いたしておりま

す。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対する不

足額３億３，４６３万１，０００円を補填する財
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源につきましては、第４条括弧書きのとおりでご

ざいます。 

 次に、第５条の企業債では、上水道施設整備事

業を目的といたしまして９，０００万円の限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めてお

ります。 

 第６条では一時借入金の限度額を２億円と定

め、第７条では予定支出の各項の経費の金額の流

用、第８条では議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費として職員給与費１億３，３

１１万８，０００円を定めるものでございます。 

 また、第９条では一般会計から受ける補助金と

して目的と合計金額５，１３７万８，０００円を

定め、第１０条では棚卸資産の購入限度額を１，

５６０万円と定めるものでございます。 

 以上で上水道会計予算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４０号「平成２９年度西予

市病院事業会計予算」について提案理由のご説明

を申し上げます。 

 それでは、公営企業会計予算書４１ページをお

開きください。 

 まず、第２条業務の予定量についてご説明いた

します。 

 病床数は、両病院合計２６３床でございます。

年間患者数は、入院７万４４５人、外来１０万

３，７００人、１日平均患者数は、入院１９３

人、外来４２５人を見込んでおります。 

 また、主な建設改良事業として、施設整備事業

費４，４８９万９，０００円、医療機器備品購入

費１億３，６７３万６，０００円を計上いたして

おります。 

 次に、第３条収益的収入及び支出についてご説

明いたします。 

 収入では、病院事業収益の総額を３５億７，２

８１万７，０００円と定め、医業収益３１億２，

８２４万７，０００円、医業外収益４億４，１６

５万６，０００円、特別利益２９１万４，０００

円を計上いたしております。 

 これに対しまして支出では、病院事業費用の総

額を４２億２７８万６，０００円と定め、医業費

用３９億７，６８６万６，０００円、医業外費用

１億５，２３２万９，０００円、特別損失７，３

５９万１，０００円を計上いたしております。 

 次に、第４条の資本的収入及び支出についてご

説明いたします。 

 収入では総額を２億８，６０４万１，０００円

と定め、出資金３００万円、負担金及び交付金１

億１，６７１万円、企業債１億２，３７０万円、

補助金４，２６３万１，０００円を計上しており

ます。 

 これに対しまして支出では、総額を３億７，７

９１万１，０００円と定め、建設改良費１億８，

１６３万５，０００円、企業債償還金１億９，３

２７万６，０００円、奨学資金に係る投資３００

万円を計上いたしております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額９，１８７万円は、過年度分損益勘定留保

資金で補填することといたしております。 

 続きまして、第５条の債務負担行為につきまし

ては、平成３０年度の医事業務委託費として９，

０００万円の限度額を定めております。 

 第６条の企業債では、医療機器購入を目的とい

たしまして１億２，３７０万円の限度額、起債の

方法、利率、償還の方法を定めております。 

 第７条では、一時借入金の限度額を２億５，０

００万円と定め、第８条では、予定支出の各項の

経費の金額を流用、第９条では、議会の議決を経

なければ流用することができない経費として職員

給与費２３億３，３１６万７，０００円及び交際

費３００万円を定めております。 

 また、第１０条では、一般会計から受ける補助

金として、目的と合計金額１億５，７５６万９，

０００円を定め、第１１条では、棚卸資産の購入

限度額を６億５，０００万円と定めております。 

 最後に、第１２条では、重要な資産の取得とし

て、野村病院に導入予定のコンピューター診断撮

影装置を定めております。 

 以上で病院事業会計予算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４１号「平成２９年度西予

市野村介護老人保健施設事業会計予算」について

提案理由のご説明を申し上げます。 

 介護老人保健施設つくし苑の事業につきまして

は、高齢者の心身の状況に応じた適切な介護及び

機能訓練のほか、必要な医療等を提供することに

より日常生活の自立と家庭復帰を支援し、地域に

親しまれ信頼される施設を目指して、引き続きサ

ービスの提供に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 それでは、予算書１１７ページをお開き願いま

す。 
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 まず、第２条の業務の予定量についてご説明い

たします。 

 入所定員は８０人、１日当たりの通所者定員は

２５人、年間の療養者数は３万５，１３４人を見

込んでおります。 

 次に、第３条の収益的収入及び支出についてご

説明いたします。 

 収入では、施設事業収益の総額を５億１，１４

４万８，０００円と定め、施設運営事業収益とし

て４億４，０８１万９，０００円、施設運営事業

外収益として７，０６２万９，０００円を計上い

たしております。 

 これに対しまして支出では、施設事業費用の総

額を５億１，０４６万３，０００円と定め、施設

運営事業費用４億８，５８３万３，０００円、施

設運営事業外費用１，１１８万３，０００円、特

別損失１，３４４万７，０００円を計上いたして

おります。 

 次に、第４条の資本的収入及び支出でございま

すが、資本的収入を５億１，２２３万８，０００

円、資本的支出を５億１，２４１万３，０００円

計上しております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額１７万５，０００円につきましては、第

４条括弧書きのとおりであります。 

 １１８ページをお開きください。 

 第５条では、企業債について、表のとおり定め

ております。 

 第６条では、一時借入金の限度額を５億円と定

め、第７条では、予定支出の各項の経費の金額の

流用、第８条では、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費として職員給与費３億

９，７９２万７，０００円及び交際費３万円を定

めております。 

 １１９ページをお開きください。 

 第９条では、他会計からの補助金として児童手

当補助等、合計で８，４６３万９，０００円を定

め、第１０条では、棚卸資産購入限度額を５００

万円と定めるものでございます。 

 以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 ただいま議題となっております案件のうち、議

案第２０号「平成２８年度西予市一般会計補正予

算（第８号）」から議案第２９号「平成２８年度

西予市野村介護老人保健施設事業会計補正予算

（第１号）」までの１０件について議案順に質疑

を行います。 

 なお、質疑の内容は大綱のみに願います。 

 それではまず、議案第２０号「平成２８年度西

予市一般会計補正予算（第８号）」に対する質疑

を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １７番小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 一般会計ですけども、９億

８，２８６万６，０００円を減額となっておりま

すけども、この主なものは何かお聞きしたいと思

いますし、パーセンテージとして、当初予算が３

００億５，８００万円、それから恐らくこれから

いうと第７号補正になるんですか、そのときの金

額とどのような変化があるのか、ちょっとお知ら

せ願ったらと思いますが。恐らく３１７億８，７

７３万６，０００円が第７回の補正で上げた金額

ではなかろうかと思いますけれども、先ほど言い

ましたように余りにも減額金額が多いんですが、

まずその理由をお示しください。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ただいまのご質問

でありますけれども、今回の減額が非常に大きい

というご質問をいただきました。今回につきまし

ては、実績見込み額、また交付決定等がございま

しての予算計上をしておるものでございますけれ

ども、特に大きな事業としましては、汚泥再生処

理施設事業がほぼ完了しておりますし、また明

浜、三瓶地区の防災行政無線デジタル整備等も入

札が終わったということでございまして、そうい

った大きな、あと学校の給食センターも完成をし

たというふうなことでございまして、大規模事業

につきまして事業費の確定が行われました。それ

で当初予算計上の額よりも確定額が大幅に減少し

たというふうなところが大きな要因となっておる

ところでございます。また、それにつれまして、

国、県等の補助金の減少をしておるというふうな

ところでございます。 

 また、７号補正と８号補正の額でございますけ

れども、７号補正の段階では３１７億８，７７３

万６，０００円ということでございまして、今回

９億８，２８６万６，０００円の減額というふう

なことでありますけれども、前年の同期比の減額

としましては１３億８，４２９万円の増となって
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おりますけれども、前年と比較しますと４．７％

の増の段階ではございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 １７番小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 先ほどの山岡課長の補足説

明では、職員らしく丁寧に、どういいますか、差

しさわりのない説明をされましたけれども、我々

当初予算をつくるときにも、各常任委員会で慎重

に審査をして当初予算を作成しとるわけですよ

ね。それに対して余りにも、９億８，２００万円

というのは減額金額が多過ぎるではないかなと。

内示額の見誤りとか、それから不用額が出た、こ

ういうことについては、職員も忙しいところ努力

をされとると思うんですけれども、やや安易な点

があったんじゃないかなと。特に私の所管であり

ます産建部門については、公共工事が主なもんな

んです。公共工事は言わずと知れた、風が吹けば

おけ屋がもうかるということで、回り回って地域

の経済効果の高揚につながるわけですよ。それを

不用額が多かったり、それからまた繰越事業が多

かったりするのは、先ほど言いましたように、

我々慎重審議をした一般会計の当初予算はどうだ

ったのかなと頭をかしげざるを得んわけです。 

 そこで、今後は予算の作成、それから入札に対

する業者の選定、積算の方法等々はもう少し慎重

にしてもらって、何億円との工事をしたにもかか

わらずはや既に大きな事業に欠陥が出ておるよう

な施設もあります。そこらあたりは鋭意、私も調

査をしますけれども、十分注意をして、留意をし

て作業を行っていただきたい、予算執行していた

だきたいと思いますが、答弁を求めます。 

○議長 山岡財政課長。 

○山岡財政課長 小野議員のご質問にお答えいた

します。 

 不用額が多いのではないかというようなご指摘

をいただいております。先ほど宗部長のほうが説

明いたしましたように、今回非常に大型の建設事

業を２８年度実施しております。その場合、入札

に当たりましては、必要額、設計額を計上してお

りまして、その場合、入札を実施した段階で不用

額が入札減少金が発生した場合、補助対象外にも

なりますことから、予算としても不用額として落

とすことが多かったもので、かなりな額が出てい

るというところもありますので、その点、補足さ

せていただきました。 

○議長 二宮産建部長。 

○二宮産業建設部長 減額補正の中には、産業建

設部所管に関係しているものもかなり多いわけで

ございますけれども、本年度、平成２８年度の場

合に、社会資本整備事業、あるいは道整備交付金

事業あたりが、当初の見込みと比べますと６割か

ら７割程度の内示額となっております。 

 担当部署といたしましては、１００％交付をい

ただくことを前提に当初予算を編成をしているわ

けでございますけれども、交付額そのものが下が

ってきた場合に、どうしても私どもとしまして

は、一般財源を持ち出して当初の事業費をやり終

えるというよりは交付金に頼らざるを得ないとこ

ろがございますので、事業量を精査した中で次年

度への取り組みというようにさせていただいたも

のもあるような状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長 ほかにありませんか。 

 １４番中村敬治君。 

○１４番中村敬治君 一般会計補正予算というこ

とで、議案第２０号の、この冊子の８ページで

す。廃止ということで、卯之町「はちのじ」まち

づくり整備事業と。このことにつきましては、午

前中の議員全員協議会で概略を説明いただいたわ

けですけれども、平成２９年から５８年度までの

３０年間にわたる債務負担行為だということで、

昨年の６月だったと思いますけれども可決してお

るわけですけれども、金額が５９億７，０００万

円という大きい事業ということでスタートしたよ

うに思っておりますが、スタートしたわけではな

いんですけれども、そういうことで債務負担を可

決したわけですけれども、これについては、当

時、新聞記事にも大きく掲載されておりますし、

減額ゼロ補正と今回なっておりますが、市民の方

にもう少しわかりやすく、この機会をかりまして

説明をいただけたら非常にいいんかなと思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ただいま中村議員

のほうからご質問いただきました卯之町「はちの

じ」まちづくり事業の債務負担行為の廃止に対す

る考え方といいますか、理由等も含めてのご質問

をいただきました。 

 先ほどございましたように、この債務負担行為

につきましては、平成２８年の第２回の定例会の
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折に議決をいただいたものでございます。その

後、議会のほうからのご意見等もいただきまし

た。それは、初めての事業なので慎重にというふ

うなこと、全体的な見直しも必要じゃないかとい

うふうなご意見もいただきまして、内部で再検討

をいたしました。その結果、旧宇和病院跡地をこ

の事業の対象から外すということをいたしまし

て、債務負担行為の期間、そして限度額等の見直

しを行ったものでございます。 

 そういったことで、実施方針、またスケジュー

ル等も大幅に変わってまいりました。本来であれ

ば従来設定をしておりましたこの債務負担行為の

まま契約等に結びつけるというふうなことで想定

をしておりましたけれども、翌年度へその契約の

行為が延びるというふうな状況になりまして、今

回、廃止をするというふうな状況になったもので

ございます。 

 現在のこの事業に対する状況でありますけれど

も、去る２月２２日に事業者の選定委員会という

ふうなものを開催をしました。１業者の応募がご

ざいました。現在、その優先交渉権者の決定等の

最終審査を行っておりまして、３月の上旬を目指

して優先交渉権者の決定をしたいというふうに思

っております。 

 今後ですけれど、その優先交渉権者が決まりま

すと、その後は事業者と契約の締結に向けた対

話、そして協議を行っていきたいというふうに考

えております。それで、６月の定例議会には契約

締結に関する議案につきまして上程をさせてもら

ったらというふうに思っております。 

 また、この債務負担行為の期間、そして限度額

の見直しを行いまして、新しい債務負担行為につ

きまして、平成２９年度の当初予算に計上させて

いただいたというふうな状況でございますので、

ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長 １４番中村敬治君。 

○１４番中村敬治君 大体、ただいまの説明で理

解できたわけですけれども、今の説明の中では、

新年度予算の中でまた新たに仕切り直して取り組

みたいということでございますので、額がどうな

るかはこれからの問題でしょうけれども、額も期

間も、いずれにしろ長期にわたる債務負担行為と

いうのは隠れ借金につながるおそれも十分ありま

すので、その辺は財政的な、長期的な視点に立っ

て、しっかりと取り組んでいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第２１号「平成２８年度西予

市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」か

ら議案第２９号「平成２８年度西予市野村介護老

人保健施設事業会計補正予算（第１号）」までの

９件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいまの平成２８年度補正予算に係る議案１

０件については、お手元に配付いたしております

常任委員会付託表及び特別委員会付託表のとおり

各委員会に付託いたします。 

 各委員会は、議案について十分審査を行い、３

月６日の本会議において委員会審査の経過と結果

について、各委員長の報告を求めることといたし

ます。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後２時３９

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後２時４０

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第４２号

「西予市教職員宿舎条例の一部を改正する条例制

定について」から議案第４４号「西予市獣肉処理

加工施設の指定管理者の指定について」までの３

件を本日の日程に追加し、追加日程として議題に

いたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、３件を本

日の日程に追加し、追加日程とすることに決定い

たしました。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、議案第４２号「西

予市教職員宿舎条例の一部を改正する条例制定に

ついて」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 保木教育長。 

○保木教育長 議案第４２号「西予市教職員宿舎

条例の一部を改正する条例制定について」提案理

由のご説明を申し上げます。 
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 先般、野村町予子林地区におきまして大規模火

災が発生いたしましたが、被災者の方々が一日で

も早く生活を再建できますよう、市ではさまざま

な支援策を講じております。本条例は、市内の小

学校及び中学校に勤務する教職員へ宿舎を提供す

ることを目的に定めておりますけれども、今回の

大規模火災に当たり、設置している教職員宿舎を

被災者へ提供し、現在１世帯の方が入居されてお

ります。市では、被災された方々の生活再建の一

助となるよう、一定の期間、家賃の減免を検討し

ておりますけれども、同施設につきましては、教

職員の利用を想定して家賃を減免する制度を設け

ておりません。今回の改正は、今回被災された

方々はもちろんのこと、今後発生するおそれのあ

る大規模災害等により市民の方々が被災された場

合にも同様の対応が図られるよう、家賃の減免制

度を整備するものであります。よろしくご審議の

上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４２号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第４２号「西予市教職員宿舎条例の一部を

改正する条例制定について」は原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第４

２号は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議案第４３号「市

道赤木佐須線道路災害復旧工事変更請負契約につ

いて」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 議案第４３号「市道赤木佐

須線道路災害復旧工事変更請負契約について」提

案理由のご説明を申し上げます。 

 本工事は、平成２６年３月に発生した伊予灘沖

地震の影響により、本路線ののり面において地す

べり変動が確認され、地域住民の生活道路として

早期復旧を図る必要があることから、平成２７年

第１回臨時議会において議決をいただき、請負金

額７億７６万２，６４４円で浅田・西共同企業

体、代表者株式会社浅田組西予営業所所長川上雅

人氏と契約を締結し、ことし３月末の完成を目指

して工事を進めているところでございます。 

 本工事におきましては、工事着手後に主な工種

のアンカー工において一部変更が生じたことか

ら、工事請負費５２６万２，６４４円を減額し、

請負金額６億９，５５０万円とする工事請負仮契

約を去る平成２９年２月２３日に締結しましたの

で、議会の議決を求めるものであります。よろし

くご審議の上、ご決定くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４３号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第４３号「市道赤木佐須線道路災害復旧工

事変更請負契約について」は原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 
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 起立全員であります。よって、議案第４３号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第３、議案第４４号「西

予市獣肉処理加工施設の指定管理者の指定につい

て」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 議案第４４号「西予市獣肉

処理加工施設の指定管理者の指定について」提案

理由のご説明を申し上げます。 

 本施設は、西予市内で捕獲した有害鳥獣を地域

資源として活用し、イノシシ及びニホンジカの解

体処理作業並びに精肉加工を行い、鳥獣害防止並

びに獣肉の特産品化により、地域の活性化に寄与

することを目的として、平成２３年度から運営し

ております。 

 施設の管理運営につきましては、コストの低減

に努めるとともに、積極的かつ効率的な施設の運

営を図るため、指定管理者制度により行うことと

しており、先般、指定管理者の公募を実施した結

果、１件の申請があり、西予市産業建設部指定管

理者審査委員会での審議を経て、株式会社野村町

地域振興センターを指定管理者の候補者として選

定いたしましたので、その指定について議会の議

決を求めるものであります。 

 その理由といたしましては、乳製品や肉製品と

いった食品の加工製造や販売に関して、平成２年

設立以降からの知識と経験が豊富にあること、ま

たレストラン施設の運営を行っており、精肉や加

工品の活用先として期待できること、施設が所在

している野村町内に事務所を有し、施設の稼働に

問題なく従事できることから、施設の効用を最大

限に発揮でき、管理を安定して行う人的、物的能

力を有しており、また将来において安定的な経営

が見込まれると判断したものであります。 

 なお、指定管理者候補者の概要及び事業計画等

につきましては、参考資料をご参照ください。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４４号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第４４号「西予市獣肉処理加工施設の指定

管理者の指定について」は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第４

４号は原案のとおり決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 ３月６日は午前９時より代表質問及び一般質問

を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午後２時５３分 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議案第２０号「平成２８年度

西予市一般会計補正予算（第８号）」から議案第

２９号「平成２８年度西予市野村介護老人保健施

設事業会計補正予算（第１号）」までの１０件を

一括議題といたします。 

 各委員会における審査の経過と結果について各

委員長の報告を求めます。 

 まず、総務常任委員会委員長酒井宇之吉君の報

告を求めます。 

 酒井宇之吉君。 

○酒井宇之吉総務常任委員長 おはようございま

す。 

 きょう来ますと、野福峠の桜もちらほらとつぼ

みが大きくなっておりますが、まだまだ菜の花が

満開というような状態でございます。昨日は啓蟄

でございましたけれども、春がそこに来ているこ

とを感じるきょうこのごろでございますが、総務

常任委員会報告をさせていただきます。 

 去る２月２８日の本会議において、当委員会に

付託されました議案１件について２月２８日に審

査を行いましたので、報告いたします。 

 審査の結果はお手元に配付の委員会報告書のと

おりであり、議案１件は原案のとおり可決決定い

たしました。 

 議案第２０号「平成２８年度西予市一般会計補

正予算（第８号）」の総務常任委員会所管分につ

いて委員からの質疑及び関係部課長の答弁を抜粋

して報告をいたします。 

 総務課所管分では、選挙管理費用で市長選の減

額について、選挙のあったときとなかったときと

の違いで減額になったのかとの質疑があり、今回

については無投票ということで減額という形にな

るが、全額を減額しているものではない。その理

由として、投票所の入場券、懸垂幕、ポスター掲

示場の設置、撤去等諸経費がかかっているため全

額減額ではなく、市長選にかかわる必要なものに

ついては使用させていただいたということである

との答弁でございました。 

 情報推進課所管分では、戸籍システム機器更新

の債務負担行為の廃止に関連して、更新というこ

とは何か、戸籍事務が変更になるのかとの質疑が

あり、戸籍システムの更新内容としては、リース

期間が平成２３年から５年間の契約をしており、

平成２８年６月にリース期間が終了した。機器を

また新しく導入する予定なので、別段戸籍事務が

変更になるわけではない。リースが終了して、そ

の間、今年度については保守で対応し、来年度新

しい機器を導入してリース契約を結ぶ考えである

との答弁でした。 

 まちづくり推進課所管分では、ジオパーク推進

基金の残額についての質問があり、現在のジオパ

ーク推進基金は、平成２８年度当初で８，５６０

万円であるが、これから今年度取り崩す分があ

る。今回の補正で１，１７０万円取り崩し分を減

額しているので、今年度の取り崩し額は２，２２

２万４，０００円となる。ただ、今回の補正で

５，０１５万円を積み増しさせていただく予定な

ので、これを認めていただいたら１億１，３５２

万６，０００円が今年度の最終的な基金の額とな

るとの答弁でした。 

 また、ジオパーク推進事業で、どんぶり館の中

へ２２．５平米の拠点施設をこれからつくってい

くということだが、今まで市外から来られたお客

さんに対して、案内ができにくいというような苦

情を聞いていたが、これができると非常にいいと

思う。多分どんぶり館に委託して管理運営しても

らうのだろうと思うが、そういう人がきちんと教

育を受けて市外の来客者に対してうまく対応がで

き、稼働ができるのはいつごろを想定されている

のかとの質疑があり、これは３月補正予算で計上

しているので、できるだけ早く取りかかり、秋ご

ろには完成させたいと考えている。なお、このス

ペースに常駐で誰がいるということではなく、ど

んぶり館の職員による応対を想定しており、以前

にどんぶり館の職員向けに現地研修を含めた勉強

会に参加いただいたこともあるように、完成まで

に再度研修会等も行いながらお客さんがスムーズ

に市内各地のジオサイトに足を運んでいただける

よう努力したいという答弁でした。 

 また、ふるさと納税の件で、毎年少しずつ金額

も件数も上がっていると思うが、今返礼品の商品

の数がどれくらいあって、人気の高いのがどうい

うものか教えていただきたいとの質疑があり、返
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礼品の数は大体７０種類くらいある。ただ、実際

に返礼品に出た数はかなりばらつきがあり、西予

市の場合、多いのがミカン類、そしてあとはハ

ム、薫製類、こういうものが件数的に多く希望さ

れている。特にふるさと納税の場合、納税される

方のピークが１０月から１２月にかなり集中して

いるとの答弁でした。 

 さらに、西予市民が他の自治体に寄附すること

によって、税収が減っている部分もあると思うが

西予市の状況がどうなのかとの質疑があり、寄附

金額については、平成２７年度実績で７８７件、

２，０４７万５，０００円でしたが、平成２７年

中に他の自治体へふるさと納税をされたことで税

収が減った金額は３８１万８，０００円であると

の答弁がありました。 

 消防総務課所管分では、消防大学校入学負担金

が２０万円減額されておりますが、西予市消防の

中で消防大学校を修了された方が何人くらいおら

れるのか、そして入校した場合何カ月ぐらいで終

了されるのか、実際こういう消防大学校での経験

者が何人くらいおられるのか、参考までに教えて

いただきたいとの質疑があり、消防大学校に入校

して終了している職員は、現在５人程度である。

毎年１名ずつ消防大学校に入校させるべく努力し

ている。入校者は、愛媛県内で抽せんにより決定

されることになっており、それまでに各消防本部

から希望を出している。研修課程には警防課、予

防課、救助課等と課程があるが、抽せんによって

決定されるため１人申し込んで落ちるともうその

年には誰も行けないということになる。３人程度

申し込んで１人行けたらいい方向で、抽せんに漏

れた人数分を減額するという形にしています。今

回は１人分の減額ということになる。また、消防

大学校の期間は、長い課程で２カ月、短い課程で

２週間ほどの研修が用意されているとの答弁であ

りました。 

 教育総務課所管分では、教員住宅の入居者の条

件は教員に限られるのかとの質問があり、現在住

宅に入居しようとする教職員がいない場合、市教

育委員会が適当と認める者という資格要件のもと

現在入居している方々がおられる。ちなみに市内

に現在２０宿舎で５２戸の教職員の住宅がある。

このうち実際に教員の入居は８戸８人、一般の方

の入居が１０戸という現状であるとの答弁でし

た。 

 また、家は人が住んでるほうが長もちするとい

う気がするが、入居者をふやすための条件の緩和

計画はないのかとの質問があり、先ほどの本会議

でも条例改正の提案をさせていただいたが、教員

住宅は教員の入居が本来の形であり、統合により

小学校が閉校した関係で、現在それぞれの学校に

ある教員住宅の扱いについて協議をしている。学

校の閉校時に普通財産に移行することが望ましい

と思うが、関係課と調整が必要であるとの答弁で

した。 

 次に、スクールバス運行業務の委託料１，２０

０万円の減額補正をすると説明したが、これは城

川４路線の減額ということだが、城川の運行路線

を減らした理由で１，２００万円減額としたのか

との質問があり、城川小には４台分のスクールバ

スがあり、次の年度当初から業務が必要なために

前年度において債務負担行為を設定した。ある程

度必要な金額を計上していたが、実際の契約に際

して契約額が予定価格を下回ったことに加えて、

他地域のスクールバスの運行量も当初見込みを下

回ったということが原因として上げられるとの答

弁でした。 

 さらに、スクールバスの運行は業者委託契約に

よるものだと思うが、安価な契約額にすると安全

性が損なわれるという考え方はないのかとの質問

があり、今回の城川路線等についても、プロポー

ザル審査として学校やＰＴＡ、行政等の関係者に

よる審査をしている。したがって、業者からも詳

しいプレゼンテーションが行われ、契約時の内容

等についても十分安全性に問題がないように契約

しているため、契約金額が安価になることが直接

安全性の低下にはつながらないと考えている。ま

た、運行開始後は、学校運行委託業者、教育委員

会で定期的に連絡会を開き、路線ごとに状況等を

それぞれ共有して安全・安心な運行に努めている

ところであるとの答弁でした。 

 学校教育課所管分では、学校給食費とあるが、

宇和島市では新年度から義務教育における給食費

を無償化する。従来から１食１００円は補助して

いたという記事を見かけました。西予市の場合、

給食費は１食当たり小学校、中学校でどのくらい

なのか、またそういった補助についての考えはな

いのか伺いたいとの質問があり、給食１食の金額

については、学校によって若干違いがある。市内

小学校で２６０円前後、中学校では最高で２９５
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円である。本市においては、給食費の補助につい

て具体的な検討はしていないとの答弁でした。 

 以上、総務常任委員会審査報告といたします。 

 平成２９年３月６日、総務常任委員会委員長酒

井宇之吉。 

 以上でございます。 

○議長 次に、厚生常任委員会委員長森川一義君

の報告を求めます。 

 森川一義君。 

○森川一義厚生常任委員長 厚生常任委員会審査

を報告いたします。 

 去る２月２８日の本会議において、当委員会に

付託されました議案について、当日委員会を開催

し、審査を行いましたので、その計画と結果につ

いてご報告申し上げます。 

 お手元に配付のとおり、議案８件については、

いずれも全会一致で原案可決決定いたしました。 

 議案の審査経過において委員より出された質疑

並びに部課長の答弁を抜粋して報告いたします。 

 議案第２０号「平成２８年度西予市一般会計補

正予算（第８号）」における環境衛生課所管分で

は、今年度で閉鎖される西部及び東部衛生センタ

ーにおけるし尿の最終処分はどれくらいかかるの

かとの質疑に対し、西部衛生センターについては

今年度中に、東部衛生センターについては来年度

中に水槽の清掃作業を終了させたいとの答弁があ

りました。 

 市民課所管分では、マイナンバーカード交付事

業減額の主な原因について質疑があり、マイナン

バーカードの申請自体も予測より少なかったが、

カードの窓口交付が多かったため、郵券料の不用

額が発生し、減額となったとの答弁がありまし

た。 

 議案第２１号「平成２８年度西予市国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）」は、診療所の運

営について患者数、診療収入が減っていく中、地

域の方の理解や市民病院との関係等も含めて今後

どうするべきか考えるべきではないかとの質疑に

対し、診療所全体で現在約７，０００万円の赤字

となっている状況も鑑み、来年度から設置予定の

医療対策室において検討したいとの答弁がありま

した。 

 議案第２３号「平成２８年度西予市介護保険特

別会計補正予算（第３号）」では、第三者行為損

害賠償金の内容について質疑があり、交通事故等

により介護保険サービスを受けることになった場

合の費用について第三者行為として相手方から納

めていただくものであるとの答弁がありました。 

 議案第２８号「平成２８年度西予市病院事業会

計補正予算（第１号）」では、看護師などに対す

る奨学資金貸し付けについて、まだ低調のようで

あるが、周知やＰＲはどのようになされているの

かという質疑があり、現在市内の高校を初め、県

内四国管内、岡山県、広島県等の看護学校、合計

５７カ所にチラシを配付するとともに、ホームペ

ージや広報紙での周知を行っているが、今年度募

集５名に対し、応募は１名という現状であるとの

答弁があり、応募が少ない原因はどう考えている

のかという質疑に対し、少子化等により市内から

の看護学校進学者の減少並びに都市部への就職希

望者が多いためと考えているとの答弁がありまし

た。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２９年３月６日、厚生常任委員会委員長森

川一義。 

○議長 次に、産業建設常任委員会委員長小野正

昭君の報告を求めます。 

 小野正昭君。 

○小野正昭産業建設常任委員長 改めまして、お

はようございます。 

 先ほどは酒井総務委員長さんが地区の季節感を

話されましたので、僣越ですが、私も一言申し上

げさせていただきます。 

 奴国へのよしもあしきも親鳥の教えによるぞ薮

のウグイス。我が家の裏山のウグイスの声がまた

大変幼稚でありますけれども、その季節がめぐる

ことによってすばらしい鳴き声で鳴くんではない

かなあと春待ちというのを鳴き声を楽しみにしな

がら耳を澄ましている状況でございます。 

 それでは、総務建設常任委員会の審査報告をさ

せていただきます。 

 去る２月２８日の本会議において当委員会に付

託をされ審査をいたしました議案は、議案第２０

号「平成２８年度西予市一般会計補正予算（第８

号）」、議案第２４号「平成２８年度西予市農業

集落排水事業特別会計予算（第３号）」並びに議

案第２５号「平成２８年度西予市公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）」、以上につきまし

てはお手元に配付のとおり原案可決決定をいたし

ました。 
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 それでは、審査の過程並びに審査中に委員より

質疑を求められましたことにつきまして、抜粋を

してご報告をさせていただきます。 

 今回の補正は、事業完了に伴う事業費確定及び

実績見込みによる不用額を調整するものがほとん

どであるものの、当委員会に付託をされた審査分

野に係る補正は、その件数及び内容、特に金額に

おいて多額でありましたので、慎重に審査をいた

しました。ここでは付託をされた議案の中から特

に委員会の質疑について審査過程を報告をいたし

ます。 

 まず、議案第２０号「平成２８年度西予市一般

会計補正予算（第８号）」のうち経済振興課所管

分は、文化の里休憩所のリノベーション事業にお

ける施設について意見が交わされました。現在宇

和町では、観光客よりトイレに対する苦情が多く

上がってきているが、洋式トイレの整備を本事業

でも積極的に推し進めるべきとの意見が委員より

出されました。これに対し、今回のリノベーショ

ン事業では、拠点整備の交付金制度を利用してい

るものであるが、現在文化の里休憩所には男女１

カ所ずつ洋式トイレがあるため、トイレの整備は

計画の中に入っていないとの答弁でした。しかし

ながら、米博物館のほうも一部トイレの洋式化を

修繕にて行うよう予定をしており、今後本施設に

おいても整備を検討したいとの答弁がありまし

た。また、本年度より市の単独事業で実施をして

いるふるさと就業創出奨励事業については、事業

の内容の趣旨とともに、現状についての詳細な説

明がありました。本事業は市内に就業する新卒者

の確保と地域間の賃金格差の解消を図るため、市

内における中学校、高等学校、特別支援学校の高

等部の新卒者で市内に住所を有しつつ、市内企業

に就職した方を対象に、３年間１人当たり最大３

６万円を交付する事業である。市内の高等学校３

校を通じ、市内に就職した卒業生に案内を行って

いるほか、ホームページ、防災行政無線など、周

知をしているとのことでしたが、この件について

も、委員より市内事業所などへも周知を幅広くＰ

Ｒを実施するよう要請を行いました。 

 ほかにも、西予を売り込むプロジェクト事業に

ついては、首都圏や関西圏での商談会に参加した

い出店希望者への周知方法について質疑がありま

した。経済振興課では、これまで関係したさまざ

まな職種、業種、市内業種の方々をメーリングリ

ストに登録しており、新しいイベントや取り組み

を行う際には一斉にダイレクトメールでお知らせ

するようにしているとのことで、また今後におい

ても幅広くＰＲをしていきたいとの答弁がありま

した。 

 農業水産課所管分では、西予市獣肉処理加工施

設管理運営業務委託における債務負担行為の限度

額について質疑がありました。西予市獣肉処理加

工施設であるししの里せいよは、先般の本会議で

議決されたとおり、４月から新たに指定管理者と

して株式会社野村町地域振興センターがその運営

に当たるようになったため、新たに指定管理者の

認定を受けたものは、最初３年間という期間で債

務負担行為による委託を受け入ることになってい

るとの説明であったが、委託費が不足する事態に

なればどうするのかとの質疑に対し、債務負担行

為は、業務内容など変更等が生じない限り、今回

提示している額を限度額として対処する方針であ

るとの答弁でした。 

 また、新たに管理することになった会社で獣肉

を解体する技術を持った人がいるのかとの質疑に

対しては、受託した株式会社野村町地域振興セン

ターから専属の技術員を内定してると伺ってお

り、運営に支障はないと考えているとの答弁があ

りました。 

 林業課所管分では、森林ＩＣＴプラットフォー

ムシステムの入札減少金発生等に伴う減額補正に

ついて説明がありました。本事業は、総務省事業

であるＩＣＴまち・ひと・仕事創生推進事業を活

用して森林資源情報を一元管理するプラットフォ

ームシステムを構築し、森林管理の効率化、高度

化を目指す事業でありますが、減額補正が多額で

あったことから入札はどのような状況で行われた

のかの質疑がありました。本件は、プロポーザル

方式による審査で業者選定を行ったことなどによ

り、当初の予定額の約７２％程度の金額で事業を

実施できるようになったのが原因であるとの答弁

でありました。 

 次に、建設課所管分では、卯之町「はちのじ」

まちづくり推進事業に係る駅前エリア整備事業に

ついて質疑がありました。土地購入費、補償費な

どに減額が見られるが、用地交渉の進捗具合はど

のようになっているのかという質疑に対し、駅前

用地２件の交渉をしているが、そのうち１件につ

いては合意形成ができていないので、引き続き交
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渉を継続していきたいとの答弁があり、これに対

し、当委員会といたしましても引き続き努力を図

るようにとの要請をいたしました。 

 下水道課所管分では、農業集落排水事業特別会

計、公共下水道事業特別会計への繰出金減額を初

め、三瓶町安土地区、日吉崎地区の浸水シミュレ

ーションの委託業務の入札減少金３５１万円に伴

う減額補正などについての説明がありました。 

 農業委員会所管分では、自作農財産事務取扱交

付金に係る補正額２，０００円について審査を行

いました。本件については、平成２６年度農林水

産省が実施した国有農地登記記録確認作業によ

り、新たに８筆の国有農地が確認されたため、農

地対価等、徴収事務及び国有農地管理処分事務に

要する経費として交付されるものであるとの説明

がありました。 

 議案第２４号「平成２８年度西予市農業集落排

水事業特別会計補正予算（第３号）」について

は、宇和、野村地区１１処理施設の修繕料、維持

管理委託料、備品購入費に係る不用額に対し、消

費税確定申告による公課費減額と合わせて２，６

２２万６，０００円を減額補正した旨の説明があ

りました。一方歳入では農業集落排水施設使用料

１２５万円の増収、農業集落排水加入負担金９０

万円の増収による補正をはじめ、一般会計繰入金

３，３７０万６，０００円の減額補正が行われて

いるとの確認をいたしました。 

 議案第２５号「平成２８年度西予市公共下水道

事業特別会計補正予算（第４号）」では、歳出に

ついて施設管理費における宇和処理場で１，８９

６万５，０００円の減額補正、野村処理場２６１

万４，０００円の減額補正に係る説明がありまし

た。ほかにも歳入の部分では、公共下水道施設使

用料の増収６８０万円、公共下水道事業分担金

１，２３０万５，０００円の増収については、接

続戸数の増加に伴う増額補正であるとの説明があ

りました。 

 長くなりましたけれども、以上、産業建設常任

委員会の審査報告といたします。 

 平成２９年３月６日、産業建設常任委員会委員

長小野正昭。 

○議長 次に、西予市環境衛生施設建設特別委員

会委員長藤井朝廣君の報告を求めます。 

 藤井朝廣君。 

○藤井朝廣西予市環境衛生施設建設特別委員長 

西予市環境衛生施設建設特別委員会審査報告書。 

 去る２月２８日の本会議において当委員会に付

託されました議案について、同日委員会を開催

し、審査を行いましたので、その経過と審査結果

についてご報告を申し上げます。 

 お手元に配付のとおり、議案第２０号「平成２

８年度西予市一般会計補正予算（第８号）」のう

ち当委員会所管分については、全会一致で原案可

決決定いたしました。 

 まず、歳出としては、汚泥再生処理施設整備事

業費を１億６，９５５万５，０００円減額し、１

７億８，７０４万９，０００円とするものであ

り、その内訳はどんぶり館の連絡橋及び連絡通路

の工期延長に伴い、当初予定していた落成式を次

年度に変更することになったこと並びに衛生セン

ター設計施工監理委託事業費及び建設工事費がそ

れぞれ確定したことにより不用額が生じたためで

あり、また歳出の確定に伴い、歳入についても汚

泥再生処理施設整備事業に関する国庫補助金及び

基金繰入金を減額したとの説明を受けました。ま

た、継続費については、本体工事の施工監理業務

委託料、造成工事費、本体工事費を計上している

が、平成２８年度において合計１７億３，１３７

万円に確定し、これにより３カ年度の総額で２５

億８，４２４万６，０００円に変更したとの説明

を受けました。以上の説明に対し減額の具体的な

理由はとの質疑があり、主な理由としては実際の

附帯工事、追加工事が当初の見積額より安価とな

ったためとの答弁がありました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２９年３月６日、西予市環境衛生施設建設

特別委員会委員長藤井朝廣。 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長の報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより議案順に採決を行います。 

 まず、議案第２０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２０号「平成２８年度西予市一般会計補
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正予算（第８号）」は委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第２０号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第２１号から議案第２９号までの９

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２１号「平成２８年度西予市国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）」から議案第２９

号「平成２８年度西予市野村介護老人保健施設事

業会計補正予算（第１号）」までの９件は委員長

報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を

求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第２１号か

ら議案第２９号までの９件は原案のとおり決定い

たしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午前９時４２

分） 

○議長 休憩前に引き続き会議を開きます。（再

開 午前９時５５分） 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、代表質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 爽麗会、井関陽一君。 

○１２番井関陽一君 おはようございます。 

 会派爽麗会、井関陽一でございます。 

 ただいま議長より許可をいただきましたので、

爽麗会を代表して質問させていただきます。質問

に入ります前に、先月予子林地区における大火災

において被災されました皆様に対しまして、心よ

りお見舞い申し上げたいと思います。一日も早い

復旧、復興を願っております。 

 また、第６９回優良公民館プレゼン投票におき

まして、最優秀館に選ばれました遊子川公民館に

対しまして心よりお喜びを申し上げたいと思いま

す。 

 それでは、質問に入らさせていただきます。 

 本定例会は、当初予算を決定する大変大事な議

会でございます。管家市長の船出からやがて１年

を迎えようとしています。今回市長の初めての予

算編成となったわけですが、どのような施策に重

点を置いて予算を立てられたのか、また今後西予

市をどのような方向に進めていかれるのか。 

 東京都では小池都知事が、アメリカではトラン

プ大統領が、それぞれ都民ファースト、アメリ

カ・ファーストを唱えて首長をやられておりま

す。管家市長にも強いリーダーシップを発揮して

いただきたいと思っております。ジオパーク、バ

イオマスタウン、スポーツ立市、ロマンの里、西

予市にはいろいろな要素がございますが、西予市

ってどんな町と聞かれたときに一言で答えられな

いのが今の現状ではないかと考えております。畜

産の町なんでしょうか、水産の町なんでしょう

か、林業の町でしょうか、観光のまちでしょう

か、福祉の町でしょうか。西予市はどうやって生

き残っていくと考えているのでしょうか。 

 市長の所信表明の中で、人口減少対策として子

育て支援課を新設したり、移住コーディネーター

の設置をうたっておられます。また、２０１７愛

顔つなぐえひめ国体の成功、防災・減災対策とし

ての市内全域の防災行政無線デジタル整備や業務

継続計画、ＢＣＰの策定、このほかジオパークの

推進、産業、雇用創出、小規模多機能自治の推

進、チャレンジ改革などを上げられております。

今まで５町が合併し、一緒にやっていく、まとま

りをつくっていくという基礎づくりを三好前市長

がやってこられました。そして、インフラ整備は

野村支所の建てかえや宇和町内の小学校の統廃合

の問題は残っていますが、衛生センターもほぼ完

成し、図書館の場所も決定するなど、ほぼめどが

ついたのではないかと考えています。これから管

家市長がやらなければならないことは、西予市を

発展させるために特徴のある施策を打ち出すこと

だと思います。 

 第２次総合計画の基本理念としては、常に危機

感、常にチャレンジ、常に一歩先いく、常に市民

と手を取り合ってとありますが、それはそのとお

りいい理念だと思っております。 

 しかし、中心となる路線が決まっていないので

はないでしょうか。行政も議会も岐阜県東白川村

に行ってフォレスタイルについて研修しました。

その後どうなっているのでしょうか。林業の町と

して生きていくならば、真剣に考えるべきではな

いでしょうか。また愛媛県の中では断然トップで
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ある畜産においても後継者不足の問題が起こって

おります。このままではなくなってしまうのでは

ないかと危惧をいたしております。 

 行政としては、よく公平、平等をうたわれます

が、時には大胆な施策が必要であると考えます。 

 そこでお伺いいたします。市長が思い描かれて

いる西予市の未来について、何を中心としたまち

づくりをされるのかお答え願いたいと思います。 

 次に、爽麗会と数名の議員で愛媛県教育委員会

高校教育課の永井俊郎課長の話を聞くことがあり

ましたので、そのときの内容をもとに高校教育に

ついて質問いたします。 

 西予市には、三瓶高校、宇和高校、野村高校、

宇和特別支援学校が存在しています。愛媛県にお

いては、再編整備についても検討されており、基

本的なあり方としては、さまざまな学習ニーズや

進路希望などを持つ生徒が学んでいる状況を踏ま

え、教育課程や教育内容、指導方法の工夫や改善

などを推進するとともに、地域社会において、学

校の果たすべき役割や小規模校の存続にも配慮し

ながら、より一層特色のある学校づくりや効率的

な運営に努めるとあります。全日制課程の小規模

校の定員引き下げとして、入学生が６０人以下の

状況が２年続き、その後もふえる見込みがない場

合は、１学科２学級の学校は１学級の定員を３０

人、２学科２学級の学校は１学科の定員を３０人

とし、１学年の定員を６０人とした上で本校とし

て存続させる。現在の三瓶高校が今この状態でご

ざいます。さらに、１年生の入学生が４０人以下

の状況が２年続き、その後もふえる見込みがない

場合は分校化を行うという方向が出されていま

す。平成２７年度三瓶高校は、１年生２９人で１

学級での運営がなされたようですし、宇和高も宇

和中学校からの進学率は３０％台後半であり、平

成３６年には２学級に、野村高校も野村中学校か

らの進学率は７０％台ではあるが、宇和高同様平

成３６年には２学級になると予測されています。 

 このような状況の中、生き残る道はないのでし

ょうかという質問に対しまして、特色のある、魅

力のある学校にしていく事、例えば大洲市の長浜

高校は、地域貢献活動として運営する水族館が地

元のシンボルとなり、その活動に興味を持った入

学志願者が市外からもやってきている事例紹介や

今後の教育環境の整備として、アクティブ・ラー

ニングの視点に立ったＩＣＴ活用について説明を

受けました。現在長浜高校におきましても、二十

何人かということで人数は少なくなっているよう

でございますが、その中でもこういった地域貢献

活動としてやっているということは注目を受けて

いるところでございます。 

 私は、野村出身なので、当然野村高校には生き

残ってほしいわけですが、現状のままでは、３校

ともに縮小、廃校の道が待っていると思われま

す。野村では、新聞にも取り上げていただきまし

たが、地域塾など学力向上だけではなく、将来戻

ってきてくれる子供を育てるということを主に行

っております。三瓶では、活性化連絡協議会を通

じて、つまり地元寄附にてＷｉ－Ｆｉ環境を整備

し、希望者に勉強できる体制をとられておりま

す。それぞれ独自の努力はされておりますが、行

政として存続に向けてしっかりとしたプランを示

す時期に来ているんじゃないかなと思っておりま

す。 

 つい先日、３月３日の新聞によると、今年の志

願者数が出ておりました。三瓶高校では６０人の

定員の中２８名、宇和校の普通科では８０人の定

員の中４８名、生物工学科では４０人の定員の中

１９名、野村高校は普通科８０人の定員の中４７

名、畜産科４０人の定員の中２５名と大変厳しい

数字になっておりました。三瓶高校は、分校化の

基準に該当いたしております。 

 そこでお伺いいたします。３校プラス支援学校

の４つの学校のあり方について、地域で学んだ子

供が大人になって地域の産業に従事する地学地就

を踏まえ、市長のお考えをお答えください。 

 最後に、西予市の交通問題についてお伺いいた

します。 

 まず、公共交通について。 

 合併当初旧町の交通システムを引き継いでいた

ものから、西予市地域公共交通活性化協議会を立

ち上げられ、各地の状況に合わせた公共交通のシ

ステムづくりに努力をされ、市民の皆様の足とし

て利便性は随分よくなっていると思います。 

 しかし、よく一般質問でも取り上げられていま

すように、三瓶地区、明浜地区においては、宇和

島自動車の路線があるために、公共交通は蚊帳の

外状態になっております。費用負担を軽減するた

めの高齢者路線バス利用助成事業は行っておりま

すが、肝心の交通の利便性においては、何にも改

善されていないのが現状ではないでしょうか。 

42



 

 

 また、認定をいただいた四国西予ジオパークに

おいても、市内各地にジオポイントが存在します

が、このポイント同士をつなぐ交通手段も今現在

ございません。今年は再認定の年でもあります

し、このジオをつなぐことも考えていかなければ

ならないのではないでしょうか。 

 さらに、学校再編で購入したスクールバスの活

用についても一般質問でも何度か取り上げられて

いますが、将来の維持費の負担や財政を考える

と、効率的、効果的な活用をすべきと考えます。

そこで、三瓶、明浜地区も含めた西予市の公共交

通システムを考える協議会を立ち上げてはいかが

でしょうか。市民の皆様が納得するシステムを考

えてから、規制に立ち向かっていく、規制を取り

除いでいく努力をする。そういったことが必要で

はないでしょうか。それにより、よりよい公共交

通システムができるように思います。市長のご所

見をお伺いいたします。 

 また、宇和町商店街の道路交通について、国道

５６号線が渋滞となるため、抜け道として商店街

を通る車が多くあると聞きます。スピードもかな

り出ているらしく、朝夕の通学、下校時には大変

危険な状態であると言われています。また、ここ

に図書館、認定こども園、老健施設ができるとさ

らに混雑する可能性もあり、その対策として、以

前兵頭議長も言われたことがありますが、高速道

路の無料化、あるいは今県に陳情しております伊

賀上野田バイパスの整備、あるいは川沿いの道路

の整備が必要ではないかと考えております。 

 これらのことに関して、市長のご所見をお伺い

したいと思います。 

 以上、爽麗会を代表しましての質問とさせてい

ただきます。 

○議長 管家市長。 

○管家市長 皆さんおはようございます。 

 本日は一般質問に当たりまして早朝より傍聴に

おいでいただきまして、心から感謝を申し上げま

す。 

 きょうとあすにわたりまして代表質問、一般質

問をお受けすることとなっております。それぞれ

の質問に対しまして真摯に回答させていただきた

いと考えておりますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 市政運営への根幹にかかわる質問には、私が回

答することといたしまして、それ以外の専門分野

等の質問につきましては、副市長、教育長、各部

長を中心として回答をさせていただきたいと考え

ておりますので、ご理解をいただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 さて、井関議員のご質問にお答えをさせていた

だきます。所信表明で申し上げましたとおり、平

成２９年度予算につきましては、私が市長就任以

来感じてまいりました市民の皆様からの声や、ま

た西予市が直面している課題に対して改革、挑戦

を掲げ、安心が体感できるまちづくりを実現する

政策実行予算として編成し、スピード感を持って

取り組んでまいりました。西予市の人口減少を緩

やかにし、市内産業経済の維持発展に努め、西予

市で生活を望む人がふえ、その望みがかなえられ

るまちづくりを目指すものであります。 

 特に、平成２９年度には、先ほど井関議員のほ

うからも言っていただきましたが、人口減少対

策、そしてえひめ国体の成功、防災、減災対策、

四国西予ジオパークの推進、産業、雇用創出、小

規模多機能自治の推進、チャレンジ改革の７つの

視点から重点施策を展開し、まち・ひと・しごと

づくりの地方創生に取り組んでまいる所存でござ

います。 

 その中でも、最重要として位置づける人口減少

対策については、全ての施策につながるものであ

り、この大きな社会問題に正面から向き合い、子

育てや移住促進などに係る助成制度や定住環境を

整えソフト、ハードの両面から積極的な対策を講

じてまいります。 

 また、市民の皆様と共同でつくり上げてきまし

たえひめ国体を成功させるとともに、全国各地か

ら来ていただきます代表者に西予市が誇る笑顔と

魅力を直接肌で感じていただくこのチャンスを契

機に積極的な情報発信に努め、各種事業の効果的

な展開につなげてまいります。その他ジオパーク

の推進をはじめ、各重点施策に係る事業につきま

しても、市民生活の安心・安全や地域経済の維

持、活性化に欠かせないものばかりであります。

関係部署あるいは関係団体との連携を深め、円滑

かつ効果的な推進に努めてまいります。 

 また、これらの施策の推進体制におきまして

は、子育て支援課等の設置や適切な人事的配置を

行い、一方で総務部と企画財務部を統合し、連携

して業務を行うことで、行財政運営のスリム化と

効率化を図ることとしております。 
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 今回提案をいたします当初予算は、私が就任し

まして初めての予算編成であります。多岐にわた

る課題が山積しておりますが、西予市第２次総合

計画において描きました未来予想図の早期の実現

に向けて全力で取り組む所存でございます。 

 次に、西予市の未来像やまちづくりの中心にな

る施策についてご質問をいただきましたので、私

が考える未来像やまちづくりの方向性について述

べさせていただきます。 

 これまで、前三好市長が３期１２年にわたって

西予市の基盤、基礎づくりをされてきました。西

予市の基盤となるインフラ施設についても、公共

施設の老朽化等の課題はございますが、ある程度

の整備ができたと考えております。今後はその基

盤を引き継いで、さらに充実、発展させ、第２次

西予市総合計画及び西予市まち・ひと・しごと創

生総合戦略に基づき、固定観念に捕らわれず、柔

軟な発想で改革、挑戦を繰り返し、西予市の人口

減少を少しでも緩やかに市内産業経済の維持発展

に努めてまいりたいと考えております。 

 西予市の町の特徴についてのご質問がありまし

たが、西予市を一言で表現するのは非常に難しい

と考えております。西予市は、海抜ゼロメートル

から１，４００メートルまでの自然が織りなすさ

まざまな風景やそこで暮らす人々の営みや歴史、

文化、四季折々の食べ物や伊予生糸に代表される

伝統産業など、多種多品目地として多様性に富ん

だ地域で成り立っております。この多様性という

ものが西予市の言いかえれば特徴であると言えま

す。この特徴を生かしまして、平成２５年に認定

を受けました四国西予ジオパークを中心にまちづ

くりを私は進めてまいりたいと、そのように考え

ております。 

 先ほども申し上げましたように、西予市が直面

する一番の課題は、人口減少問題でございます。

この減少を緩やかにするためには、再三の話にな

りますが、特に子育て支援と産業創出、雇用創出

に力を入れることが重要だと考えております。私

は、子育てをするなら西予を標榜し、結婚、出

産、子育てまで切れ目のない支援を実施してまい

りたいと考えております。 

 また、西予市の産業であります農林水産業にお

きましては、官民が連携してブランド化に取り組

むことと合わせて、情報通信技術を活用にしまし

た効率化、組織化の推進や経営感覚を持った後継

者を育成し、稼ぐ力の向上に努めてまいります。 

 また、産官学金が連携協力して地場産業の事業

承継や企業を支援し、地域に根差した企業を育

て、産業の創出に努めてまいりたいと思います。 

 ご質問にありましたフォレスタイル事業につき

ましては、これまでに建築工務店や林業関係者か

ら成る検討委員会が立ち上げられ、市職員も検討

委員会に参加しております。検討委員会におきま

しては、平成２７年度末から現在に至るまで合計

８回の勉強会を行っていただいております。現在

の状況でございますが、事業の問題点を抽出し、

どのような方向で事業を展開していくかについて

検討している段階でございます。今後におきまし

ても、行政と事業者との連携を図りまして、継続

的に事業の推進を行ってまいりたいと、そのよう

に考えております。 

 どうか議員各位、市民の皆様におかれまして

は、今後とも市政運営及びまちづくりの推進に対

する格別のご理解とご支援、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議長 河野副市長。 

○河野副市長 高校教育についてのご質問につき

ましては、私のほうからお答えをさせていただき

ます。 

 市内にあります高等学校３校と特別支援学校の

あり方についてのご質問がございました。 

 現在市内には、ご質問の中にもありましたよう

に、三瓶高校、宇和高校、野村高校、宇和特別支

援学校と県立の学校が４校ございます。高校の生

徒数の状況を見ますと、平成元年には約７万人で

あった県内の高校在籍者数は、平成２７年度には

３万７，０００人とほぼ半減しておりまして、市

内における高校の生徒数も合併した平成１６年に

１，１５０人いた生徒数が平成２８年には６４１

人まで減少をしております。この主な要因といた

しましては、少子化が一番の理由でありますけれ

ども、そのほかに市外への進学がふえていること

も理由として上げられます。特に交通の便がいい

宇和地区におきましては、市外への進学者数が市

内への進学者数を上回っている状況でございま

す。生徒本人や保護者の方は大学等への進学や就

職、部活動などを考慮し、将来的にも選択の幅が

広がる学校を選ぶ傾向にあるのではないかと思わ

れます。このままでは高校の学級数が減る可能性

や分校化が懸念されるところとなっております。
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今後、今以上に学級数が減少すると教職員の配置

数も減少し、授業の科目選択幅や進路指導が制限

されることとなり、合わせて希望する部活動もで

きない状況となるため、ますます地元高校への入

学数の減少に拍車がかかる可能性がございます。

当市としましては、子育て支援や移住政策に力を

入れているところでございますが、高校が統廃合

されるということになれば、子育て世代が流出

し、Ｉ・Ｊ・Ｕターンも減り、人口がふえる要素

がなくなってしまいかねないという懸念もござい

ます。 

 このような中、野村地区や三瓶地区におかれま

しては、高校の存続に危機感を持たれ、地域づく

り交付金などを活用し、地域でのさまざまな取り

組みを行っていただいております。今後もその活

動を継続していただくとともに、他の地域におい

てもこのような取り組みが広がり、地域愛が醸成

していくよう尽力いただければと思っておりま

す。 

 また、県教育委員会では、魅力的で活力のある

県立高校づくりを進めるため、地域に生き、地域

とともに歩む高校生育成事業を今年度実施し、地

域と連携して行う学校の魅力づくりを支援されて

いるところでございます。 

 平成３１年度には大学入試改革が行われ、今ま

での積み込み型の受験から大きく変わる可能性が

あると言われております。高校での活動歴なども

問われる入試となれば、県が進められる高校づく

りは非常に重要になってくると思われます。地学

地就とは、地域で学んだ若者が地元の中堅中小企

業などに就職し、地域の経済や地場産業の発展に

寄与することと理解しております。高校生が地域

固有のことを学ぶことにより、地域で活躍するイ

メージを持つことができ、地元に就職する者がふ

え、都市部の大学へ進学したとしても将来地元に

戻ってきて活躍してもらうためには、地元の高校

の存在は大きいものと、そのように考えておりま

す。県立学校は県の管轄ではございますが、小学

校、中学校から高校まで関連性を持った取り組み

を地域の皆様や学校関係者と一緒に検討をしてい

かなければならないと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 宗企画財務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ３点目の交通問題

についてご答弁申し上げます。 

 公共交通に関するご質問で、三瓶、明浜地区を

含めた西予市の公共交通システムを考える協議会

を立ち上げてはどうかというお尋ねがございまし

た。 

 ご案内のとおり、西予市は海岸部から山間まで

変化に富んだ地形でございますので、海岸部のよ

うに幹線道路付近に家々が連なっている集落の形

態があるかと思えば、山間部のように谷沿いに集

落が点在し、幹線道路に出るまでかなりの距離が

あるといった場所もございます。地域公共交通を

考える上で地域によってかなりの違いがあるとい

うふうに感じております。 

 そこで、必要に応じまして、各地区に区長、そ

して民生児童委員、地域づくり役員等で組織をし

ていただいております地域公共交通システムを考

える協議会を持たせていただいております。現

在、まず地域において、実情に合った公共交通の

運行に関する協議を行い、地域で協議をした案を

市全体を包括する組織で、市民の代表も加わって

いただいております西予市地域公共交通活性化協

議会において協議をし、路線の運行を行っている

ところでございます。したがいまして、まずは既

存の協議会の中で地域の声がより反映できる仕組

みを検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 市におきましても、地域住民の皆さんにとって

利用しやすい運行形態、利便性の向上、多くの方

に利用していただく仕組みづくりが必要であると

いうふうに考えております。そのため、今年度市

民３，０００人を対象としましたアンケート調査

や市内１６カ所において聞き取り調査等を実施を

しまして、市民の意向の把握に努めております。

その中でいただきましたご意見を参考に今年度中

に西予市地域公共交通網を形成計画を策定し、今

後５年間にわたって実施をしていく予定としてお

ります。 

 また、当該計画書の基本方針の中で、来訪者が

利用しやすい公共交通の整備という項目を盛り込

むようにしております。観光客が公共交通でジオ

サイトを訪れることができるよう今後具体的に検

討を進める予定であります。 

 さらに、スクールバスの活用について、効率

的、効果的な運用をすべきとのご意見をいただき

ました。小学校再編に伴いスクールバスの所有台

数が増加する中、スクールバスを含めたよりよい
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公共交通のあり方や交通網の整備は、大変重要な

施策であるというふうに考えております。現在、

市内部におきましても、市長部局そして教育委員

会と連携を図りながら限りある資源を有効に活用

すべく、今後の公共交通のあり方につきまして協

議検討を進めているところでございます。 

 一方、公共交通全体の利用状況といたしまして

は、平成２３年度実績で３２万１，１９０人の利

用者が、平成２７年度実績におきましては２５万

１，９７５人と、５年間で２２％減少をしており

ます。このことからも、市民の皆様におかれまし

ては、お出かけの際には公共交通を積極的にご利

用いただきたいというふうに考えております。 

 市といたしましても、市民の皆さんが住みなれ

た地域で生涯安心して生活していただくために最

適な公共交通、生活環境の整備に努めてまいりた

いというふうに考えておりますので、ご理解、ご

協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 井関議員からご質問がござ

いました公共交通についてのうち、道路事情につ

いての部分について私のほうから答弁をさせてい

ただきます。 

 西予市の主要幹線国道５６号線の状況は、道路

交通センサスによる交通量調査によりますと、卯

之町で平成１１年に１日当たり２万台あった自動

車交通量が、平成１６年の西予宇和インターチェ

ンジ開通後の平成１７年は約１万台となっており

ます。さらに、５年後の平成２２年においては約

７，０００台となっておりまして、現在も同様の

状況でございます。交通量そのものはかなり減少

してきております。そのような状況ではあります

けれども、高速道路をおりまして国道５６号線に

入る車が増加している等のことから、市街地での

朝夕の通勤時間帯には渋滞が見られております。

ご指摘のとおり、一部には商店街へ迂回する車

両、通り抜けを行う車の進入により、自転車、歩

行者の通行にも悪影響を及ぼしているような状況

でございます。 

 ただ、通過車両に規制をかけること、つまり国

道を迂回する車両を特定して規制することは難し

く、また市道そのものに規制をかけますと、少な

からず商店街に影響があると思われますので、慎

重に検討する必要があると考えております。 

 現在、通り抜け車両を減じるための手法としま

して、速度抑制を目的としてイメージハンプ、い

わゆるこれは視覚的に速度が出しにくいマーキン

グを行うなどの方法でございますけれども、こう

いったものも「はちのじ」まちづくり事業の中で

検討をしております。 

 また、図書館及び認定こども園などの開設に伴

う混雑につきましては、国道５６号線からのアク

セス道を整備する上で、当該７１号線との交差部

分の安全について大変重要な問題であり、現在検

討を行っているところでございます。 

 ご質問の中にございました伊賀上野田バイパ

ス、これにつきましては、平成１９年３月に策定

した西予市都市計画マスタープランにおいて、中

心市街地の整備に道路網の見直しと整備というも

のを位置づけております。河川沿いの市道旧町地

区２２３号線の道路拡幅、宇和病院跡地利用、

「はちのじ」まちづくり事業等の中で、まちづく

りと一体的に道路網の整備について検討すること

といたしております。 

 また、防災面においても、国、県と協議をしな

がら市街地の道路網の整備について検討していき

たいというふうに考えております。 

 なお、高速道路の無料化につきましては、以前

にも一般質問の中で答弁をさせていただきました

けれども、通過車両が多いとはいえ、沿線の商店

街に少なからず影響が懸念されることなどから、

慎重に検討する必要があるというふうに認識をし

ております。 

 以上、道路事情部分に関する答弁とさせていた

だきます。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０

時３６分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時５

０分） 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 １番宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 爽麗会、宇都宮久見子で

す。 

 平成２９年第１回定例議会において質問の機会

を得ましたので、通告に基づき質問させていただ
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きます。 

 まず初めに、２月６日に発生しました火災によ

って１１棟が焼損し、９世帯１７名の方が被災さ

れました野村町予子林地区の皆様には、心からお

見舞いを申し上げます。早急に、被災された皆様

が以前の生活を取り戻すことができますよう、西

予市として全力で取り組んでいってもらいたいと

思います。 

 さて、本年度最後の定例議会を迎えました。私

が市議会議員になって１０カ月が経過し、全ての

議会において質問させていただきました。今後も

西予市発展のため、市民の皆様の声を市政へ届

け、反映できるよう一層活動していきたいと思い

ます。 

 最初の質問をいたします。 

 海抜ゼロメートルから標高１，４００メートル

までの自然と歴史、多様な生態系に恵まれたこの

西予市には眠っている宝がたくさんあります。そ

うした宝を再発見し、次の世代に残していくこ

と、地球のこと、地域のこと、そして自分のルー

ツを知ることができると言われている西予ジオパ

ーク。この西予市にとって大切な宝である自然を

生かしたすばらしいジオパークをもっと深く知り

たいと思って、ジオスポットをめぐるジオツアー

をせっかくならガイドさんに説明を受けてみよう

と思い、インターネットで調べてみました。する

と、ＳＧＳという会社がジオツアーをしているこ

とがわかりました。そこで、ＳＧＳへ問い合わせ

をしてみましたが、うまく連絡がつかなくて、西

予ジオパークホームページの管理者である市役所

まちづくり推進課へ聞いたところ、ＳＧＳへ一任

しているので何度がＳＧＳへ連絡をしてみてくだ

さいということでした。これでは、せっかくジオ

パークやジオツアーに興味を持った人が問い合わ

せをしても、面倒くさくなり、行きたいという気

持ちがなくなってしまうのではないかと危惧して

います。 

 そこでまず、ＳＧＳとはどのような会社で、役

割は何なのでしょうか。まちづくり推進課の名前

もあるのに一番の窓口がＳＧＳだということは、

どのような経緯でそうなったのでしょうか。 

 現在、ＳＧＳは少人数で窓口対応していると聞

きました。それではできることにも限りがあるた

め、目標と掲げるたくさんの人を呼び込むために

は、体制の整備をするとともに、スタッフの充実

が必須であると考えます。それに加えて、インタ

ーネットに載っている電話番号も携帯電話の番号

ですが、全国の人が見ることのできるインターネ

ットやパンフレットに会社組織として名前を出す

以上、携帯電話の番号では信用性にかかわると思

います。基本的な組織体制を見直す必要があるの

ではないでしょうか。せっかく名乗りを上げ、頑

張っているＳＧＳがきちんと軌道に乗るまでは、

行政のバックアップやかかわりが重要と考えます

が、理事者の考えを伺います。 

 平成２６年に策定された四国西予ジオパーク推

進計画では、行政及び民間団体等が協働で保全

し、学習や教育への活用、地域の自然や文化をめ

ぐる特徴ある魅力的なジオツーリズムを推進する

とともに、四国西予ジオパークの魅力をジオの恵

みとして捉え、各産業に発展、波及させるジオパ

ーク活動を市民と協働し、全庁一体となって取り

組むことにより、持続可能な地域社会の実現を目

指すとなっていますが、現在どのような計画で、

進捗状況はどのような状態なのですか。 

 なお、本年再認定を迎える西予ジオパークを今

後どのような方向性で進めていくつもりなのでし

ょうか。いっときの熱が冷めてきたようにも感じ

られますが、行政としてどう努力して取り組んで

いくのか伺います。 

 １月に爽麗会と有志で森林セラピーを含めた視

察に沖縄県の北部にある国頭村へ行ってきまし

た。森林セラピーをしていることを知り、調べて

いくにつれ、西予市にも取り入れることができる

のではないかということで、実際に体験してきま

した。森林セラピーとは、森に息づく生命やエネ

ルギーを感じることで日常の疲れやストレスを癒

やし、心と体の元気を取り戻そうというもので

す。森林セラピープログラムは、全国でも注目を

集めています。癒やし効果が科学的に検証された

森林浴効果のある森林セラピーを実際に体験して

みて、一面の緑に感動し、木々や土の香り、森の

力を感じて健康になり、ストレスも解消された気

がしましたが、これは医学的根拠が裏づけされて

いると聞き納得しました。 

 視察へ行ったメンバーで、森林セラピーのよ

さ、西予市にはぴったりの場所がたくさんある。

この森林セラピーを西予ジオパークと融合させて

みてはどうだろうということで、２月に西予市内

のジオツアー体験視察を行いました。野村町の桂
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川渓谷、城川町の三滝渓谷、穴神鍾乳洞を中心に

視察しましたが、桂川渓谷や三滝渓谷は、森林セ

ラピーにはもってこいの場所ではないかと感じま

した。 

 そこで、桂川渓谷や三滝渓谷を森林セラピー基

地として認定を受けることはできないでしょう

か。森林セラピー基地の認定を受け、ジオツアー

とマッチングさせ、ジオセラピー等の売り出しが

できるのではないかと考えます。西予市民が再度

自分たちの住む西予市の自然のよさ、ありがたさ

に気づき健康になる。市外の人が日ごろの喧騒か

ら逃れて、この西予市の自然に心癒やされに来

る、そういう場所になることで、より一層西予ジ

オパークへの興味を持ってもらえるのでないかと

考えますが、理事者の考えを伺います。 

 次の質問に移ります。 

 寒い冬が終わろうとしています。市役所ロビー

にはペレットストーブが燃えていますが、炎を見

ると暖かみを感じるし、ペレットが西予市の市産

品であることを考えると、どうしてもっとこのペ

レットストーブが普及しないのかと不思議に思い

ます。 

 そこで、調べてみると、ペレットの生産量、販

売量ともに、平成２３年の計画段階の数値と現在

までの実績を見ると、通年にわたり計画より少な

い現状です。この原因と対策はどのように考えて

おられるのでしょうか。生産能力と工場の稼働率

はどうなっていますか。 

 このペレットに関しても記載されている愛媛県

西予市バイオマスタウン構想が平成２２年に策定

されていますが、理事者はこれをどう評価してい

て、今後の展望はどのようなものなのでしょう

か。 

 ペレットの使用は、ＣＯ２の削減に効果がある

と聞いていますが、ペレット販売及びバイオマス

タウン構想を今後どのように展開していくつもり

ですか。 

 ペレットストーブや市産品であるペレットをも

っと広い市民への周知が必要だと思いますが、今

までどのように市民へアピールし、普及対策はど

のようなものだったのでしょうか。また、今後は

どのようにアピール、普及対策をしていくつもり

でしょうか。バイオマスタウン構想を市として取

り組んでいるならば、もっとペレットを有効活用

するべきだし、ペレットストーブがさらに市内へ

普及するような努力をするべきですが、理事者が

どのように考えているのかお尋ねします。 

 ３つ目に、電柱の地中化について伺います。 

 宇和町中町の無電柱化は済んでいるものの、そ

こへ行く道に関しては、まだ着手されていませ

ん。私たちが出かけてすばらしい景色を見ても、

写真に納めようとしても、電線があるとがっかり

した気持ちになります。２月最後の日曜日、実際

に中町を歩いてみると、数人の方が中町の地図を

持って散策されていました。わざわざ西予市へ町

並みを楽しみに足を運んでくれた方をがっかりさ

せないためにも、重伝建にかかわるところを中心

としたエリアは、無電柱化や道路整備が必要なの

ではないかと思います。 

 そこで、卯之町まちづくり構想の進捗状況はど

うなっていますか。前々から、西予市の玄関であ

るＪＲ卯之町駅前は無電柱化すべきだと思ってい

ました。現在のまちづくり構想の中では、ＪＲ卯

之町駅前と山田屋まんじゅうから中町への道路、

市道１級路線１２号線は、無電柱化計画に入って

いると聞き安心した次第ですが、せっかく無電柱

化するのであれば、市道旧町地区２０６号線の西

予市商工会から中町までに関しても無電柱化を検

討すべきではないかと思います。せっかくまちづ

くりを進めるのであれば、もっと広い範囲でこの

際に商店街から重伝建エリアへの道は、全て無電

柱化しておくべきで、後になってはできないので

はないかと考えますが、理事者の考えを伺いま

す。 

 最後の質問に移ります。 

 市民の方からＪＲの遮断機がおりている時間が

無駄に長いのではないか。朝夕踏切に捕まり迷惑

しているが、あれはどのような仕組みになってい

るのかと相談を受けました。私自身も踏切に捕ま

り長いと感じることがあるし、上宇和踏切では上

宇和駅に下り列車が入るまでに踏切がおりること

を目にしていたので、実際に３カ所で計測してみ

ました。 

 三瓶線の上宇和踏切とマンションサウンドピア

そばにある下松葉第３踏切、高山線の馬場第２踏

切を調べてみました。上宇和踏切の７時３１分、

下り普通列車通過時は３分０５秒、下松葉第３踏

切、８時５４分、下り普通列車通過時は２分４０

秒、馬場第２踏切、１９時２６分、上り特急は２

分２０秒の封鎖でした。特に三瓶線の上宇和踏切
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や高山線の馬場第２踏切に関しては交通量も多

く、信号待ちとの兼ね合いで長蛇の列になってい

ることもあります。国道５６号線と踏切が接近し

ていて危険を感じるとともに、交通障害にもつな

がっています。安全面の確保は当然必要ではあり

ますが、長時間踏切が閉まっているから安全なの

かといえば、そうでもありません。踏切封鎖時間

の標準を調べてみると、警報音開始から遮断機が

おりるまでの平均が１５秒、遮断機がおりてから

列車が通るまでの平均が２０秒とされています。

駅近くの踏切であることを考慮しても、平均値か

ら見てかなり長時間遮断機がおりていると感じま

す。 

 そこで、市内の踏切がどれくらいの時間閉まっ

ているか、仕組みや実態をどう把握しておられる

のでしょうか。朝の通勤、通学時間や、夕方の帰

宅時間には長い踏切に捕まる車両が多く、交通渋

滞も起こっていることに対し、どのように考えて

おられますか。市として解決するよう取り組んで

おられるのでしょうか。第１０次西予市交通安全

計画に列車の種別等により警報時間に差が生じて

いる踏切については、必要に応じ警報時間制御装

置の整備等を進めるとありますが、踏切の閉まっ

ている時間が必要最小限となるように行政として

ＪＲ四国へ働きかけていくべきと考えますが、理

事者の考えを伺います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長 宗企画財務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 宇都宮議員、１点

目のご質問の西予ジオパークの展開についてお答

えをいたします。 

 宇都宮議員には、ジオパークの推進につきまし

てご理解、ご協力をいただいておりますことをま

ず感謝を申し上げます。 

 さて、議員からは四国西予ジオパークの展開の

中でジオツアーに関するご質問をいただきまし

た。ジオパーク案内窓口のＳＧＳへの委託につい

てのお尋ねがありました。 

 ジオパークの案内窓口につきましては、平成２

８年４月１日から一般社団法人ＳＧＳ――西予ジ

オサービス――に委託をしております。それまで

は、市役所のまちづくり推進課のジオパーク推進

室において、窓口業務を行っておりましたけれど

も、職員が席を外していたり、土日と休みの場合

にはお客様への対応ができないことによりまし

て、せっかく来ていただいたお客様にご迷惑をお

かけすることが多く、対応について苦慮しており

ました。 

 そんな中、平成２５年度から２７年度にかけ

て、産業建設部の経済振興課内であります西予市

地域雇用創造促進協議会でジオツーリズムのリー

ダーとして従事をされていた方や市内の民間事業

者が連携をされまして、平成２８年に一般社団法

人ＳＧＳを立ち上げられました。このＳＧＳは、

ジオパークにも精通をされておりまして、四国西

予ジオパーク推進協議会の構成団体でもあります

ことから、公共性の高い窓口業務を年間を通じま

して委託をすることといたしました。 

 次に、ＳＧＳはどんな会社で、西予市の立ち位

置はどうなのかというお尋ねがございました。 

 ＳＧＳ――一般社団法人西予ジオサービス――

は、多くの方に四国西予ジオパークを総合的に楽

しんでいただくことで持続可能なまちづくりに貢

献していただくことを目的に、平成２８年３月４

日に設立がされました。その前身は、平成２６年

４月１日に発足をしました四国西予ジオパークス

ポーツイベント実行委員会でございます。四国西

予ジオパークの自然を生かしましたアウトドアイ

ベントやレンタサイクル、着地型旅行商品造成や

ジオガイドの養成等を実施をしていただいており

ます。 

 また、西予市としての立ち位置はどうなのかと

いうご質問がございました。 

 四国西予ジオパーク推進計画でも地域住民、そ

して調査研究機関、行政及び民間団体等が共同で

推進し、持続可能な社会の実現を目指すというこ

とにしておりまして、ＳＧＳに限らず、ジオパー

クを活用していただく事業者が今後も増加するよ

うに市としても支援をしてまいりたいというふう

に考えております。 

 次に、ＳＧＳが軌道に乗るまでは行政からの何

らかのバックアップが必要ではないかというお尋

ねがございました。 

 現在ＳＧＳの体制は、１０名の会員で構成され

ておりますけれども、窓口業務等につきまして

は、実質２名での運営となっております。少ない

人数では対応できることも限られてくるとは考え

られますけれども、あくまでも一般社団法人であ

るため、経営に関する部分につきましては行政か

ら指導することは難しいと存じます。 
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 ただ、西予市が委託をしております窓口業務に

関しましては、ジオツアーを望まれてご連絡をい

ただくお客様への対応が一番重要でありますの

で、できる限りの指導、助言を行いたいと考えて

おります。あわせまして、今後は今まで以上にこ

のＳＧＳとの連絡をとり合いながらスムーズな案

内ができるようにしていきたいと考えておりま

す。 

 次に、ジオパーク推進計画の推進状況について

お尋ねがありました。 

 四国西予ジオパーク推進計画では、ジオパーク

の理念であります保全、教育、ジオツーリズムに

基づき２９の施策を掲げ、毎年度各施策の進捗状

況、効果等の進行管理を行い、見直し等を実施を

しております。 

 今年度は、ジオパーク推進協議会の体制の見直

しを実施をしまして、今までのように行政から一

方的に提案した事業を進めるのではなくて、市民

の皆様がジオパーク事業への参画ができやすいよ

うな体制に変更をいたしました。例えば、ジオの

恵みの中でもよりすぐりのジオブランド、四国西

予ジオの至宝認定制度の創設や市内の小・中高に

おける教材資料の作成など、本年度になってから

市民の皆様から構成されている部会員さんからの

主体的なご協力をいただきながら進める取り組み

があらわれてまいりました。また、効果的な広報

活動を戦略的に展開をするために、ジオミュージ

ックやドローンでの空撮映像等を活用したＰＲ素

材等を作成をしております。あわせまして、現在

西予市内の地域づくり組織によるジオツアーや市

民団体によるスポーツイベントやロゴマークを活

用した販売促進、販売活動など、さまざまな事業

を展開をしているところでございます。 

 次に、再認定を迎える四国西予ジオパークの方

向性と取り組みについてのお尋ねがございまし

た。 

 議員ご指摘のとおり、日本ジオパーク再認定に

向けて、認定時に提示をされました課題を解決し

て、万全の態勢を整えて再認定審査に望まなけれ

ばならないというふうに考えております。現在四

国西予ジオパーク推進計画、四国西予ジオパーク

ブランディング戦略、四国西予ジオパークサイン

整備計画などに基づきまして、統一的な看板の整

備、戦略的な広報の展開などを行っております。 

 しかしながら、まだその活動が市民の皆さんに

見えてない状況もあるところでございます。今後

西予市の皆様のジオパークに対する理解を深める

ため、情報発信を強化をし、市民と行政が一体と

なって事業を推進していきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 次に、大きな２つ目の森林セラピーについての

ご質問をいただきました。 

 森林セラピーと申しますのは、森林浴の癒やし

の効果を科学的に解明をし、心と体の健康づく

り、病気の予防に生かそうというものでございま

す。また、森林セラピー基地とは、２本以上の森

林セラピーロードがある森林と健康維持増進の体

験ができる施設などで構成される一定の範囲で成

り立っております。森林セラピーロードの条件と

しましては、ゆっくり歩いて２０分以上の距離が

あり、森林セラピーの効果が発揮できる歩道であ

ること。また、歩道は傾斜が緩くて、道幅は１．

２メートル以上、バリアフリー、またはそれに準

ずる歩道を含むことが条件となっております。ま

た、認定に伴う医学的な根拠を科学的に示す必要

がございますので、認定審査に必要な経費としま

しては、調査費を含めまして３００万円以上が必

要となってくるということのようでございます。 

 さて、議員のほうからは桂川渓谷や、また三滝

渓谷等を森林セラピー基地として認定ができない

かという具体的なご提案をいただきました。 

 桂川渓谷や三滝渓谷につきましては、豊かな自

然が残っておりまして、現在ジオツアーやノルデ

ィックウオークなどで活用いただいておりますけ

れども、先ほど申し上げました森林セラピーの認

定基準からは両渓谷ともに階段や、またアーチ橋

梁などが多くございまして、遊歩道の道幅やバリ

アフリー化の関係から森林セラピーロードの要件

をクリアすることが難しいことも考えられるとこ

ろでございます。 

 ただ、議員ご提案のようにジオパークと森林セ

ラピーは相性のよいイメージがございますし、四

国西予ジオパーク推進計画の中におきましてもジ

オサイトを活用した健康スポーツの増進を掲げて

おります。市内でも城川の竜沢寺緑地公園のよう

に全国森林浴の森百選の一つに選定されている場

所もございますので、西予市のジオサイトなどで

対象となり得る場所はないのか、森林セラピーに

認定されている地域の状況なども調査をしまし

て、今後研究をさせていただきたいというふうに
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考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 宇都宮久見子議員からバイ

オマスタウン構想と木質ペレットの活用について

６点のご質問がございました。 

 まず、１点目のペレット生産量、販売量ともに

実績が計画より少ないが、その原因と対策はどの

ように考えているかというご質問でございますけ

れども、西予市木質ペレット製造施設は、平成２

３年４月より稼働を開始しておりまして、製造販

売を行っております。同施設の運営に際し、市が

当初立てた生産販売計画につきましては、稼働開

始以降に比較的大量の木質ペレットを消費する市

内の温浴施設や福祉施設、農業ハウス等が現在使

用中の重油ボイラー等を計画的に木質ペレットボ

イラーへ更新していただくことを目標として計画

作成をされたものでございます。 

 しかしながら、ボイラー等の大型設備更新につ

いては、設備投資費用が多大となるため、これま

で各事業所とも更新時期の選定に慎重な姿勢をと

ってこられております。このことに加え、石油製

品等の価格が比較的安定した期間が継続している

こともあり、木質ペレットボイラーに切りかえる

ことに対するメリットが少ないなどの理由から、

導入更新がなかなか進んでおりません。また、施

設によりましては、大型になるボイラー設置のス

ペースが確保できない等の理由により見送られて

きた施設もございます。そういった状況から、ご

指摘のように当初の生産販売計画に届いていない

実情でございます。 

 なお、現在までの生産量につきましては、ご質

問の中でも触れていただきましたけれども、平成

２３年度２１７トン、平成２７年度３６５トン、

平成２８年度４１０トンの見込みとなっておりま

して、徐々にではありますけれども増量をしてお

ります。計画生産量と比較して、平成２８年度で

約７６％という状況となっております。 

 ２点目の生産能力と稼働率はどうなっているか

というご質問でございますけれども、現在株式会

社エフシーに管理、運営を委託して木質ペレット

及びおがこを生産しております。週のうち３日間

をペレット生産、残り２日間をおがこ製造と製品

の配送としておりまして、木質ペレットの生産能

力につきましては、最大生産量を年間７２０トン

と設定しておりまして、これに対する平成２８年

度の生産量、先ほど申し上げましたように４１０

トンというのは約５７％ということになります。

稼働率につきましては、機器の保守点検及び製造

ライン設備の切りかえ等、機械停止の必要な時期

もございまして、年間約８０％の稼働率となって

おります。 

 ３点目のバイオマスタウン構想についてどう評

価しているか。また、４点目の今後バイオマスタ

ウン構想をどのように展開していくつもりかのご

質問でございますけれども、西予市バイオマスタ

ウン構想において、木質系バイオマスの利活用

は、林地残材を主とした木質バイオマスペレット

の生産に取り組み、温浴施設ボイラーを初め、農

業用ハウスボイラーや家庭用ペレットストーブの

活用が徐々にではありますけれども、進んできて

おります。また、平成２８年度予測として、原木

の受け入れによる木材生産者に対する支払い金額

が約８１０万円になろうと思われます。三セクの

雇用者が３人確保されていること、当初計画にな

かったおがこの安定的な供給が一定量行えている

ことなどから考えますと、十分とは言えないまで

も、一定の成果が出ていると考えております。 

 今後も木質ペレットは、温室効果ガス削減の観

点からも活用を推進するとともに、循環型社会へ

向けた取り組みを行っていきたいというふうに思

っております。循環型社会を目指しての取り組み

は、経済的にも経費削減に直接結びついてること

が理想ではございます。 

 しかし、全国的な取り組みの現状を見まして

も、実態といたしましては割高となっているのも

また事実でございます。一挙に浸透していくのは

難しい現実もございますけれども、継続して取り

組んでいくことが非常に重要だというふうに思っ

ております。 

 ５点目のペレットストーブや市産品であるペレ

ットの今までの市民へのアピールの方法、普及対

策はどのようになっているのか、また今後の展望

はどうなのか。６点目、ペレットストーブがさら

に市内へ普及するような努力をすべきだが、理事

者のお考えはというご質問でございますけれど

も、これまで市が行ってきた周知方法としまして

は、広報紙等による紹介、市ホームページへの記

事掲載、新聞等への折り込み広告等を利用してま

いりました。しかし、先ほど申し上げましたよう
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に、経済面での比較等で普及には大変苦慮をいた

しているところでございます。今後とも粘り強く

繰り返して市民の目に届くＰＲを実践していきた

いというふうに思っております。 

 木質ペレットの有効活用は、温浴施設等の大量

消費先の確保に加えて、家庭用の木質ペレットス

トーブの普及拡大も重要であると認識しておりま

す。しかしながら、いずれの消費者におきまして

も、導入時に要する費用、スペースの問題、取り

扱いの問題、用途が限られる問題、暖房機器以外

の機器との関連性等、さまざまな問題もございま

す。 

 市としましては、国、県の補助を活用し、議員

が質問の中で言っていただきました暖かみである

とか、癒やしの効果があるなど、経済比較的な面

ばかりでなく、付随する効果等うまく伝えていく

などして、今後も普及に尽力していく所存でござ

います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 宗企画財務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ３点目の電柱の地

中化について答弁をさせていただきます。 

 卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業の進捗

状況及び商店街から重伝建エリアへの無電柱化の

ご質問をいただきました。 

 まず初めに、卯之町「はちのじ」まちづくり整

備事業の進捗状況でございますけれども、去る２

月２２日に事業者選定委員会を実施をいたしまし

た。契約に向け、交渉を行う事業者であります優

先交渉権者の決定及び発表は、３月上旬を予定を

いたしております。優先交渉権者決定後は、事業

者契約の締結に向けた対話、協議を行いまして、

本年６月の定例議会へ契約締結に関する議案を上

程させていただいたらというふうに考えておりま

す。 

 次に、無電柱化についてお答えをいたします。 

 無電柱化は、道路の防災性の向上、そして安全

性、快適性の確保、良好な景観形成の観点で都市

部を中心に進められております。重伝建地区の先

哲記念館から開明学校に向かう市道１級路線１０

号線につきましては、景観形成向上のために、既

にセットバックの手法により無電柱化を行ってお

ります。 

 ご質問の市道旧町地区２０６号線、これは商工

会から中町の無電柱化についてでありますけれど

も、当初の方針では、この事業で実施する計画で

ございましたけれども、昨年８月に開催をさせて

いただきました行政報告会におきまして、議会の

皆様から頂戴いただきましたご意見等を参考に、

庁舎関係部署で再度協議を行いました。そこで、

無電柱化にはかなりの事業費が生じるため、必要

最小限の箇所に実施をすることとしまして、市道

旧町地区２０６号線は計画から除外をして、県道

卯之町停車場線そして市道旧町地区３２６号線、

これ駅前の部分ですけれども、それと先ほど申し

ました市道１級路線１０号線を無電柱化する計画

に変更をいたしました。 

 今後、市道旧町地区２０６号線の無電柱化につ

きましては、電線の管理者そして市等で負担割合

を協議をするなど、費用対効果を考慮して慎重に

検討を重ねる必要があるというふうに考えている

ところでございます。 

 次に、４点目の踏切の問題について答弁をさせ

ていただきます。 

 現在西予市において踏切警報機と自動遮断機が

設置をされております踏切、いわゆる第１種踏切

は、全部で２３カ所ございます。ご案内のとお

り、踏切は鉄道交通と道路交通とが交わる地点で

ありまして、両者が安全に通行できるように警報

機や遮断機などの踏切保安装置が設けられており

ます。これらの装置につきましては、列車が踏切

を通過する際に道路側の交通を遮断することで安

全を確保していることから、高い信頼性と安全性

が要求されるとともに、遮断される時間について

も適切に管理されることが必要となります。こう

いった安全性を担保する基準につきましては、鉄

道に関する技術上の基準を定める省令において、

標準的な遮断時間などが適合基準が示されており

まして、先ほど議員ご指摘のとおり、省令による

標準閉鎖時間につきましては、議員ご質問のとお

りでございます。 

 市内２３カ所における第１種踏切の閉鎖時間の

状況でありますけれども、最短で約３０秒、最長

で約１５２秒となっております。省令による警報

の開始から列車の到達までの標準閉鎖時間３５秒

に対しまして、４．５倍程度の閉鎖している踏切

も中にはございますが、議員ご指摘のとおり、時

間帯によりましては、特急、普通列車の便数の増

加や、これによる列車同士の行き違い、乗客の乗

り降り等の安全面を考慮された運用がされている
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と考えております。 

 また、ＪＲ四国におかれましては、５年ごとに

踏切交通量調査を国土交通省へ報告をし、対策の

必要な踏切につきましては、国の指導のもと適切

な対応がされているというふうにお聞きしている

ところでございます。 

 ご指摘をいただきました踏切と交通車両等によ

る渋滞につきましては、市の中心部が抱える大き

な課題であると認識をしておるところでございま

す。特に朝夕の通勤、通学時間帯においては、列

車の本数、自動車の交通量、児童・生徒などの歩

行者の増加といった複合的な要因や相乗的な影響

があります。交通渋滞が発生しやすい状況となっ

ているとこでございます。この課題を解決するに

は、まず鉄道事業者であるＪＲ四国、道路管理者

である国、県、市、交通管理者である警察がお互

い相互協力のもと検討し、進めていく必要がある

というふうに感じております。 

 今後卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業や

旧宇和病院跡地における社会教育複合施設の建設

などによりまして、市中心部における交通形態に

変化が生じることも予想されますので、今後の状

況を見ながら、交通渋滞を緩和する道路環境の再

構築や踏切施設等信号機の適正なバランスを図る

ための交通規制の緩和などを関係機関に働きかけ

るとともに、安全面を考慮しつつ、交通渋滞の解

消に配慮した踏切施設の柔軟な運用についても鉄

道事業者へ働きかけていきたいというふうに考え

ております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 ジオパークに関して再質

問させていただきます。 

 ジオパーク推進のためにいろいろとされている

ようですが、答弁にもありましたが、なかなかど

のような活動をされているのか見えない。愛媛新

聞にも記載されていましたが、どういうメリット

があるのか、認定から尻すぼみの一方という市民

の方の声があるのも現状です。 

 その中で、昨年から新たにジオミュージックに

取り組まれているようですが、ジオミュージック

とはどのようなものですか。市民や観光客の方に

どのようなアピールをしているのですか。 

 なお、その効果をどう考えておられますか。 

○議長 宗企画財務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ただいまの宇都宮

議員のジオミュージックに関連しますご質問にお

答えをしたいというふうに思います。 

 昨年度開催しました四国西予ジオパークミュー

ジックコンテストでは、四国西予ジオパークの雰

囲気と合致をし、その魅力を高める音楽、楽曲を

募集し、２，１８７曲の応募がございました。そ

のうち１２０曲をジオミュージックとして採用を

しまして、楽曲を収録をしたオーディオプレーヤ

ーの貸し出しを行っているほか、ジオガイドによ

る現地案内等のＢＧＭ、市内の公共施設での館内

放送、または市民イベントでの活用等を幅広くし

ていただいておるという状況でございます。 

 今年度は、そのジオミュージックを活用した斬

新な映像作品を募集する四国西予ジオパーク動画

コンテストを開催を予定をしております。さら

に、昨年度に続きまして第２回目の四国西予ジオ

パークミュージックコンテストを開催をしまし

て、１，６６０曲の応募があったというふうな状

況にもなっております。 

 これらの取り組みにつきましては、実はあし

た、３月７日のお昼の１２時３０分からＮＨＫの

ラジオ第１放送で全国番組「旅ラジ！」というふ

うなものがありますけれども、その中でジオパー

クやジオミュージックを中心に取り上げていただ

くということになっております。 

 また、３月１８日におきましては、四国西予ジ

オパーク動画コンテストで審査員長を務めていた

だきました本県出身の映画監督大森研一氏をお招

きをしまして、その優秀作品に選ばれました作品

紹介を文化会館で行いたいというふうに思ってお

ります。あわせて、昨年大森監督が宇和島市を舞

台に撮影をされました映画「海すずめ」の上映等

も行うこととしております。多くの市民の皆様に

ご来場いただきますようにお願いしたいと思って

おりますけれども、そのジオパーク動画コンテス

トやジオミュージック等の取り組みを知っていた

だく非常にいい機会になるのではないかというふ

うに思っております。 

 こういったＰＲ活動につきましても、今後にお

きましても積極的に行ってまいりまして、四国西

予ジオパークの名前を広く全国に知っていただく

ような活動を展開していきたいというふうに考え

ておりますので、ご理解いただきますようにお願

いいたします。 

53



 

 以上です。 

○議長 宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 耳で癒やされるジオミュ

ージックにしかり、体づくりのノルディックウオ

ークにしかり、やはり自然と健康づくりは切って

も切れないと思いますので、本年の再認定、その

後はぜひ森林セラピーに取り組んでいっていただ

ければと思います。 

 電柱の件についてですが、現在中町の通りは、

答弁にもありましたように、セットバック方式で

道路から電柱は見えません。私が聞いた中でも、

地中化やセットバック方式等、無電柱化にはさま

ざまな手法があるようですので、費用の問題はあ

るかと思いますが、最善の方法をとり、まちづく

り構想がよりよいものになるよう何事にも前向き

な検討をお願いしたいと思います。 

 議会開会の際に市長挨拶にもあったように、難

しいからできないのではなく、何とかして解決し

ていくと言われた言葉を西予市、そこへ住む市民

のために実現していただきたいと心から思いま

す。 

 以上で質問を終わります。 

○議長 以上をもって本日の日程は全て終了いた

しました。 

 あす３月７日は午前９時より一般質問を行いま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前１１時３９分 
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       平成２９年第１回西予市議会定例会会議録（第３号） 

１．招 集 年 月 日 平成２９年３月７日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     議 平成２９年３月７日 

          午前 ９時００分 

１．散     会 平成２９年３月７日 

          午前１１時４８分 

１．出 席 議 員        

    １番  宇都宮 久見子 

    ２番  信 宮 徹 也 

    ３番  宇都宮 俊 文 

    ４番  加 藤 美 香 

    ５番  中 村 一 雅 

    ６番  河 野 清 一 

    ７番  佐 藤 恒 夫 

    ８番  山 本 英 明 
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   １０番  小 玉 忠 重 

   １２番  井 関 陽 一 

   １３番  菊 池 純 一 

   １４番  中 村 敬 治 

   １５番  二 宮 一 朗 

   １６番  兵 頭   学 

   １７番  小 野 正 昭 

   １８番  宇都宮 明 宏 

   １９番  森 川 一 義 

   ２０番  藤 井 朝 廣 

   ２１番  酒 井 宇之吉 

１．欠 席 議 員 

   １１番  源   正 樹 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  管 家 一 夫 

   副  市  長  河 野 敏 雅 

   教  育  長  保 木 俊 司 

            宗   正 弘 

   会 計 管 理 者  山 口 正 人 

   公営企業部長  三 好 敏 也 

   産業建設部長  二 宮 紀 夫 

   生活福祉部長  酒 井 信 也 

   明 浜 支 所 長  道 山 升 文 

   野 村 支 所 長  尾 下 孝 二 

   城 川 支 所 長  田 村   剛 

   三 瓶 支 所 長  西 本 喜代人 

   消防本部消防長  西 川   傳 

   総 務 課 長  宇都宮   裕 

   財 政 課 長  山 岡 薫 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  浅 野 信 也 

   議 事 係 長  原井川 英 一 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

総 務 部 長 兼 
企画財務部長 
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      議  事  日  程 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第 ４号 西予市工場立地法第４条の

２第２項の規定に基づく準

則を定める条例制定につい

て 

   議案第 ５号 西予市部設置条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第 ６号 西予市個人情報保護条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ７号 西予市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第 ９号 西予市税条例等の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１０号 西予市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１１号 西予市在宅ねたきり老人等

介護手当支給条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１２号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１３号 西予市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１４号 西予市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１５号 西予市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１６号 西予市農林漁業活性化施設

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１７号 西予市有林野管理条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１８号 西予市水道事業の剰余金の

処分等に関する条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

 ３ 議案第１９号 相互救済事業の委託につい

て 

 ４ 議案第３０号 平成２９年度西予市一般会

計予算 

 ５ 議案第３１号 平成２９年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第３２号 平成２９年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第３３号 平成２９年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第３４号 平成２９年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第３５号 平成２９年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第３６号 平成２９年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第３７号 平成２９年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第３８号 平成２９年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第３９号 平成２９年度西予市水道事

業会計予算 

   議案第４０号 平成２９年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第４１号 平成２９年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

 ６ 請願第 １号 鳥獣被害防止に関する請願 
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本日の会議に付した事件 

 １ 一般質問 

 ２ 議案第 ４号 西予市工場立地法第４条の

２第２項の規定に基づく準

則を定める条例制定につい

て 

   議案第 ５号 西予市部設置条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第 ６号 西予市個人情報保護条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 ７号 西予市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第 ８号 西予市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正す

る条例制定について 

   議案第 ９号 西予市税条例等の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１０号 西予市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第１１号 西予市在宅ねたきり老人等

介護手当支給条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１２号 西予市隣保館条例の一部を

改正する条例制定について 

   議案第１３号 西予市指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第１４号 西予市指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の

一部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第１５号 西予市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第１６号 西予市農林漁業活性化施設

条例の一部を改正する条例

制定について 

   議案第１７号 西予市有林野管理条例の一

部を改正する条例制定につ

いて 

   議案第１８号 西予市水道事業の剰余金の

処分等に関する条例の一部

を改正する条例制定につい

て 

 ３ 議案第１９号 相互救済事業の委託につい

て 

 ４ 議案第３０号 平成２９年度西予市一般会

計予算 

 ５ 議案第３１号 平成２９年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計

予算 

   議案第３２号 平成２９年度西予市育英会

奨学資金貸付特別会計予算 

   議案第３３号 平成２９年度西予市国民健

康保険特別会計予算 

   議案第３４号 平成２９年度西予市後期高

齢者医療特別会計予算 

   議案第３５号 平成２９年度西予市介護保

険特別会計予算 

   議案第３６号 平成２９年度西予市農業集

落排水事業特別会計予算 

   議案第３７号 平成２９年度西予市公共下

水道事業特別会計予算 

   議案第３８号 平成２９年度西予市簡易水

道事業特別会計予算 

   議案第３９号 平成２９年度西予市水道事

業会計予算 

   議案第４０号 平成２９年度西予市病院事

業会計予算 

   議案第４１号 平成２９年度西予市野村介

護老人保健施設事業会計予

算 

 ６ 請願第 １号 鳥獣被害防止に関する請願 
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  開議 午前９時００分 

○議長 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２０名であります。これ

より本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、一般質問を行います。 

 質問者は、通告内容及び申し合わせに従い発言

してください。 

 それでは、通告順に発言を許可いたします。 

 まず、２１番酒井宇之吉君。 

 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 おはようございます。 

 議長より通告いたしております件につきまして

許可を得ておりますので、順次質問をさせていた

だきます。 

 新人の議員さんがたくさん入られまして、私も

９月に一般質問もいたしまして、３７８の問題

を、岩井の崩壊、そのような問題をさせていただ

きましたが、３７８号線の開通式が３月２９日、

期成同盟会のもとで開通式がなされることになり

ました。私の議員生活の中でこれほどうれしいこ

とはありません。この国道をいかにするかという

ことで、議員生命をかけたのは、開通式ができる

ということはこの上もないうれしい限りでござい

ます。なお、またそれから田之浜に向いての岩井

の国道、工区の設定につきまして理事者側のさら

なるご尽力をお願い申し上げまして、質問に移り

たいと思います。 

 通告いたしておりましたオフィス改革について

でございますが、先般より私どもも視察に行った

り、オフィス改革について勉強をいたしてまいり

ました。総務省そして豊島区役所そしてマイクロ

ソフト品川本社、ところで庁舎４階オフィス改革

モデル事業についてお尋ねいたしますが、これに

つきましても、先般の９月の定例会のときに質問

いたしました人材派遣の絡みの中であろうかと思

います。ちょうど大平部長が総務省より派遣され

た中で、マイナンバー日本一、ジオパークに対す

るいろんな多面的な見方に続いて、総務省の庁舎

４階オフィス改革モデル事業が開催されました。

それについてお尋ねをいたします。 

 まず、目的、必要性についてをご答弁を願いま

す。 

○議長 宗企画財務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 おはようございま

す。 

 ただいま酒井議員のほうからオフィス改革につ

いてのご質問をいただきました。その目的そして

必要性はというご質問をいただきました。 

 まず、オフィス改革のこれまでの取り組みそし

て背景等につきましても、少し触れさせていただ

いたらというふうに思っております。 

 ご案内のように、庁舎４階におきましては、平

成２７年３月から一部書庫や、そして袖机を撤去

をしまして、打ち合わせスペースをつくり、そし

てレイアウト、事務環境の変更を行い、あわせて

働き方改革そのものを変える、オフィス改革、い

わゆるその業務改革を行ってまいりました。昨年

４月には、産学官のオフィス改革に係る連携協定

というものを締結をしまして、１１月２８日には

大学や民間の試験を取り入れたモデルオフィスが

誕生をし、新しい働き方への挑戦を進めていると

ころでございます。 

 その背景としましては、過疎化や人口減少が進

み、将来財政的にも大変厳しくなることが見込ま

れる中におきまして、このままの状態では今後非

常に危ぶまれるといいますか、非常に危機感を持

った状況が生まれてくるということがございまし

て、そのためにサービス、行政サービスを維持し

ていくための行政改革、業務改革そしてオフィス

改革を行ったというふうなことでございます。そ

のため、市役所内の働き方の根本を変えていかな

いといけないということがございまして、業務の

効率化そしてスピードアップを図り、職員の横の

連携も強めるということで、職員の生産性を上げ

て今まで以上に西予市を魅力的にすると、そして

直面する市の課題の解決、そして市民サービスの

向上に努めるというふうなことで、今回の改革を

進めておるところでございます。 

 以上が背景といいますか、目的、必要性という

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 必要性とかそういうこと

がありますけども、これから効果とか現状やって

る分についてお尋ねするわけでございますが、時

代の背景というものをやはりしっかり捉えてない

といけないんじゃないかと思います。人の伝達方
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法というのは、時代とともに変わってる。まず、

我々学生のころに合格通知をするのをどうしたら

いいかっていうのが電報だったんです。桜散る、

これ不合格ですね、桜咲く、これが伝達方法。次

に来ましたのが、ドコモ電話が入っておりました

ので、ポケベルだったんですよ。私が議会一番最

初に初当選したときには、ポケベルで連絡をとり

合ったんです。議場でおったときもポケベルが鳴

ったことがある、伝達。続いて来ましたのが、ス

マホの前が携帯電話、スマホ、そして最近はタブ

レット、こういう通信機器の発達によって時代背

景が変わってる中でのオフィス改革という捉え方

をしていただかないと、時代とともにオフィス改

革も必要になっていくということを、まず申し添

えておきます。 

 これから将来どういうようにしていくかという

ことについては、これから質問をいたしますけれ

ども、効果、現状はどうなっているのか、４階オ

フィスモデル事業が昨今視察が非常に多いという

ことを聞いておりますが、現状を報告していただ

きたいと思います。 

○議長 宗企画財務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ただいま現在のオ

フィス改革を取り入れての効果はどうなんだとい

うふうなご質問をいただきました。 

 具体的な効果としましては、紙や書類による削

減といいますか、経費の削減、そしてコミュニケ

ーションの活性化、また新たな会議スタイルによ

るプロジェクトワーク、業務の向上や先進的な事

業の創出が出てまいりましたり、リスク、問題点

の回避、そして事務処理や意思決定の高速化によ

る業務の効率化及び市民サービスの向上につなが

っているというふうに考えておりますけれども。 

 まず、数字的にあらわれているものなんですけ

れども、４階フロアの内部の書類保管量が半減を

しているところでございます。これ小さいロッカ

ーに換算しまして８１個分、Ａ４の資料にしまし

て、厚みで２１０メートル分でございます。これ

は、およそ３年間でそのフロアの書類が入れかわ

るというふうなことを考えますと、年間で約１７

０万円程度の効果が上がっているのじゃないかと

いうふうなことの試算を現在しておるところでご

ざいます。また、今後電子決裁そして文書管理シ

ステムを導入する予定でございます。そして、公

民館などの出先機関と支所、本庁間等の文書、移

送に係る人件費の縮減も含めまして、これ以上の

効果が出てくるというふうに考えているところで

ございます。 

 また、目に見える効果だけでなくて、新しい職

場の環境そしてＩＣＴ、情報通信技術などの活用

の中で、会議そして打ち合わせの機動性の向上や

他課職員とのコミュニケーション交流の多様化や

活性化、そして個人で集中できるスペースの利用

などによりまして、業務効率の向上そして時間の

短縮、質の向上等々の効果が上がっているという

ふうに考えております。また、そうした積み重ね

の中で、先進的な事業の中の取り組みも行われて

おりまして、そういった中でも新しい業務スタイ

ルが定着しつつあるというふうに考えているとこ

ろです。 

 また、視察のお話がありましたけれども、新し

いオフィスになりまして、外部の方からの視察も

ふえております。そういったことで、西予市を全

国的に発信するといいますか、アピールする、そ

ういった機会にもこのオフィス改革がなっている

ということでございまして、そういった面での効

果も上がっているというふうに感じているところ

でございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 財源の問題とかいろいろ

ありましたけども、質問いたしております市民に

向かっての対応であるか、事務合理化なのかとい

う話でございますけども、今のお話聞きますと、

事務の合理化というのが先に走ってるという感じ

がいたします。 

 私、財源についてでございますけれども、１７

０万円の財源がある程度減少してるといいますけ

ど、視察行って、どこ行ってもそうですけれど

も、特にマイクロソフトさんなんかは、財源が減

るということはない、そんなに、ペーパーレスを

やってもペーパーは少なくなるけれども、それに

応じた形のこの大きな時代のＩＴの流れの中で、

いろんな会議、そういうものをするのが財源が下

がるのではなしに、合理化そして時間が短縮する

ことによって労働時間の短縮ができる、そちらの

ほうに目を向けるべきではないかと、私はそのよ

うに思っております。そして、総務省のほうにも

行きました。９階は西予市の４階と全く一緒のレ

イアウトでございます。それは、言いますのは、
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もちろん今までの職員で書類で顔が見えないよう

に書類をどんと積んで、そういうのを今からはや

めていこうと、これは近代機器のパソコンだと

か、伝達方法が変わったとか、そういうことでな

されるわざでございます。９階は４階と全く一緒

です。６階に行って６階視察させていただきます

と、あのようなレイアウトではなしに、しっかり

としたもう今のように並べとって書類がないと。

どちらがいいかはまた総務省も試験的にやってる

というようなところでございます。そして、決裁

方法につきましても、お聞きしたらいいんですけ

ど時間がございませんので、先に言わせていただ

きますけども、決裁もそういうものがあるんで、

一つ一つ決裁を上げていって、長く各部課長、課

長補佐、係、全部の決裁をするんではなしに、総

務省では課長と局長ぐらいがやって、あとはもう

タブレットだとかパソコンで見るというような形

をとっていくんだというような形になりつつあり

ます。 

 そこで、お尋ねしますが、事業をやってます

と、組織の中で報・連・相というものがございま

す。報告、連絡、相談、これを現在西予市の中で

は決裁方法を含めてどのようにしていくのか、ま

ずお尋ねをいたします。 

○議長 宗企画財務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ただいま内部の決

裁の方法をどういうふうに進めていくのかという

ふうなお尋ねがございました。 

 現在は、紙ベースでの決裁を行っておるとこで

ございます。それぞれの段階に応じて押印をして

決裁をするというふうなことでございますけれど

も、平成２９年度中に電子決裁を導入したいとい

うふうに考えております。ただ、全てのものを電

子決裁をするというふうなことはこれはなかなか

一度にはすることは難しいと思いますので、徐々

に段階を踏んで電子決裁をしていきたいというふ

うに思っておりますけども、そのことによって時

間的な短縮が図れますし、また効率的な業務が図

られるということでございますので、そういった

ところを目指していきたいというふうに思ってお

ります。 

 それと、誰のためにこういった業務をするのか

というふうなお尋ねが当初にございましたけれど

も、これが市民のための対応なのか、もしくは事

務合理化のための改革なのかというふうなお尋ね

でございました。市が進めるオフィス改革、業務

改革は、事務の効率化や人件費の削減を含めた縮

減といいますか、内部改革だけではなくて、職員

の意識改革を含めまして、職員一人一人の生産性

を上げることによりまして市の魅力向上や市民サ

ービス、そして満足度の向上というふうなところ

を目指すものでございますので、オフィス改革そ

して働き方改革の最終的な受益を受ける方はまさ

しく市民の皆様であろうというふうに考えており

まして、今後もそのよりよい行政サービスの提供

に向けて努めていきたいというふうに考えている

とこでございます。 

 以上でございます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 市民の意識改革も必要だ

ろうと思いますが、まずは職員の意識改革という

ことを取り組んでいただけるということでござい

ますが、最終的にこのオフィス改革はどこを目指

してるんか、先般東京のほうへ、豊島区、マイク

ロソフトそれから総務省に勉強に行きまして、研

修に行きまして、思ったことは、早く決めて早く

実行する、企業ベースではこれが一番うたわれて

る課題でございますけども、これからの自治体も

早く決めて早く実行することが市民ベースで市民

の住民サービスになる、市民サービスになるので

はないかと思っております。 

 市長、実際は総合福祉会でやってた決裁方法、

そして現在市長になられてこの決裁がまどろっこ

しいと思いませんでしょうか。市長、いかがです

か。 

○議長 管家市長。 

○管家市長 ただいまの酒井議員から決裁のスピ

ード感についてのご質問がございましたけれど

も、段階的には結構決裁を今判を押す段階は確か

にありますけれども、それぞれがスピード感を持

って業務に当たっていると私は思いますし、た

だ、今後電子決裁も含めていろんな改革の中で、

やはりスピード感というもの、そしてスピード感

とともに行政というのは法に基づいた業務、それ

と平等性というものを担保しながら行わなければ

なりませんので、そのあたりをできることを職員

の能力を向上する中でスピード感を持った行政執

行に当たりたいと、そのように思ってるところで

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 議会のほうでもペーパー

レス化を進めようと、前藤井議長のもとで発案い

たしまして、現在タブレットを入れていろいろな

決裁というか伝達方法をやらせていただいており

ます。ファクスが私どものほうへしょっちゅう来

てましたけども、これも本当スピード感があっ

て、タブレットのおかげで早く伝達方法がとれる

と、こういうように実感をいたしております。そ

して、これらペーパーレスになってるかどうかと

いうことは、いろんな先進地へ行きますとまだま

だその過程でございますので、これからの議会も

私のようにこういうＩＴとかそういうのが苦手な

年寄りでも、これからはやっていかなければ生き

ていけない、そのような時代になりつつあるんで

はないかと、かように思っております。 

 時間も進んでおりますので、それと同時に、今

回明浜支所と野村支所の建設が計画されておりま

す。これについてのワイヤレス、そして市民応対

のレイアウト、４階のようにするのか、設計段階

に入っておると思いますので、その点についてお

聞きをいたします。 

○議長 道山明浜支所長。 

○道山明浜支所長 ただいま酒井議員のほうから

ご質問ありました明浜支所建設についてのご質問

ですが、これにつきまして私のほうから答弁を行

いたいと思います。 

 まず、新しい支所の基本方針についてご説明さ

せてもらったらというふうに思います。 

 新しい明浜支所庁舎の建設につきましては、明

浜支所庁舎建設基本計画書に基づいて進めている

ところであります。この基本計画書の中に建設方

針としまして、利用しやすい庁舎、人に優しい庁

舎、機能的で効率的な庁舎、安全・安心な庁舎、

環境に優しい庁舎の５つの方針を立てておりま

す。 

 まず、１点目の利用しやすい庁舎では、住民の

利用が多い届け出や申請などの窓口サービスの利

便性を高めるため、ワンフロア集約型の窓口の導

入を図っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 次に、２点目の人に優しい庁舎では、高齢者や

障がい者、幼児連れの方など、誰もが安全・安

心、快適に利用でき、便利で利用しやすい施設と

するため、バリアフリーやユニバーサルデザイン

の導入を図っていきたいというふうに考えており

ます。 

 ３点目の機能的で効率的な庁舎では、適正な執

務空間を確保するとともに、今後の行政需要それ

から支所の役割、社会情勢の変化、先ほども言い

ました情報化の進展など、さまざまな変化に柔軟

に対応できる執務環境を図っていきたいというふ

うに考えております。 

 次に、４点目の安全・安心な庁舎では、耐震性

を確保し安心して利用できる建物とするととも

に、災害の発生時には災害対策活動の拠点として

市民の生活を守るため迅速な支援、復旧活動を行

える庁舎としたいと考えております。 

 最後に、５点目の環境に優しい庁舎では、自然

エネルギーの積極的活用や省エネルギー化、省資

源化の推進などを通じまして、環境負荷やコスト

の低減を図っていきたいというふうに考えており

ます。 

 新しい支所庁舎は、これまでの行政機能、執務

機能それから窓口サービス機能、市民交流活動機

能等のほか、特に防災機能の強化に努め、地震、

津波などの現地災害対策の中核施設として、救

援、救助活動などを迅速に行うなどの役割を有す

る庁舎にしたいというふうに考えております。 

 また、これからの庁舎につきましては、現在西

予市が取り組んでおりますオフィス改革、つまり

事務の生産性を上げるための要素、それから効率

的な市民サービスを提供するための要素、さらに

は市民の方が安らげる要素を取り入れる必要があ

るというふうに考えております。 

 まず、生産性を向上するためには、まずは職員

にとって働きやすい執務環境が必要と考えており

ます。フリーアドレス化や無線ＬＡＮの整備、さ

らにはウエブ会議の導入等も考えております。ウ

エブ会議では、地理的に離れた本庁と支所間でイ

ンターネットを通じて映像、音声のやりとりや資

料の共有などを行うことができ、これによりまし

て経費の削減や移動時間が削減されることで、そ

の時間を本来の業務に充てることができるように

なり、業務の効率化や生産性の向上につながると

いうふうに考えております。また、情報共有の迅

速化にもなり、ひいては市民サービスの向上につ

ながるというふうにも考えております。また、市

民の皆様が気軽に手続や相談ができるように、カ

ウンターなどの仕切りを極力除いた利用しやすい
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環境や、市民の皆様が支所へ足を運んでいただけ

るようなくつろぎと安らぎを与えられるような環

境のほうも整えていきたいというふうに考えてお

ります。 

 さらに、当市では先ほども説明ありましたが、

電子決裁や文書管理システムの導入を進めており

まして、電子決裁は７月から、それから文書管理

システムにつきましては１０月からの本格運用開

始のほうを予定をしております。これらによりま

して、これまでより迅速な決裁処理、または文書

管理が可能となり、事務効率の向上や書庫スペー

スの削減が期待されるところであります。 

 いずれにしましても、新しい支所庁舎の建設に

つきましては、現在本庁４階フロアで行っており

ますモデルオフィスの検証結果も踏まえ、これま

で述べてきました内容を精査いたしまして設計の

中に生かし、行政の内部では事務効率が向上す

る、また市民の皆様にとっては利用しやすく、質

のよいサービスが受けれる庁舎を建設したいとい

うふうに考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 尾下野村支所長。 

○尾下野村支所長 野村支所の対応についてでご

ざいますけども、地方自治体等の行政機関におき

ましては、効率的で質の高い行政運営が求められ

ており、公務員のワークスタイル変革の重要性が

高まっているところでございます。 

 新しい野村支所庁舎におきましては、窓口業務

の改革といたしまして、事務手続をワンフロアに

集約をして、住民サービスの向上のためワンスト

ップサービスを取り入れる必要があると考えてい

るところでございます。 

 また、先ほど明浜支所長の答弁にありましたよ

うに、テレビ会議システムの導入や平成２９年７

月から電子決裁システム、１０月から文書管理シ

ステムが本格稼働を目指して現在準備を進められ

ておりますが、このことによりまして事務処理の

効率化、スピード化が図られ、支所におきまして

も同様の効果を期待してるところでございます。 

 いずれにいたしましても、そういった取り組み

はもとより、本庁１階あるいは４階の取り組みを

検証しながら、窓口利用の利便性を高め、市民の

皆様からよくなったと実感できる庁舎にしたいと

考えておるところでございます。 

 以上、野村支所の答弁とさせていただきます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 本庁そして明浜支所、野

村支所が計画されて、ワイヤレスになって、電子

決裁そして会議につきましても、会議室の順番と

り合うんではなしに、本庁へ上がってお互いがス

ケジュールを調整しながら現在やってる会議が、

野村支所、明浜支所が建ったころには、もうテレ

ビ電話とか、そしてインターネットで会議をして

決裁を早くさす、そして早く決めて早く実行す

る、これが一番の市民サービスであるということ

で私は思っております。これを実現するために

は、市民に戸惑いがないような施策を、教育を、

もちろん職員教育は当たり前でございますけど

も、市民に戸惑いがないような形の施策を今後考

えていかなければならないと思いますが、いかが

でございましょう。 

○議長 宗企画財務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ただいま市民に戸

惑いがないような対応が必要だというふうなご質

問いただきました。 

 これまでも、職員の資質向上を図り可能性や能

力を最大限に引き出すとともに、職員のやる気、

向上心を高め、組織としての活力の向上を目指し

まして、西予市人材育成基本方針というふうなも

のを策定をしておりまして、その人材育成に努め

ているというところでございます。 

 今後も、ただいまありましたようなオフィス改

革の推進等を通じまして、職員一人一人が常に向

上心や意欲そして問題意識を持って仕事に取り組

み、さまざまなニーズに応えていくというふうな

ことを進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 また、改革の取り組みのための教育であります

けれども、第２次総合計画の中でも掲げておりま

す。改革は常に繰り返して行わなければいけない

というふうなことでございますので、今後も継続

した教育そして内部研修を進めていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 明浜支所、本庁それから

野村、新しく建つであろうと思いますけれども、

その点、城川、三瓶の結局ワイヤレスだとかそう

いう対応についてお尋ねすると同時に、今回城川

支所長、三瓶支所長、本年で退職だということで

62



 

 

ございますので、あわせてお聞きをいたします

が、今までの長年の勤務ありまして、今後の城川

町、三瓶町の抱負なり自分の感想がありましたら

お聞かせを願いたいと思います。 

○議長 田村城川支所長。 

○田村城川支所長 オフィス改革に関連いたしま

して、城川支所の考え方だと思いますが、ご答弁

させていただきます。 

 まず、城川支所の現状でございますけれども、

平成２３年度に総合支所方式から本庁支所方式に

移行されておりまして、事務所はワンフロアにて

窓口対応を行っているところでございます。複雑

化、専門化する地域課題に対応できる体制と、機

能の集約化を図ることも重要でございますが、支

所においては、地域の方にとって最も身近な行政

の窓口であり、支所の果たす役割は今までと変わ

ることはないと思っております。したがいまし

て、城川支所のオフィス改革については、本庁で

の検証結果や職員体制、本庁と支所の業務の見直

しなど、これからの行政を見ながら対応していき

たいというふうに考えております。 

 次に、私が経験いたしまして、これからのまち

づくりについてでございますが、地域の特性や地

域資源を生かした個性あるまちづくりをするため

に、地域発せいよ地域づくり事業とジオパークの

推進が大切だと考えております。城川には、４つ

の地域づくり組織がありますけれども、それぞれ

の地域で自分たちの地域を自分たちの手でを基本

理念といたしまして、地域課題の解決に向けた取

り組みをしているところでございます。また、ジ

オパークにつきましては、認定後さまざまな取り

組みがなされておりますが、ジオパークの推進が

全市的に広がりまして、産業振興や地域振興につ

ながることを期待しておるところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長 西本三瓶支所長。 

○西本三瓶支所長 それでは、酒井議員のご質問

にお答えをいたします。 

 三瓶支所は、城川支所と同様に平成２３年度に

総合支所方式から本庁支所方式に移行され、当支

所も現在地の保健福祉センターに移動をしており

ます。窓口対応を含め、職務のほうはワンフロア

で行っておるところでございます。第２次総合計

画のテーマに変革、それこそ夢と希望をかなえる

唯一のすべであるとあるように、職員の働き方改

革、コミュニケーションの活性化を図ることは市

民の満足度の向上につながり、地域課題に対応で

きる体制と機能の集約を図る上でも非常に重要で

す。地域の皆様にとって最も身近な行政の窓口は

支所であり、その果たす役割は常に地域の皆さん

とともに進むものであると考えます。支所におけ

るオフィス改革については、本庁４階フロアで行

われておりますモデルオフィスの検証結果や職員

体制、本庁と支所の業務の見直しなどの動向を見

きわめながら検討していきたいと考えておりま

す。 

 次に、これからのまちづくりについてでござい

ますが、西予市綱領八策の基本理念を踏まえつ

つ、地域の特性や資源を生かしたまちづくりを行

っていきたいと考えております。地域の宝と言え

る愛媛県有形無形民俗文化財の指定を受けており

ます伝統芸能の朝日文楽、そして海をジオパーク

と有機的に結びつけた取り組みが大切だと思って

おります。昨年度、四国西予ジオパークの大地の

遺産と伝統芸能やツーリズムを活用して、地域経

済の振興と文化の発展に寄与する目的で三瓶町活

性化検討会を立ち上げております。現在、滞留型

交流人口をふやす取り組みとして西予市観光協会

三瓶支部で４億年前の地層を見て触れることので

きる須崎海岸の散策と朝日文楽の鑑賞をメーンと

した三瓶からの贈り物と桜に染まるせいよ２日間

という１泊２日のモニターツアーの募集広告を行

っております。四国西予ジオパークを活用した取

り組みを三瓶地域の活性化と西予市の発展にどう

結びつけていくかを活性化検討会と連携を深めな

がら、多くの皆さんに三瓶地域を訪れてもらえる

よう地域の魅力の発信に努めていきたいと考えて

おります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 田村支所長さん、西本支

所長さん、長い間ご苦労でございました。改めて

お礼を申し上げます。 

 そこで、オフィス改革の最終的な形が少しずつ

見えてくるように思います。これは、時代の流れ

でやるべきことであるということでございまし

て、そして機器を利用した形で会議とかそういう

ものをやっていく、ただしこれで人間性が非常に

なくなる可能性がありますので、そのあたりはし

っかりと気をつけてオフィス改革をやっていただ
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きたい、かように要望をいたしておきます。 

 続きまして、本来であれば２番目の高齢化社会

の対応についてということで質問したいわけでご

ざいますけども、長くなりますので先にドクター

ヘリについてお尋ねをいたします。 

 ドクターヘリにつきましては、昨日も新聞にも

出ておりまして、第１回の救急運航が西予市であ

ったというような記事も出ております。問題点も

書いておりました。私思いますのは、第１回目は

多分愛南町で訓練をしてて、そこへ西予市に事故

があって飛んできたというようなことであろう

と、このように聞いております。西予市の運航に

ついてどのような場合にどのような手順で、どの

ような場所で誰が判断しながらやっていくのか、

例えば田之浜でそのような事案があったとき、大

野ヶ原で事案があったとき、三瓶で事案があった

とき、それぞれ対応が違うと思いますけども、西

予市の中での判断、対応はどのようにされるの

か、先ほどしましたどのような場合、どのような

手順でどのような場所でということをお尋ねをい

たします。 

○議長 西川消防本部消防長。 

○西川消防本部消防長 ただいまの酒井議員のご

質問にお答えをいたします。 

 まず、ドクターヘリと申しますのは、救急医療

に必要な医療機器等を搭載したヘリコプターで、

救急現場等へ医師や看護師を派遣して、生命の危

険がある患者さんに速やかな初期治療を行い、医

療機関へ搬送することで救命率の向上や後遺症の

軽減を図ることを目的とされております。愛媛県

では、ことしの２月１日からの運航を開始をいた

しております。ドクターヘリを要請できますのは

消防機関に限られておりまして、あらかじめ定め

られた出動要請基準に該当するか、消防機関、こ

れは通信指令員や救急隊員になりますが、患者さ

んの生命の危険にかかわると判断した場合にはド

クターヘリを要請することができることとなって

おります。一例を挙げますと、先ほど言われまし

たように、先日県内で初めて当消防本部がドクタ

ーヘリを要請いたしましたのは、高速道路上での

車同士の正面衝突という事例でございます。この

ように、患者さんの状態だけではなく、その通報

された時点での事故の形態だけでも要請すること

ができるようになっております。このほか、転院

搬送、これは病院間の搬送でございますが、この

ような場合にも使用ができることとなっておりま

す。要請は全て消防機関からの要請となっており

ます。 

 続きまして、どのような手順で要請するのかと

いうことでございますが、ドクターヘリを要請す

るには、まず消防機関、先ほど申しましたように

通信指令員、救急隊員などが出動要請基準に該当

すると判断いたしますと、ホットラインで運航管

理者へ通報をいたします。通報を受けた運航管理

者は患者さんの情報や出動場所の気象情報等を検

討して、出動の可否の決定をいたします。出動の

決定を受けますと、消防機関がランデブーポイン

ト、これは患者さんを救急車からヘリコプター

に、ドクターヘリへの引き継ぎ場所として指定し

ている場所でございますが、ドクターヘリと救急

車がランデブーポイントで合流をいたしまして、

合流後救急車内でドクターヘリによる初期治療が

行われ、初期治療終了後に搬送を開始することと

なっております。患者さんの搬送先病院はドクタ

ーが決定をいたしますので、基本的には愛媛県立

中央病院、または愛媛大学医学部附属病院となり

ますが、３次救急病院である市立宇和島病院の搬

送となるようなこともございます。 

 続きまして、どのような場所にかということで

ございますが、これはドクターヘリのランデブー

ポイント、先ほど申しましたように患者さんを救

急車からドクターヘリの引き継ぎ場所へのことか

と思いますが、これを臨時ヘリポート、臨時離着

陸場と申します。臨時ヘリポートは許可申請が簡

易でありまして、使用するときだけヘリポートを

管理すればよいので、国内で最も多く利用されて

おります。ランデブーポイントは現在愛媛県内に

２２１カ所が登録をされておりますが、西予市内

では１８カ所は登録をされております。広い場所

が必要となりますので、ほとんどがグラウンド、

野球場、そういう場所となっております。このラ

ンデブーポイントは今後も申請を行いまして、登

録地点をふやしていく予定でございます。また、

登録しておりますランデブーポイント以外へも離

着陸は可能となっておりますので、より現場に近

い駐車場や道路上などをランデブーポイントとし

て設定することも可能となっております。なお、

災害などによりドクターヘリを要請した場合は、

緊急運航となりますので航空法の適用除外とな

り、離着陸の許可申請は不用となっております。 
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 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 もう一点お尋ねいたしま

すが、ランデブーポイント、なかなかそう言いま

しても一般市民にはそうわかりにくいんですよ。

要するに、臨時ヘリポートは、例えば１８カ所あ

る分で、例を挙げましたら西予市の中で明浜町は

どことどことどこなんですか。 

 そして、もう一点だけ聞きます。判断をしてこ

の人は緊急搬送が必要だといったときには、例え

ば田之浜でそういう判断をしたときには、どうい

う経路で県立中央病院へ運ばれるか、それだけを

お聞きしときます。野村、城川いろいろありまし

ょうけども、明浜の例、一例だけ説明を願ったら

と思います。 

○議長 西川消防本部消防長。 

○西川消防本部消防長 ただいまのご質問にあり

ました明浜町内でございますが、明浜町内で臨時

離着陸場として登録をいたしておりますのは、明

浜きゃんぱ、明浜運動場、旧狩江小学校、以上３

つが明浜町の臨時離着陸場として登録をしており

ます。 

 田之浜でありました場合には、一番近いところ

へ運びますとか、ほかに近くに広い場所があれば

そこも活用することといたしており、ランデブー

ポイントとして運航管理者のほうへ連絡をいたし

まして、そこで収容をすることも可能となってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 多分今後、田之浜が一番

遠くて、高山でしたら田之浜が一番遠いんで田之

浜にないというのは私は腑に落ちませんけども、

今後随時ランデブーポイントとして持っていくん

であろうと、こういうように期待をいたしており

ます。 

 続きまして、高齢化社会の対応についてをお尋

ねをいたします。 

 私はけさ家内と朝食をしながら、７０を過ぎた

ときにこれからどうなるんだろうと。本年度は本

当に西予市葬式が多いです。私も１、２月非常に

多かったです。そういう不安を抱えながらいつか

は人は逝く、死んでいくんだという世界の中で、

９月に一般質問しました数字とか捉えますと、現

実には約１万６，０００人の６５歳以上の方が今

西予市におられます。そして、今回日本老年学会

の１月５日に７５歳を高齢者とすると、してはど

うかというような発表がございました。それにつ

いてご意見を伺います。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 酒井議員お尋ねの日本老年

学会の意見をどう考えるかということでございま

すが、本年１月５日に発表されました高齢者の定

義と区分に関する日本老年学会と日本老年医学会

の高齢者に対する定義検討ワーキンググループか

らの提言が今注目をされているところでございま

す。 

 この提言では、従来からの高齢者の定義を６５

歳以上から７５歳以上に変更することとしており

ます。その内容をもう少し具体的に説明をいたし

ますと、６５歳から７４歳を准高齢者、７５歳か

ら８９歳を高齢者、９０歳以上を超高齢者として

区分をしておるようです。この定義は、主に先進

国の高齢化事情を念頭に置いて区分、提言された

ものではありますが、この提言の裏づけとして近

年の高齢者の心身の健康に関する数々のデータを

検討した結果、現在の高齢者においては１０年か

ら２０年前と比較して加齢に伴う身体的機能変化

に若返り現象が見られ、従来高齢者とされていた

６５歳以上の人でも、特に６５歳から７４歳の前

期高齢者においては心身の健康が保たれており、

活発な社会活動が可能な人が大多数を占めている

とのことであります。 

 参考といたしまして、現在の高齢者の定義、６

５歳以上とこのたびの提言による高齢者の定義、

７５歳以上との当市の１月末人口３万９，６８５

人に対する高齢化率の比較をしてみますと、従来

の６５歳以上が１万６，２２８人で４０．９％、

提言による７５歳以上が９，３７１人で２３．

６％という数字になり、当然現在の高齢化率が大

幅に下がることとなります。市といたしまして

も、この提言を受けて今後高齢者の定義に関する

議論が深まり、どう展開するのか、また年金等を

含めた社会保障制度との関連性も含めて注視して

いきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 私もちょうど実の父が死

んだときの年になりまして、それを比べてみます

と、現在私のほうが何ぼも元気やなと思います。
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先ほども載っておりましたけども、生理的にも１

０歳伸びておりますし、介護につきましてもそう

いうものにつきましても、歯の寿命の残ってる分

そして瞬発力、そういうものも大体１０歳ぐらい

伸びてるというデータが出ております。ですか

ら、そうであろうと思いますけども、この西予市

に４１％になろうとしている６５歳以上の人たち

の不安、これをどのように取り除いていくのか、

生きがいをつくっていくのか、このあたりが非常

に見えてきません。昨年の９月にこの高齢者社会

の対応について質問しておりますけれども、まず

時間もございませんのでお尋ねしますが、老人ク

ラブの充実を前回質問をいたしております。老人

クラブの予算が４２２万１，０００円、昨年はあ

りました。本年は、当初予算を見ますと、４０７

万２，０００円になっております。市長が７つの

大きな所信表明をされました。その中に、４１％

になろうとしているその人たちに目を向ける施策

はないのではないかと、こういうように危惧いた

しますが、いかがでしょう。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 ただいまの酒井議員のお尋

ねでございますが、老人クラブの補助金につきま

しては、９月の第３回定例会の一般質問の折に平

成２７年度の実績を報告させていただいておると

ころでございます。平成２９年度予算につきまし

ては、平成２８年度実績により減額となっており

ますが、前回も説明したとおり、積算の方法が変

更になったものではありません。年々会員数が減

少しておりますが、わずかではありますが、休会

中であったクラブが来年度から復活する動きも出

てきているところでございます。いずれにいたし

ましても、市内において最大の民主団体である老

人クラブの役割は今後重要性を増していくものと

考えております。市といたしましても、今後老人

クラブの皆様とさらに連携を強化して、高齢者の

元気づくりと生きがいづくりを支援していかなけ

ればならないと考えておるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 老人クラブ、お互いがお

互いの民主団体でございますので、それは自主努

力ということが最終目的になろうと思います。思

いますけれども、三瓶が５１％を超えてる、そし

て明浜も４５％ぐらい加入率、そして城川が２２

ぐらいだったと思います。野村はもうちょっと高

いですけど。そのあたりをやはりてこ入れしてし

っかり老人クラブを充実する、そして明浜におい

ても４５％にいってるとこでも、老人会長を引き

受けるという方がおられないんですよ、なかな

か。きょう、俵津老人会の役員さんの方が傍聴に

来ていただいておりますけども、こういうものに

対して民間団体で自主団体であるけれども、行政

が４１％を超えようとする団体に対してやはり気

配り、てこ入れが必要であると思います。ハード

の部分については、介護保険、要介護、これが

４，０００人ぐらい、多分今１万６，０００人の

中に４，０００人ぐらいおられると思います。そ

の中で、６５歳以上で就業されてる方が５人に１

人でございますので、あとの残りの人たちにどう

いう生きがいをつくり上げていくか、施策として

考えるべきではないかと私は思っております。 

 そこで、時間もございませんので、シルバー人

材センターというのがございます。これは社団法

人でございますけれども、国の施策の中で６０歳

以上の働き口、そういうものを構えてる団体でご

ざいますけれども、前回も時間がなくなりまして

詳しくできませんでした。現在、三瓶を中心にや

っておりますので、三瓶そして宇和の会員の方が

多ございます。これを野村、城川、明浜にしっか

りと根づいていくようなシルバー人材センターに

するように協力はできないものでしょうか、お尋

ねをします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 平成２８年３月現在の会員

数１５９名のうち、旧町別の会員数につきまして

は、宇和地区が７８人、三瓶地区が５３人、野村

地区２３人、明浜地区３人、城川地区２人となっ

ており、旧町別の受託実績につきましても会員数

に比例して明浜、城川地区につきましては、受給

件数がかなり少ない状況となっております。酒井

議員のご指摘のとおりでございます。そのような

中に、平成２７年の介護保険制度改正に伴う地域

包括ケアシステム構築における生活支援の仕組み

づくりについて全国的に注目が集まっているとこ

ろでございますが、明浜、城川地区につきまして

も、ちょっとした生活支援があれば在宅で安心し

て暮らし続ける高齢者の方が多数存在しており、

そういった方々への支援体制につきましても、今

後のシルバー人材センターに期待をしているとこ
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ろでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 シルバー人材センターの

６０歳から国の制度でございます。このＷＨＯ

は、高齢者というのは６０歳からでございますの

で、それを基本にされたんだろうと思っておりま

す。６５歳からの人たちも会員が入りやすいよう

な形にしていただく、そのようなご助力をお願い

したい。そしてまた、労働人口、今西予市におき

ましても若年労働人口が減っております。このあ

たりを４１％になんなんとしている、そしてその

中で介護を受けてない方、５人に１人に就業して

ない方、この方々に就労のチャンスをもっと構え

れるように、ひとつ窓口を広げる努力を行政が力

をかしてあげてください。私はそれをお願いしま

して、一般質問を終わります。非常に年寄りはひ

がみっぽいもんでございます。トルストイの言葉

ではございませんけども、子供には全ての未来の

可能性があるという言葉がございます。年寄りは

とかくひがみっぽくなりますので、施策をしっか

りと日を当てていただきますようにお願いを申し

上げまして、私の一般質問を終わらせていただき

ます。本日はどうもありがとうございました。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０

時０１分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１０時１

５分） 

 次に、５番中村一雅君。 

 中村一雅君。 

○５番中村一雅君 改めましておはようございま

す。議席番号５番中村一雅です。 

 議長より発言の許可をいただきましたので、一

般質問通告書、会議規則及び申し合わせ事項に従

いまして、一般質問をさせていただきます。 

 質問に入ります前に、二言、１つ目は２月６

日、野村町予子林において大規模火災で被災され

ました９世帯１７名の方々に心からお見舞いを申

し上げますとともに、一日も早い復興を祈念いた

しております。２つ目、私個人のことでございま

す。昨年、初出馬をいたしまして、議席を得まし

た。三瓶の水を守る会の会長より出馬要請を受け

まして立候補を決めたのが、去年の３月７日、き

ょうのことでございました。早くも１年たつのだ

という思いでここに立っております。三瓶の水を

守る会の趣旨に沿って立っておりますので、その

使命を忘れずに今後ともあの産廃焼却施設の動向

につきましては引き続き注視してまいりたい、そ

のように考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 では、一般質問に入らさせていただきます。 

 まず１つ目、小学校のスクールバスの運行につ

いてでございます。宇和町もこの春から皆田小学

校と明間小学校が統合されてスクールバスの運用

が始まるというふうに聞いております。宇和町を

除く他の４町に関しましては、一足早く統合があ

りましたのでスクールバスの運用がなされている

と思います。そこで、各町のバス停の設置状況と

いうものを教えていただいたらと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 中村一雅議員にお答えをいたしま

す。 

 小学校のスクールバスにつきまして各町のバス

停の設置状況、これのお尋ねでございます。 

 現在、市内小学校のスクールバス停留所は、明

浜町、２路線ありますが１１カ所、野村町、７路

線で４０カ所、城川町、４路線で２６カ所、そし

て三瓶町、２路線で１３カ所の計９０カ所ござい

ます。 

○議長 中村一雅君。 

○５番中村一雅君 各町特徴がありまして、城

川、野村のほうでは人家がまばらに点在していま

すのでバス停の数が比較的多い。それに比べまし

て、三瓶、明浜のほうでは人口密集している部落

が点在しているということでバス停は比較的に少

ないのかなと、そのように思っております。バス

停には、待合所があるところと、路上で子供たち

が待っているところというふうな状況に違いがあ

ると思うのですけれども、今教えていただいたバ

ス停の中で待合所を設けているところは何カ所あ

りますでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 バス停のうち待合所を設けている

ところですけれども、市内に２６カ所ございま

す。 

○議長 中村一雅君。 

○５番中村一雅君 バス停の全体数の割に待合所

を設けてる箇所は少ないような印象を受けまし

た。野村町においては、行政ではなくて地区のほ
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うで、自治会のほうで待合所を設定しているとこ

ろもあるやに聞いております。その中で、雨風を

しのげる場所が一つもない、あ、１つあると。野

村のほうで自治会が自発的に雨風をしのげるよう

に、子供たちがかわいそうだからといって屋根を

設置したところがあるやに聞いております。地域

の子供は地域の手でという考え方で非常にすばら

しいと思うのですけれども、これは考えようによ

ってはやはり行政のほうも取り組むべき事柄では

ないかなと、そのようなことを思ったりいたしま

す。冬が去りまして、雪が降って子供らが寒うて

たまらんなという時期は過ぎてまいりました。し

かしながら、やはり雨は降りますし、台風シーズ

ンになったら私の地元の三瓶でもやはり子供たち

がバスを待つ間、たとえ５分であっても少しかわ

いそうだなというふうに地域の方々が見られると

いうことはあろうかと思います。そこで、雨風を

しのげる構造物を行政のほうで、難しいとは思う

のですが、１つずつ設置していただけるようなそ

のような計画はございますでしょうか。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 先ほど申し上げました２６カ所の

待合所ですけれども、これはいずれも雨風はしの

げる構造となっております。そのうち、既存の路

線バスの停留所を利用しているものが２１カ所ご

ざいます。また、中村議員ご指摘のように、スク

ールバスの運行を機に地域で児童のために新規に

設置された待合所が５カ所ございます。西予市と

して、スクールバスの運行を機に新規に待合所を

設置した箇所はありません。これまで教育委員会

といたしましては、待合所の設置の必要性はない

のではないかというふうに考えてまいりました。

これは、スクールバスの停留所において児童のバ

スの待ち時間というのはごく短いものと考えられ

ていること、それからスクールバスの運行ルート

というのは利用する児童の状況に応じて見直すこ

とと想定しておりまして、停留所も児童の自宅に

近接した場所に機動的に設定することを想定して

いたからでございます。しかしながら、さきにご

紹介をいたしましたように、地域によっては資金

を出し合って待合所をつくられたところもあると

いうことでありますし、また今回中村議員から温

かいご提案もいただいたところでございます。子

育て支援という意味におきましても、今回改めて

学校を通じて保護者、地域のご要望を再確認し、

ご指摘のような視点に立って待合所の設置につい

て検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長 中村一雅君。 

○５番中村一雅君 前向きな答弁ありがとうござ

いました。 

 余談でございますけれども、地元の支援者とい

うか保護者の方の中には、春休み、夏休みには休

みだからスクールバスは運行しない、プールの送

り迎えはするのだけどみたいなことを少しご不満

があるように漏れ聞いたことがございます。以前

でしたら学校がすぐ近くにあって、私の子供のこ

ろでしたら歩いて学校のグラウンドまで遊びに行

けよったんだけれども、統合されて遠くなったた

めにスクールバスで行けなければ宇和島バスを利

用して学校まで行かんといかんのだというような

環境の変化がございます。これはやはり統廃合に

伴う環境変化でありますので、春休みや夏休みに

も学校へ行きたいなと思ったら行けるような環境

があればいいなと、そのように、少し余談ですけ

れども、意見をさせていただいたらと思います。 

 以上でございます。 

 では、続けます。 

 続きまして、中学校のスクールバスについてお

尋ねをいたします。 

 現在、部活動において、土日の、対外試合、遠

征に行く部活動もあると思うのですけれども、そ

の際にスクールバスを対外試合や遠征に使用され

ているケースはありますでしょうか。今の現状と

今後の使用形態について市側の見解をお尋ねいた

します。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 お答えを申し上げます。 

 スクールバス、これは生徒の遠距離通学の負担

軽減を目的にして整備したものであります。が、

通学のほかにも学校行事に利用することはできる

こととしております。そのため、授業の一環とし

て参加をしております西予市学校体育会あるいは

中学校体育連盟などが主催する大会、例えば市の

総体、市新人戦それから愛媛県中学校総合体育大

会、こういった行事には利用をいたしております

けれども、部活動の対外試合や遠征に使用してい

るケースはないのが実情であります。学校の活動

には、学校が編成をいたしました教育課程に基づ

く授業のほかに、生徒が自由な意思に基づき参加
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する部活動があるわけですけれども、現状はこの

うちで学校活動の中心で、かつ全生徒を対象にす

る授業、これにはスクールバスの利用を認め、部

活動については生徒の自主活動として基本的には

生徒そして保護者の負担や支援、これに委ねよう

とする考え方で運営をしております。スクールバ

スはこれ運行を外部に委託をしております。運行

時間に応じまして費用が発生してまいります。休

日に運行する場合は、平均１時間当たり２，５０

０円余りというようなことになっておりますけれ

ども、こうしたことを考えますと、現行の使用形

態というのはそれなりに筋の通った合理的なもの

ではないかというふうに考えております。ちなみ

に、近隣市町の運用実態を見ましても、同様の基

準で運用をしている例がほとんどであります。し

かしながら、小学校の再編が進みましてスクール

バスの保有台数が増加する中で、市の財産であり

ますスクールバスをもっと活用したい、もっと活

用できるのではないかといった声が学校関係者や

あるいは広く市民の皆様から上がってくるという

ことはこれも、またもっともなことであろうとい

うふうに考えております。 

 教育委員会といたしましては、今後とも現場の

ニーズを的確に把握するとともに、どういった活

用が望ましいのか、また可能なのか、あるいはど

こまでの利用であれば公費で負担することに市民

の皆様のご理解が得られるのか、あるいはスクー

ルバスが遠距離通学のある学校に偏在をしており

ます。宇和地区にはございません。そうした中

で、学校間の公平は保たれるのかと、こういった

点を勘案しながら検討をしていきたいというふう

に考えております。さらに、さきに井関議員の代

表質問に宗企画財務部長が答弁をいたしましたよ

うに、スクールバスをよりよい公共交通網の整備

のために活用できないかといった点につきまして

も、市長部局と協議を進めてまいりたいというふ

うに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長 中村一雅君。 

○５番中村一雅君 私もそうでしたけれども、子

供が中学校で部活に行っている、その土日の対外

試合とかは自分の車を活用して他の子供たちも乗

せて８人乗りの車を持っていましたので、送り迎

えをしていたということがございます。それは、

教育長言われますように、部活は子供たちの自主

活動なので親が送り迎えぐらいはせんとあかんの

だろうということは当然の意識としてありました

ので、特別行政に頼ってどうこうということはそ

のときにはございませんでした。ですけれども、

８人乗りの３列シートのミニバンを持っている、

それをスポーツ少年団とか、それから子供たちの

部活動のために購入するんだという親も少なから

ずいらっしゃった、それはスポーツ少年団の団長

を引き受けたからだとか、保護者会長になったか

らだとか、そういう経緯で購入する方もいらっし

ゃった。逆に、例えば母子家庭の方でそんな車は

買えない、だけれども子供は部活に行かせたい、

だからいつもお世話になっている、乗せられっ放

しなのだという負い目を、そういう気持ちを持っ

て、感謝はしていただくのだけれども申しわけな

いなというふうに考える方もいらっしゃいまし

た。なので、公平性ということで申しますと、そ

れはやはりスクールバスを活用していただければ

遠慮もなくて、そういう心理的な負担もなく、皆

さんが公平に乗って対外試合に行けるのになとい

うようなことを思ったりいたしました。なので、

今回の質問をさせていただいたと、そういう経緯

がございます。 

 再質問をさせていただこうと思います。 

 いつも親がほかの子供さんを乗せる、自分の車

に、そして運ぶということについて一番の危惧す

ることは、万が一の事故があった場合に誰がどう

するんならということでございます。そういう災

害については、独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンター法というのがございまして、学校管理下中

については災害に対する給付を行うというそうい

うセンターがございます。そこで、学校管理下中

とは、部活の練習試合を含めているのか除外され

ているのか、そこを再質問をお願いします。お答

えいただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 お答えを申し上げます。 

 学校管理下という範囲につきましては、おっし

ゃいましたように、これ国の制度として児童・生

徒が学校事故に巻き込まれた場合にその医療費あ

るいは見舞金を支給するというような制度が全国

一律にございます。これは、学校の設置者そして

保護者の共済掛金をもとに運用をしているもので

ありまして、その学校管理下と申しますのは、直
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接授業だけではなくて、学校活動に付随するさま

ざまな活動、これを幅広く対象にしておりまし

て、部活は当然のことながら通学でありますとか

その他の学校活動に付随する活動を広く対象にし

ております。おっしゃいました部活で遠征をする

場合、そうした場合は政令の最後にこれに準ずる

場合として文部科学省令で定める場合というのが

ありまして、これに該当するということで、省令

のほうで児童・生徒が学校以外の場所であって授

業それから課外指導が行われる場所、または前項

に規定する寄宿舎と住居の間を合理的な経路及び

方法により往復する場合というのが上げられてお

ります。直接具体的に確認はしておりませんけれ

ども、恐らくこの省令に該当するものと思われま

す。基本的に、学校活動に付随するものは幅広く

救済をしようというのがこの政令、省令の趣旨で

ありますので、恐らく対象になるだろうというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○議長 中村一雅君。 

○５番中村一雅君 幅広く救済していただけると

いうことで、部活動の練習試合あるいは対外試合

においても適用を受けるのだという答弁だと理解

いたしました、安堵いたしました。ありがとうご

ざいました。では、スクールバスについての質問

は以上とさせていただきます。 

 続きまして、３番目の子育て支援についてお尋

ねいたします。 

 管家市長は所信表明の中で、あるいは本年度の

当初予算の中でも子育て支援は重視するという大

きな施策の柱として掲げていらっしゃいますけれ

ども、西予市独自の子育て支援にかかわる、打ち

出されている施策をお尋ねいたします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 中村議員お尋ねのご質問に

お答えをさせていただく前に、けさ新聞を読んで

おりましたら、大洲市議会において議員さんのほ

うから市の施策について第３子も第１子も子供の

命には変わりはないがというような質問がござい

まして、市長さんが答弁されている記事を拝見を

いたしました。これからご回答させていただく中

にも第３子以降と言わせていただくのですけど、

第１子も第２子も第３子も大切な西予市の子供で

あり、ただ財源の問題等での第３子ということで

考えていただければありがたいなと考えておりま

す。 

 まず、国や県とは別に西予市単独で打ち出して

いる支援策についてでございますが、当市におき

ましては、合併当初から国の基準より減額した保

育料を算定し、保護者の負担軽減を図っておりま

す。現在、市単独の子育て支援策として保育料の

第３子以降無料化を行っております。これは、国

で定める第３子無料化の基準が世帯収入で約３６

０万円未満に対して当市では１，０００万円未満

の世帯を対象に第３子以降の保育料を無料として

おります。１，０００万円ということでほとんど

の世帯が無料であります。これにより、保護者負

担額は、国の基準額に対しまして平成２９年１月

末現在で６１．９％となっております。また、平

成２９年度からは新聞でも報道されておりますよ

うに、愛媛県の子育て支援新制度として紙おむつ

支給事業を実施する予定となっております。財源

につきましては、県が２分の１、市の持ち出しが

２分の１でございます。また、西予市において

は、県の事業の実施はもとより、さらに拡充して

西予市子育て応援券交付事業の実施を予定してお

ります。この事業は、少子化対策の一環として子

育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、安心

して子供を育てる環境の整備を図るため、１歳に

満たない乳児の保護者へ乳児に必要な子育て用品

の購入に使用ができる西予市子育て応援券を交付

するものでございます。応援券の交付金額は、平

成２９年４月生まれの子供さんの場合であれば３

万６，０００円で、その対象商品は、紙おむつや

粉ミルク、ベビー服などの子育て用品となってお

ります。今後も、西予市子ども・子育て支援計画

に基づいてさまざまな子育て支援を検討していく

中で、市民の皆様のニーズに耳を傾け、必要性、

緊急性を考慮しながら子育て支援の充実を図って

まいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 中村一雅君。 

○５番中村一雅君 第３子以降という答弁がござ

いました。子育てをするのは、なかなか子供がふ

えていくと大変なのだなと、うちも３人子供がお

りますけれども、やはりそれなりに重みがあった

なと思うんでございます。子供が欲しくてもでき

ないというご夫婦もございますのであれなんです

けれども、今現在西予市に５人以上の子供がいる

世帯というものはどのくらいあるのか、教えてい
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ただきたいと思います。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 西予市内に５人以上の子供

さんがいる世帯はどのくらいあるのかというご質

問でございます。 

 市民課に依頼をして、子供の対象年齢を１８歳

以下として西予市に住民票のある平成１０年４月

２日から平成２９年２月２３日生まれの子供さん

の世帯を、２月２３日現在で調査をいたしまし

た。その結果でございますが、子供が５人の世帯

が１５世帯、６人の世帯が３世帯、９人の世帯が

１世帯で、合計１９世帯ということでございまし

た。しかしながら、この統計は、例えば５人子供

がおるんですけど、大学へ行っとって西予市には

住民票は残してないよと、もう２２歳の男の子も

おるよというようなことで５人というのが入って

おりませんので、この１９世帯よりかはもう少し

実質は多いのではないかと思われます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 中村一雅君。 

○５番中村一雅君 意外に少ないなと思う、人そ

れぞれだと思うんですけれども、特殊合計出生

率、西予市においてはたしか前回の統計でうろ覚

えですけど、１．６７ぐらいだったと。全国平均

が１．４７だと記憶しておりますので、全国平均

よりは西予市は比較的に子だくさんなのだと。そ

れは、単身のデータも入っていたりするので、ご

夫婦においては２人、３人子供がおるよというと

ころはそんなに珍しくないのかなと思います。だ

けれども、これが５人以上となりますと、これは

なかなかすごいなというのが率直な感想でありま

して。 

 実は、私先日一つ機会を得まして、先ほど酒井

部長言われました９人の子供のいる世帯のところ

でご夫婦にお話を聞く機会をいただきましたの

で、少しご披露させていただいたらなと思いま

す。野村町にお住まいのご夫婦、旦那さんが３９

歳、奥さんが２つ下とそのようなところで、地元

の野村では、ああ、あの人かとすぐわかるような

ことではございます。９人いらっしゃいますが、

お一人目が１６歳の女の子、この子は今岡山県に

あります私立高校に通っていらっしゃるそうで

す。パティシエになりたいという夢がありまし

て、中四国では唯一そのパティシエを養成する製

菓科という科を持っている学校に通っていらっし

ゃると。２番目は１４歳の男の子、これは地元の

中学校に通っていらっしゃると、寮生活だそうで

す。３人目は１３歳、女の子、この子も地元の中

学校に通っていらっしゃって寮生活と。寮費はた

だなんだそうですね。４番目、１１歳、女の子、

小学校５年生、地元の小学校。５番目、９歳、女

の子、小学校３年生。６番目、８歳、小学校２年

生、女の子、こんなことで地元の小学校に通って

いらっしゃると。７番目６歳の女の子、それから

８番目４歳女の子は、それぞれ地元の幼稚園に年

長さんと年少さんでお母さんが送り迎えをしてマ

イカーで通園されていると、そのようなことで。

一番最後の子、９番目、この子が男の子、比較的

に女の子が多いなというような家庭でございま

す。実は、１０人目のお子さんがおなかの中にい

らっしゃって、この子が６月に出産のご予定だ

と。１０人の子供を持つ世帯になると。率直なと

ころ、そんなにたくさんの子供さんを、すごいで

すねとお尋ねしましたら、結婚したときに結婚式

の場で１０人子供をつくるというふうに公言した

とおっしゃっておられました。だから、最初から

そういうふうに子供がたくさん欲しいなという夢

を持って家庭を育んでこられたのだというような

ことでございます。 

 国のほうからは、子ども手当として４カ月に１

回現金の支給を受けている、補助金を受けている

と。県や市からはどうなんでしょうかってお尋ね

しましたら、市からは先ほど酒井部長の言われた

ような支援を受けていらっしゃる、第３子以降は

無料だみたいなこと。以前に出産祝い金、１人１

０万円という制度がたしか西予市にございまし

た。今はなくなっていると、その点についてどう

かとお尋ねしましたら、４人目まではもろたんや

けど、５人目からはタオルの詰め合わせセットに

なってしまいました、がっかりでしたというよう

なことがありまして、市の財政事情もございます

ので、いきなり戻せ返せとは言えない、だけれど

も１０人も子供がおるような家庭はそれなりに何

か表彰とまでは言えませんが、すごいなとか、私

の個人的には５人いれば頑張った大賞を、１０人

いたら超頑張った大賞を贈呈したいと、個人的に

はそんなような気持ちがございますけれども。 

 市のほうで、余談になりますけれども、西予市

に合併する前に三瓶町においては、これも第３子

以降なんですけれども、出産祝い金を支給すると
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いう条例がありました。西予市になってからもし

ばらくは引き継がれていた。それを名称がコウノ

トリ祝い金といいまして、新生児生まれたときに

２０万円、それから元気君祝い金として３歳にな

ったときに１５万円、小学校入学時点でランドセ

ル祝い金として１５万円というふうに、三瓶町に

おいてはそのような支給をしていたと、そんなこ

とがありました。西予市に合併してからこれはし

ばらくして制度としてなくなったというふうに聞

いています。インタビューさせていただいた野村

のご夫婦もそうなんだけれども、出産祝い金１０

万円があるから、だから子供をつくるのかと問わ

れればそんなことはあり得ないと。だけれども、

やはり１人子供が生まれたときにおめでとうと言

って１０万円いただくのは正直やっぱりありがた

いなということがございましたので、そういうた

くさん子供がいらっしゃる家庭、ご夫妻について

は、子育て支援というか少子化に対抗してすごく

頑張っていただいてるのだなということを、西予

市として何かしら応えてあげることはできないも

のか、ご質問いたします。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 中村議員おっしゃっていた

だいたとおり、三瓶町では第３子の出生時にコウ

ノトリ祝い金というような条例があったようで

す。また、合併後の西予市においても、新生児に

１人につき一律１０万円を支給していたときもあ

ります。平成１７年度からは第１子３万円、第２

子５万円、第３子以降は１０万円の出産祝い金を

支給しておりましたが、一時金では定住の促進や

福祉の増進という目的に対しての貢献度は低いと

いう結果から、現在は支給をしておりません。 

 そういう中で、子供が多くいる世帯に対する支

援についてでございますが、子ども・子育て支援

事業計画を策定する際に、小学生以下の児童のい

る全保護者に対してニーズ調査を実施させていた

だきました。市が重点的に取り組むべき子育て支

援施策についての質問に、小学生児童では子育て

に伴う経済的支援の充実が３８．９％と最も高い

結果となっております。先ほど、市の子育て支援

策についてご説明をさせていただきましたが、保

育所、幼稚園の保育料無料化は、多子世帯への経

済的負担軽減を目的とした子育て支援施策でござ

います。今後も、子育て世代の市民の皆さんの声

をしっかり受けとめ、必要性の高い施策から順に

取り組んでまいります。中村議員おっしゃるよう

に、子育てに優しいまちづくりの推進を図ること

で、出生率の向上や若者の移住、定住にも期待が

持てるものと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 中村一雅君。 

○５番中村一雅君 今後の管家市政の子育て支援

に期待しております。よろしくお願いします。 

 以上、私の一般質問を終わります。 

 私、ＩＣＴ活用検討委員会の副委員長を仰せつ

かっております。これは、タブレットが昨年８月

に導入される前からその準備として活用検討委員

会を設けんといかんからという特別委員会でござ

いました。そして、今私のこの一般質問の台にも

ＩＣＴのタブレットを用意して、そして私の一般

質問通告書を出しております。しかしながら、ま

だ機械に人が追いついていないと、副委員長であ

りながらまだタブレットは十分に活用できており

ません。なので、メモをとる際にはやっぱりどう

しても紙が必要だということで、ペーパーとそれ

から普通のノートも構えてこの一般質問の台に立

っております。私がそういう状況でございますの

で、他の同僚議員についても、そんなに簡単には

いかんのかなというふうに考えておりますけれど

も、ペーパーレス化どうのこうのの経費削減とい

うよりは、やはり議員になってタブレットを持っ

て支援者にこれを持って説明をする、あるいは何

かしら災害時のときにはこのタブレットをＧＰＳ

機能を活用して中村議員はここにおると、早よど

こそこ行けやみたいなことが行政から連絡がすぐ

に来ると、そういうクイックなレスポンスを副作

用というんですか、効果として期待している部分

もあると思うのです。なので、今も議員間の連絡

はこのタブレットを通してやることが相当にあり

ますし、それなりに役立たせていただいています

ので、これについてはさらなる向上を図っていき

たいと、そのように思っております。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長 暫時休憩いたします。（休憩 午前１０

時５３分） 

○議長 再開いたします。（再開 午前１１時０

５分） 

 ただいまから議案順に質疑を行いますが、質疑

内容については大綱のみに願います。 

  （日程２） 
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○議長 日程第２、議案第４号「西予市工場立地

法第４条の２第２項の規定に基づく準則を定める

条例制定について」から議案第１８号「西予市水

道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部を改

正する条例制定について」までの１５件を一括議

題といたします。 

 まず、議案第４号「西予市工場立地法第４条の

２第２項の規定に基づく準則を定める条例制定に

ついて」に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 次に、議案第５号「西予市部設置条例の

一部を改正する条例制定について」から議案第１

８号「西予市水道事業の剰余金の処分等に関する

条例の一部を改正する条例制定について」までの

１４件に対する一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第１９号「相互救

済事業の委託について」を議題といたします。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第３０号「平成２

９年度西予市一般会計予算」を議題といたしま

す。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １５番二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 それでは、西予市一般会計

予算書、議案第３０号に対して３点質問をさせて

いただきます。 

 ページ数が７３ページの総務費の中の地域振興

費ですけども、地域発せいよ地域づくり事業、今

回管家市長からのお話もありましたけども、１，

０００万円上乗せをして事業をするという説明が

ありました。昨年度からこの地域づくりのほうは

手上げ方式というふうになっておりまして、事業

が進んどるんですけれども、その手上げができて

いない地域も多分たくさんあろうかと思います。

今後も、これ進んでいくのにつれて地域間の格差

がそういう意味で広がるのが心配かなと思ってお

りますけれども、手上げが出てこない地域に対し

てのフォローをどういうふうに考えておられるの

か、１点目質問をさせていただきます。 

 ２点目は、ページ数１０７ページ、衛生費の環

境衛生費ですけれども、今回名水サミット事業４

９４万円というのが計上をされておりますけれど

も、この名水サミットというと観音水かなという

ふうにイメージするわけですが、その大会の会場

とか宿泊先とか、いわゆる規模そして概要がもし

わかれば教えていただきたいなと思います。 

 ３点目に、１６７ページ、教育費の中の事務局

費ですけれども、その中で生徒国際交流事業８，

１６１万円という事業がございます。国際交流で

小・中学生が海外にというふうな事業で、長年続

いてきた事業ですけれども、昨年決算特別委員会

の中でいろんな議論がありまして、各議員のほう

から昨年度が人数が減ったというふうなことで議

論になったというふうに記憶しておりますけれど

も、また元のように人数をふやしたほうがいいん

じゃないかという意見があったということで、委

員長の報告の中にもあったように記憶をしており

ます。そのことを、今回の予算の中で査定の中で

検討をされたのかどうかというふうなことも１点

お伺いをしたいと思いますんで、以上３点よろし

くお願いします。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ただいま二宮議員

ご質問の地域発せいよ地域づくり事業の手上げ方

式になって２年目だが、地域の格差がやっぱりあ

るんじゃないかと、そのフォローはどうするんだ

というふうなご質問をいただきました。 

 まず、平成２８年度、今年度の事業の実績であ

りますけれども、３３の組織からご要望いただき

まして、採択は２４事業採択をしました。２７の

組織のうち１３地域が採択になったというふうな

状況であります。まだ半分近くの方は事業が実施

できてないというふうなそういう状況でありま

す。それで、２年目ということでありますし、ま

だ事業の内容について十分理解をしていただいて

ないというところもあろうと思っております。 

 それで、先日３月１日でしたんですが、そのせ

いよ地域づくり事業の研修会を実施をさせていた

だきました。その中で、特に先進事例を発表して

いただいたりというふうなことで、具体的にその

事業を進めるにはどうしたらいいんだというふう

なことを研修を受けていただきました。その中に
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は、アドバイザーの方も出席をいただきました。

アドバイザーからの助言といいますか、そういっ

たことを受けてその先進事例においても事業が実

施をされておるというふうなことでございます。 

 それで、昨年から市政懇談会も実は実施をして

まいりましたけれども、その中でもこの地域づく

り交付金のことにつきましては非常に議題が多く

出てまいりました。そのやり方が具体的にわから

ないというふうなそういったご意見も多くいただ

きました。先ほども申しましたように、アドバイ

ザーの制度を設けておりまして、これは１つの地

域に３回まで無料でアドバイザーを派遣するとい

うふうなそういった制度も設けております。そう

いった制度も有効に活用していただきまして、よ

り具体的にその事業が進みますように各地域の中

でお願いをしておるとこでございますが、できる

だけそのハードルを低くして多くの地域でその事

業実施できますように配慮してまいりたいという

ふうに思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 名水サミットの件につきま

してご質問をいただきました。 

 名水百選の所在する市町村が連携し、水環境の

保護の推進と水質保全意識の高揚を図るため、目

的にシンポジウムを開催します。昨年度は、伊勢

志摩のほうであったようです。西予市におきまし

ては、昭和６０年に観音水が昭和の名水百選に選

定されています。今回の開催におきましては、西

予市は多様な自然と生態系が特徴で、それを守る

ことが豊かな水環境を守るという視点で進めてま

いります。翌日にはジオツアーも開催いたします

ので、四国西予ジオパークの認知度も向上させる

とともに、多数の宿泊者も含めある程度の経済効

果も期待できるのではなかろうかと考えておりま

す。この事業につきましては、全国からの会員が

お集まりということでございますので、既に７月

の海の日の三連休を利用いたしまして大会を開催

するように、歴博のほうの会場もとっておりま

す。この事業の４９４万円の事業費の中の２００

万円につきましては、日本ボート協会のほうが必

ずこのサミットに寄附をいただくようになってお

ります。したがいまして、西予市としての一般財

源の持ち出しは２９４万円ということです。全国

から人が集まりますので、恥ずかしくない対応を

したいと考えております。どうぞご協力もよろし

くお願いをいたします。 

○議長 保木教育長。 

○保木教育長 ３点目の生徒国際交流事業につい

てご質問がございました。 

 決算特別委員会で増員を検討するということを

言っておったのだがというご指摘でありました

が、昨年度１３人の枠をお願いをしておりまし

て、今年度もその１３人のまま計上をさせていた

だいておるところであります。教育委員会の予

算、その下にありますような小学生夢チャレンジ

サポート事業など、新しいあるいは学力向上の取

り組みなどもすることといたしておりまして、全

体の予算の中で調整した結果、そういうご指摘に

十分対応できてないということで大変恐縮ではご

ざいますけれども、どうぞご理解を賜ればという

ふうに思います。 

 なお、国際交流非常に生徒たちも帰ってきた姿

を見ると大変成長してるというか役に立っている

ということは重々感じております。そういう中

で、今後ともその充実に向けての検討は続けてま

いりたいと思いますので、よろしくお願いを申し

上げます。 

 以上です。 

○議長 １５番二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 ありがとうございました。 

 再質問ですけれども、酒井部長のほうのご答弁

で会場はわかったんですが、昨年伊勢志摩、立派

なホテルで多分開催をされておったんじゃないか

なと思うんですけれども、宿泊関係はどうなのか

なという心配をするわけですが、そういう点もう

一点、再質問をさせていただきます。 

 それと、今の教育長のご答弁ですけれども、昨

年の特別委員会の時期と査定の時期が一緒ぐらい

な感じでなかなか議論する期間もなかったのかな

とは思うんですけれども、これはまた市長にお願

いというか、来年以降ですけども、お願いという

ことですけども、小学生の英語力とかに関しては

今国の教育方針の中でもありますし、もちろん今

からの西予市の子供のこと考えても、グローバル

な人材を少しでもふやすという意味でも、今教育

長言われた教育部の予算がというふうに言われた

んで、ぜひ市長のほうでそういうご配慮を来年度

以降もご検討いただければありがたいかな、これ

は答弁要りませんけども、よろしくお願いしたい
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と思います。 

○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 申しわけありません。先ほ

ど、規模についての答弁が抜けておりました。例

年開催されるサミットの会場のお話をお聞きしま

すと、３００名程度の参加者がおいでるようで

す。それで、３００名を西予市でご宿泊というこ

とになるとどうかなというのが私のほうでわかり

かねますが、３００人なら何とか大丈夫なんでは

なかろうかなと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ほかにありませんか。 

 １７番小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 二宮議員の関連質問をさせ

ていただきます。 

 それは、地域発せいよ地域づくり交付金ですけ

れども、昨年度のこの定例会議の席上でことし初

めて手上げ方式を４０％ということでしますと。

その金額は９，６８１万９，０００円だったです

ね、それの４０％を地域づくり交付金として手上

げ方式で活発な地域の活性化のため使ってほしい

というふうな趣旨の提案理由の説明を受けたよう

に記憶をしておりますし、当時私は総務常任委員

でしたので、総務常任委員の席上でもそういうふ

うな説明を受けました。それを受けて、ある地域

から実はホームステイ等海外の子供たちを呼んで

地域の活性化のために交流をしたいんだという提

案がありました。それで、すぐ、あ、これは手上

げ方式があるんでぜひそうしてくださいよという

答弁をお知らせをしました。そして、私も私の早

とちりかもわかりませんが、選挙中にこういうシ

ステムができましたんで、ぜひ先ほどの西本支所

長の話にありましたように、三瓶町の活性化検討

委員会でこれを利用させていただいて三瓶町の活

性化のために利用したい、活用したい、このよう

に申し入れましたら、これは現在ある２７校区の

既設の団体の申請だけではだめですよと、こうい

う答弁でした。ですから、クリーンヒットで二塁

まで進塁して、ああうれしいなと思いよりました

ら隠し球でタッチアウトです。そういう状況のこ

れ事業なんですよ。本来の心のある温かい気持ち

のある行政でしたら、地域がやろうとすることで

これが地域のためになるということであれば縛り

を設けずにどんどんどんどんやらせて、そのため

に審査があるんでしょ。これは地域のためになら

んということであれば、そこで審査をして可否を

決めたらええんですよ。既存の２７校区の団体し

かだめですよというのはあくまでも管理社会で

す、なに方式か知りません。この辺をもう少しせ

っかく今度１，０００万円アップしたんですね。

１億６０６万２，０００円、意味がないですよ。

もう少し温かみのある、かゆいところに手が届く

ような行政施策をとってください。 

 答弁願います。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ただいま小野議員

からご指摘いただきました、地域づくり交付金を

できるだけ使いやすい形にというふうなご質問を

いただきました。 

 この交付金、地域づくり交付金につきまして

は、平成２３年当初の段階から地域づくり組織が

行っていただく活動に対しての支援をしていくと

いうふうなことで進めております。したがいまし

て、事業主体は地域づくり組織でやっていただく

という形でありますけれども、中にはその組織の

中でいろんな部門といいますか、部会があったり

とか事業が行われておるというふうなこともあろ

うかと思います。思いますのは、そういった事業

が行われておるものをぜひその地域づくりの事業

として認定といいますか、認めていただいてそれ

を地域の代表的な事業として申請をしていただけ

ればありがたいなというふうに考えておりますの

で、どうぞご理解をいただいたらというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長 １７番小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 議員の一般質問を含めて、

こういう質疑も含めて、私以前から思うんですけ

れども、答弁は及第点ですよ。そつのない答弁を

されます。しかし、そこには市民が見て温かみの

ある答弁かな、かゆいところに手が届く答弁かな

ということになれば私も頭をかしげざるを得ませ

ん。ただいまの答弁でも、２７校区にということ

ですけれども、その２７校区にはこの割合がたし

かあったと思います。人口割それから面積割、均

等割ですか、それに金額が配分されるわけですよ

ね。そしたら、ある１校区の事業団体が使ってし

まえばもうないんですよ、もう、新たにやろうと

思えば。それはどうするんですか。私はそこを言

よるんです。そういうとこへにはもう少し弾力的
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な方法でそういう施策を設けてほしいと、ただ単

に決まりだからこうですよやなしに。私の言って

ることわかります。大抵頭のいい人だとわかると

思うんですけども。こうですからこうですやなし

に、やろうとする人に今満杯であればこういうふ

うなことでというようなところまで考えていただ

ければ、この事業は１２０点ですよ、私そう思い

ます。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ただいまの再質問

でございますけれども、小野議員おっしゃるとお

り今使いやすい形にというふうなこと再度ご指摘

いただきました。 

 この事業につきましては、３年に１度見直しも

しながら事業を取り組んでいくという形もしてお

ります。また、手上げ型交付金以外にも基礎型交

付金、これは６割分が基礎型交付金としてござい

ます。手上げ型が４割ということでございますけ

れども、その事業の中で基礎型も使えます、また

は手上げ型も使えますので、いろんな使い方がで

きようかと思いますので、そういった場合、また

こちら行政側のほうにもご相談いただいて、でき

るだけその事業が前向いて進むようなことを検討

させてもらったらと思いますんで、よろしくお願

いいたします。 

○議長 １７番小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 やめる方を褒めるわけじゃ

ないですけども、先ほどの西本支所長の答弁にも

ありましたように、２６日、２７日と三瓶支所長

の発案で三瓶の産建課の観光づくりの観光課です

かな、観光係の熱意で愛媛新聞旅行社と組んで西

予からの贈り物としてマイクロバス２８台、マッ

クス２８名で事業を展開をしとります。１５万円

出していただきます。こういうことが、私は最た

る地域づくりやないかと思うんです。これは、須

崎の４億２，０００万年前の地層、それから先輩

が残した三瓶町の宝である文楽鑑賞、まさに地域

づくりだと思います。そして、滞留型、ホテルへ

泊まってもらう、酒が出る、魚が使う、野菜が使

う、そして活性化につながるんです。その辺のと

ころをよく熟知をして、３年に見直しということ

ですからぜひそこらあたりに目をつけて新しい事

業を使いやすい事業になるように骨折りを願いた

い。終わります。 

○議長 ほかにありませんか。 

 ２１番酒井宇之吉君。 

○２１番酒井宇之吉君 小野議員が熱弁を振るい

ましたんで、私も少しお願いしたい疑義がござい

ます。 

 先般、地域おこし手上げ方式の会合がありまし

た、ありましたね、はい。その中で、手上げ方式

で４月、５月でする場合に、予算がなかなかちょ

っと執行が間に合いにくいという答弁をいただい

てると。連休にやる部分、ゴールデンウイークに

やる部分でございますけれども、本来担当者のほ

うにお願いすればいいんですけども、小野議員が

熱弁を振るいましたんで、私もこの席でそのあた

りもご配慮を願いたいと思いますが、いかがです

か。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ただいま酒井議員

のご質問につきましては、地元の市政懇談会の折

も実は同じ質問をいただいたところでございま

す。できるだけ早くその取り組みをするというふ

うなことで、そのときも答弁をさせてもらいまし

た。新年度に入りましても、そういった手続が早

目にできるように配慮していきたいというふうに

思っております。ただ、事業年度は１年間の事業

ということでありますので、基本的に繰り越しは

できないということでありますので、早目に取り

かかっていただいて、早目に実績を上げていただ

くというふうなことをお願いしたいというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

○議長 １５番二宮一朗君。 

○１５番二宮一朗君 もう一点、質問をさせてい

ただきます。 

 議案書の１１０ページの衛生費の中の塵芥処理

費、その中のごみ収集運搬業務委託事業２億２３

９万９，０００円の中で、今回先ほどの議案第１

５号にもありました廃棄物の処理及び清掃に関す

る条例の一部を改正する条例への予算、一般家庭

ごみの戸別収集を要介護者の皆さんの家からのご

みステーションまでのごみ出し事業ということ

で、今回していただくようになりまして、この議

案第１５号を見ますと４月１日からというふうに

なっております。４月１日というたらもう１カ月

ないわけですけれども、この事業をどのように周

知をされるのか、お伺いをしたいなと思っており

ます。 
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○議長 酒井生活福祉部長。 

○酒井生活福祉部長 お尋ねの周知の方法でござ

いますが、議員さんのほうでいつも言われるよう

に、この予算が通るのはこの議会でございます。

それで、我々としましても、１月、２月、３月ぐ

らいから広報に努めたいところではございました

が、議会に認めていただいてからということにな

りますので、第１回の広報紙は４月２０日に発行

するもんに載せるようにしております。それか

ら、議会が終わりまして、３月のこれから、４月

いっぱいまではこれを利用する介護度がある方は

必ずケアマネがついておりますので、各ケアマネ

にそういうチラシとか、こういうことができます

よというような広報をしていただいて早急に広め

ていきたいと考えております。議員さんの中でも

宣伝をしていただいたらありがたいなと思ってお

ります。よろしくお願いをいたします。 

○議長 ほかにありませんか。 

 １３番菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 予算書のページ数７４ペー

ジ、ふるさと納税推進事業というのがあります。

この事業は大変全国的にも人気のある事業であり

ますが、この中で今よく返礼品の競い合いという

か、返礼品合戦になってるから本来の趣旨からは

少し逸脱してるんで、その辺をよく考慮しながら

進めてほしいというそういう指導もあったと思い

ます。そういうことも含めて、西予市としては、

そういう寄附者に対するお礼といいますか、そう

いう感謝をどういうふうに捉えているかというこ

とをお尋ねいたします。 

○議長 宗総務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 ただいま菊池議員

からふるさと納税に対する考え方のご質問をいた

だきました。 

 このふるさと納税、全国的に広がっておりまし

て、先ほどありましたように、返礼品については

非常に額に対しても内容についても過熱ぎみであ

るというふうなそういった報道もされているとこ

ろでございます。西予市におきましては、今年度

につきましては約３，０００万円程度のふるさと

納税いただいておりますけれども、来年度、新年

度につきましては約１億円程度のふるさと納税を

ぜひお願いしたいというようなことで取り組みを

したいというふうに考えております。 

 その取り組みの内容でございますけれども、や

っぱり返礼品、その辺の額といいますか、内容と

いいますか、そこをやっぱり充実をしていかない

となかなかふるさと納税が集まらないというふう

な実態がございまして、そういった還元率的なと

ころ、これもアップをさせていきたいというふう

に今のところ考えております。これは、その還元

する品物、商品が市内で生産がされて、また販路

拡大になり地域活性化につながるというふうなこ

とを考えておりますんで、その返礼品の率をアッ

プしてもそれは地元にとって非常に有効になるん

ではないかというふうなことを考えております。

また、その返礼品の種類といいますか、種目が今

７０品目ほどありますけども、これもふやしまし

て今１００品目程度、これも地元のものをアピー

ルしていくというふうなそういった形にしたらど

うかなというふうに考えております。また、この

事業を行うに対してのＰＲ活動、こういったこと

にも力を入れていきたいというふうに思っておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 １３番菊池純一君。 

○１３番菊池純一君 返礼品にも地元産品を送る

というのはもう当然のことですけど、全国的にも

それに徹底してますけど、それでやっぱり西予市

としては独自色を出して品物というか、またちょ

っと違う体験というか、西予市に来ていただく体

験とかそういう視点を少し変えたとこのそういう

お礼というかそういうことを盛り込んでいただき

たいなというふうに希望いたします。 

 以上です。 

○議長 ほかにありませんか。 

 １２番井関陽一君。 

○１２番井関陽一君 ページ、１２１ページ養蚕

振興事業のほうなんですが、ここに新規養蚕農家

の就農支援という言葉が出ているんですが、実際

に養蚕に新しく携わる方がおられるのかどうかと

いうのが１点と。 

 それから、ページ、１４０ページになります

が、プレミアム付き商品券助成事業、こちらのほ

うなんですが、１，０００万円ということで、１

人が１万円の商品券を買うとすれば１，０００人

ということになるんですが、これらには上限があ

るのかないのか、どういうふうな進め方をされる

のか、お伺いしたいと思います。 

 それからもう一点、１４１ページになります
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が、市観光ＰＲ事業というのがありますが、ここ

でプレミアムダイニングということを開催される

ということになっとりますが、具体的にはどうい

ったことをされるのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 まず１点目、養蚕振興の関

係でございますけれども、平成２８年度に新規の

養蚕農家が１戸できております。そちらのほうの

お手伝いで入って研修といいますか、勉強されて

いた方が２９年度に自分としても養蚕農家として

取り組んでいきたいというお話はいただいており

ます。ただ、議員ご存じのように、養蚕をする場

合に桑が必要になるわけですけれども、この桑に

つきましては２７年から２７、２８と２カ年間市

のほうで５，０００本程度の苗を立てて普及とい

いますか、配付をしておりますけれども、まだま

だ量的に収穫ができる状況にはなりませんので、

２９年度については大きな増産は難しいと思って

おります。ただ、その方々が試験的といいます

か、取り組みとしてやられる部分ぐらいはある程

度今の稚蚕飼育所の周りの桑園につきましても整

備を図っておりますので、対応ができるのじゃな

いかなと思っております。加えまして、２９年度

から城川川津南地区の集落営農組織のほうが取り

組みをしてみたいというお話はいただいておりま

す。ただ、２９年度に新たな養蚕を実施できるか

どうかというのは難しい部分はありますけれど

も、これまでに加えての部分になってまいります

ので、少しずつではございますけれども、増産が

図れるのではないかなというふうに考えておりま

す。 

 それから、プレミアム付商品券のご質問ござい

ましたけれども、皆さんもご存じだと思いますけ

れども、平成２６年度合併１０周年事業で３億円

のプレミアム商品券を発行いたしました。加え

て、平成２７年度に国の交付金活用による県の事

業でこれも同じく３億円の商品券の販売を取り組

んだところでございます。今回は、平成２９年、

国体ＰＲそれから事業の再認定をというようなこ

とでの取り組みを計画したいというふうに思って

おります。金額的には、先ほどご指摘いただきま

したように、過去の３億円と比べますと１億円で

すので少し規模的には小さくなりますけれども、

市といたしましては過去の２回の状況を見てみま

すと刺激策になるというふうに判断をしての取り

組みでございます。 

 それから、市の観光ＰＲ、プレミアムダイニン

グの関係でございますけれども、この関係につき

まして平成２８年度いやしの南予博におきまし

て、西予市でも１カ所で取り組みをされたわけで

すけれども、非常に好評でございましたし、県あ

たりのほうからもぜひ引き続いて事業に取り組ん

でいくことによって南予地域への魅力を継続して

発信していこうじゃないかということでございま

して、西予市といたしましてもこの事業につきま

してご存じのように５地区ございますので、平成

２９年度、まだ具体的に決定はしておりませんけ

れども、海岸方面で１カ所、それからもう一カ所

ということで２カ所ぐらいで事業を実施したいと

いうことで今回事業の計画を立てております。具

体的に、時期ですとか規模ですとかというような

部分は今後の協議になってまいりますけれども、

そういうことでご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長 １２番井関陽一君。 

○１２番井関陽一君 再質問をさせていただきた

いんですが、プレミアム付商品券のほうなんです

が、上限というものは設けられないんでしょう

か。例えば、１人が１０万円、２０万円と買われ

る方がおられると、何か平等性、不公平感が出て

くるというのが前回のときにもいろいろ取り沙汰

されたことがありますので、その辺はどういうふ

うに考えられているのかだけお伺いしたいと思い

ます。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 前回の取り組みと比べます

と、先ほども申し上げましたように３分の１の額

でございますけれども、前回の上限額が１０万円

だったと記憶をしておりますけれども、同じよう

な扱いになろうと思いますけれども、まだ具体的

にそこの決定はいたしておりません。 

 以上でございます。 

○議長 ほかにありませんか。 

 １番宇都宮久見子君。 

○１番宇都宮久見子君 予算書１５２ページ、土

木費、道路橋梁費の市道岩木地区２０９号線改良

事業４，２００万円、この４，２００万円の内訳

でどこまでのことができるのか、今現在橋はかか

ってないと思うんですけど、どこまで今この４，
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２００万円で入っているのか、教えていただけれ

ばと思います。 

○議長 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 路線ごとの具体的なところ

までは私現在手元に持っておりませんので、後ほ

どお渡ししたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

  （日程５） 

○議長 次に、日程第５、議案第３１号「平成２

９年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会計予

算」から議案第４１号「平成２９年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計予算」までの１１件を

一括議題といたします。 

 これより本案１１件に対する一括質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

 １７番小野正昭君。 

○１７番小野正昭君 先ほどはお願いしたときに

門前払いをされましたんで熱くなりましたが、今

回は穏やかに質問をします。 

 議案第３９号の１ページの２条の第４項、津布

理浄水場整備事業について今まで部長級で答弁を

されてないのが２人おりますが、その一人の三好

公営企業部長さんにお尋ねをします。 

 私の記憶の中では、水道法４条ではなかったか

なと思うんですよ。水道法４条では地方自治体も

しくは政令か法律で認める団体は地域の住民に安

全で安心で安価で継続的に給水、配水をする義務

があると、こういうふうな条文だったと記憶をし

ておりますけれども、三瓶地区、特に津布理地区

はこの水問題にすこぶる関心がある地区でござい

ますので、あえて質問をいたします。 

 これの目的はまず何なのか、それから津布理の

どの箇所にされるのか、その内容はどういうもの

なのか、それと用地は購入されるかどうかその辺

も私定かではないんですけれども、用地はどのぐ

らいの面積で、工事の今までの進捗状況とこれか

らの方針をお聞かせ願ったらと思います。 

○議長 三好公営企業部長。 

○三好公営企業部長 それでは、ただいまの小野

議員さんのご質問にお答えをしたいと思います。 

 水問題につきましては、三瓶地区でさまざまな

議論を呼んでおりまして、当水道を担当しておる

部局におかれましても慎重に対応することといた

しております。 

 まず、この目的でございますけれども、ご承知

のとおり三瓶地区の水源といいますか、これが宇

和中学校体育館前に３つの水源を初め、滅菌施設

でありますとか、送水設備、町内の水道事業施設

を一元管理する中央管理システムというのが集約

をされております。あの三瓶水道の心臓部分がそ

こに集約されておろうかと思っております。この

建物自体に耐震性がなく、また機械設備も老朽化

しているため、大地震及び津波発生時に大きな被

害が発生する見込みがございます。このため、こ

の水源地、取水施設以外の施設を高台に移転をし

まして、機械類についてもあわせて新設をする

と、こういった目的でございます。 

 また、先ほど言われました水道法第４条でござ

いますけれども、この津布理浄水場につきまして

は、原水に耐塩素性病原生物、クリプトスポリジ

ウム等が混入するおそれがあるということはご承

知のとおりであると思いますけれども、現在のあ

の浄水処理方法を塩素滅菌だけではこれが処理で

きていないため、今回浄水場を移設をするにあわ

せまして、紫外線処理方法を採用することでより

安全な水道水を供給するための施設整備を行うも

のでございます。その内容でございますけれど

も、２９年度、この当初予算に載せておりますの

は、測量設計委託料また用地購入とその施設整備

に係る実施設計を予算計上をいたしております。

この場所ですけれども、南予用水の場所がござい

ますけれども、あの付近を今のところ想定をして

おりまして、面積として約１，０００平米を予定

をいたしております。 

 今後の内容なんですけれども、２９年度に実施

設計を行いまして、国庫支出金、国庫補助がとれ

る可能性もございますので、そういった申請を行

いまして、３１年度から施設造成工事に取りかか

りたいと。それから、３２年度に浄水場の本体工

事、３３年度に附帯工事を計画しているところで

ございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 ただいま議題となっております議案２８件につ

いては、お手元に配付いたしております常任委員

79



 

会付託表及び特別委員会付託表のとおり各委員会

へ付託いたします。 

  （日程６） 

○議長 次に、日程第６、請願第１号「鳥獣被害

防止に関する請願」を議題といたします。 

 本請願につきましては、お手元に配付いたして

おります請願文書表のとおり、産業建設常任委員

会へ付託いたします。 

 各常任委員会及び特別委員会においては、各議

案及び請願について十分審査を行い、最終日の本

会議において委員会審査の経過と結果について、

各委員長の報告を求めることといたします。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしまし

た。 

 ３月２１日は午後２時から会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  散会 午前１１時４８分 
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   教 育 部 長  松 川 伸 二 

   明 浜 支 所 長  道 山 升 文 

   野 村 支 所 長  尾 下 孝 二 

   城 川 支 所 長  田 村   剛 

   三 瓶 支 所 長  西 本 喜代人 

   消防本部消防長  西 川   傳 

   総 務 課 長  宇都宮   裕 

   財 政 課 長  山 岡 薫 彦 

   監 査 委 員  正 司 哲 浩 
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   事 務 局 長  浅 野 信 也 

   議 事 係 長  原井川 英 一 
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企画財務部長 
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      議  事  日  程 

 １ 議会報告第１号 西予市創生特別委員会の

中間報告について 

 ２ 議案第  ４号 西予市工場立地法第４条

の２第２項の規定に基づ

く準則を定める条例制定

について 

   議案第  ５号 西予市部設置条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第  ６号 西予市個人情報保護条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第  ７号 西予市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第  ８号 西予市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第  ９号 西予市税条例等の一部を

改正する条例制定につい

て 

   議案第 １０号 西予市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 １１号 西予市在宅ねたきり老人

等介護手当支給条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 １２号 西予市隣保館条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 １３号 西予市指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を

改正する条例制定につい

て 

   議案第 １４号 西予市指定地域密着型介

護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を

定める条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第 １５号 西予市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 １６号 西予市農林漁業活性化施

設条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第 １７号 西予市有林野管理条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議案第 １８号 西予市水道事業の剰余金

の処分等に関する条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議案第 １９号 相互救済事業の委託につ

いて 

   議案第 ３０号 平成２９年度西予市一般

会計予算 

   議案第 ３１号 平成２９年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計予算 

   議案第 ３２号 平成２９年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

予算 

   議案第 ３３号 平成２９年度西予市国民

健康保険特別会計予算 

   議案第 ３４号 平成２９年度西予市後期

高齢者医療特別会計予算 

   議案第 ３５号 平成２９年度西予市介護

保険特別会計予算 

   議案第 ３６号 平成２９年度西予市農業

集落排水事業特別会計予

算 

   議案第 ３７号 平成２９年度西予市公共

下水道事業特別会計予算 

   議案第 ３８号 平成２９年度西予市簡易

水道事業特別会計予算 

   議案第 ３９号 平成２９年度西予市水道

事業会計予算 

   議案第 ４０号 平成２９年度西予市病院
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事業会計予算 

   議案第 ４１号 平成２９年度西予市野村

介護老人保健施設事業会

計予算 

   請願第  １号 鳥獣被害防止に関する請

願 

追加 議案第 ４５号 平成２８年度西予市一般

会計補正予算（第９号） 

   議案第 ４６号 平成２８年度西予市公共

下水道事業特別会計補正

予算（第５号） 

   議案第 ４７号 林道東津野城川線（安尾

地区）地すべり災害復旧

工事変更請負契約につい

て 

   議案第 ４８号 新市建設計画の変更につ

いて 

   発議第  １号 西予市議会委員会条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議会報告第２号 西予市環境衛生施設建設

特別委員会の報告につい

て 

   議員派遣の件について 
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本日の会議に付した事件 

 １ 議会報告第１号 西予市創生特別委員会の

中間報告について 

 ２ 議案第  ４号 西予市工場立地法第４条

の２第２項の規定に基づ

く準則を定める条例制定

について 

   議案第  ５号 西予市部設置条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第  ６号 西予市個人情報保護条例

の一部を改正する条例制

定について 

   議案第  ７号 西予市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第  ８号 西予市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

   議案第  ９号 西予市税条例等の一部を

改正する条例制定につい

て 

   議案第 １０号 西予市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 １１号 西予市在宅ねたきり老人

等介護手当支給条例の一

部を改正する条例制定に

ついて 

   議案第 １２号 西予市隣保館条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 １３号 西予市指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を

改正する条例制定につい

て 

   議案第 １４号 西予市指定地域密着型介

護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を

定める条例の一部を改正

する条例制定について 

   議案第 １５号 西予市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例の一部

を改正する条例制定につ

いて 

   議案第 １６号 西予市農林漁業活性化施

設条例の一部を改正する

条例制定について 

   議案第 １７号 西予市有林野管理条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議案第 １８号 西予市水道事業の剰余金

の処分等に関する条例の

一部を改正する条例制定

について 

   議案第 １９号 相互救済事業の委託につ

いて 

   議案第 ３０号 平成２９年度西予市一般

会計予算 

   議案第 ３１号 平成２９年度西予市住宅

新築資金等貸付事業特別

会計予算 

   議案第 ３２号 平成２９年度西予市育英

会奨学資金貸付特別会計

予算 

   議案第 ３３号 平成２９年度西予市国民

健康保険特別会計予算 

   議案第 ３４号 平成２９年度西予市後期

高齢者医療特別会計予算 

   議案第 ３５号 平成２９年度西予市介護

保険特別会計予算 

   議案第 ３６号 平成２９年度西予市農業

集落排水事業特別会計予

算 

   議案第 ３７号 平成２９年度西予市公共

下水道事業特別会計予算 

   議案第 ３８号 平成２９年度西予市簡易

水道事業特別会計予算 

   議案第 ３９号 平成２９年度西予市水道

事業会計予算 

   議案第 ４０号 平成２９年度西予市病院
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  開議 午後２時００分 

○議長 ただいまの出席議員は２１名でありま

す。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ

ります。 

 三好公営企業部長。 

○三好公営企業部長 先日の質疑に対する答弁の

訂正をお願いいたします。 

 去る３月７日の本会議におきまして、議案第３

９号「平成２９年度水道事業会計予算」に関する

質疑の中で、小野議員の質問に対し、三瓶地区の

水道施設等の拠点場所を宇和中学校体育館前と答

弁をいたしておりました。正しくは三瓶中学校体

育館前でありますので、訂正させていただきます

とともに、深くおわび申し上げます。 

  （日程１） 

○議長 日程第１、議会報告第１号「西予市創生

特別委員会の中間報告について」を議題といたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 会議規則第４５条第１項の規定により、同委員

会の中間報告を求めたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、西予市創生特別委員会

の中間報告を求めることに決定いたしました。 

 西予市創生特別委員会委員長二宮一朗君。 

 二宮一朗君。 

○二宮一朗西予市創生特別委員長 西予市創生特

別委員会の中間報告をいたします。 

 西予市創生特別委員会は、昨年の６月議会にお

いて設置をされ、１０名の委員構成でスタートを

いたしました。これまでの取り組みの経緯につい

て、ご報告をさせていただきます。 

 地方創生とは、国のまち・ひと・しごと創生本

部が、東京一極集中を解消し、地方の人口減少に

歯どめをかけるとともに国全体の活力を上げよう

とする、安倍政権の政策であります。平成２６年

１１月には、まち・ひと・しごと創生法が公布施

行をされました。全国一律ではなく、地域ごとの

資源や特性を生かそうと、全国１，７３７市区町

村で地方版総合戦略が策定をされ、それぞれの自

治体が生き残りをかけた取り組みを行っておりま

す。 

 西予市では、第２次総合計画と連携し、西予市

まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定をしてお

ります。第１回の委員会において、今後の方針を

議論した結果、２つのテーマを選択し、１班では

学校給食の地産地消を、２班では移住・定住と空

き家対策について調査研究を行うことといたしま

した。 

 １班では、まず愛媛県内の先進地である今治市

へ視察研修に行きました。今治市では、昭和５８

年に有機農産物を学校給食に導入をしたことをき

っかけに、地元産小麦でのパン給食の開始、平成

１５年には農林水産課内に地産地消推進室を設

置、また１２市町村が合併をして新今治市になっ

てからも、食料の安全性と安定供給体制を確立す

る都市宣言を議決され、今治市食と農のまちづく

り条例を制定するなど、行政、生産者、そして市

民が、食育や地元のものは地元でとの意識を確立

される中で、学校給食の地産地消を推進をされて

おりました。 

 また、神奈川県茅ヶ崎市では、食育基本法に基

づき、平成２０年１２月に茅ヶ崎市食育推進基本

計画、みんな元気！みんな笑顔！ちがさき食育プ

ランを策定し、健全な食生活を実践することがで

きる人間を育てる食育の推進に努められていて、

学校給食においては、平成２３年から産地を公表

するとともに、地産地消に向けての取り組みをさ

れておりました。並行して、西予市の現状を把握

していく作業も行うことといたしました。 

 当市における学校給食での地産地消の推進状況

と課題について、栄養教諭や関係者等に聞き取り

を行いました。それらの中から、当市には海、

里、山に豊かな農海産物があり、その食材を活用

した給食を提供できるような仕組みづくりの提案

をしていくことといたしました。現在、ＪＡひが

しうわと地元商店との連携による地元食材の供給

を進めていく方向性が出てまいりました。続けて

より多くの地元生産者の参加を呼びかけて、使用

食材の種類や使用割合がふえるように働きかけを

していくように計画中であります。 

 ２班におきましては、四国で移住対策に積極的

な高知県の中で、香美市の取り組みを視察してま

いりました。香美市の移住の取り組みでは、廃園

となった保育園を移住定住交流センターとして利

用をし、運営をＮＰＯ法人いなかみライフに委

託、香美市移住応援サイトを運営し、高知県の移

住サイト高知家で暮らす。と全国移住ナビなどと

86



 

 

連携をしての取り組みを視察して、情報の発信力

の必要性と情報を受け入れる窓口の広さが大切で

あり重要だと感じました。 

 次に、長野県の伊那市でも視察をいたしまし

た。伊那市は、移住・定住実績が全国上位の長野

県の中で西予市と類似点が多いことと、かつ学ぶ

べき取り組みを実践されていることから視察をさ

せていただきました。伊那市の取り組みは、移

住・定住プログラム、シティプロモーション戦

略、地方創生総合戦略など、行政全体での取り組

みの強さを感じました。中でも、田舎暮らしモデ

ル地区の取り組み、移住コーディネーターを配

置、コンセプト住宅の取り組み、キットハウス田

舎暮らしモデルハウスの取り組みなどは、この西

予市においても検討すべきであると思いました。 

 また、東京有楽町のふるさと回帰支援センター

を視察して、高橋理事長から現在の移住の現状と

今後の展望などをお聞きいたしました。当センタ

ーにおいては、全国４３都道府県１７市町がそれ

ぞれブースを構え、来訪される移住希望者からの

相談を受けておられます。現在の相談件数は、１

週間平均で２，５００件にもなっており、全国か

らのアクセスチャンスを生かすには、一日も早く

西予市もこの回帰支援センターの会員に登録すべ

きだと感じてまいりました。 

 この視察での成果や気づきにつきましては、一

般質問や委員会審査の中で行政にお届けをしてま

いりました。その中で、行政の移住に対する取り

組みも進んできております。来年度の当初予算の

中でも、移住交流住宅改修支援事業費や、先ほど

申しましたふるさと回帰支援センターへの入会の

会費も上程をしていただいております。 

 また、市役所各課から移住希望者に対応するた

めのチームを立ち上げたり、またマニュアルづく

りも取り組んでいただいております。そして、移

住コーディネーターも、今、検討されているとも

お聞きをしております。 

 この人口減少に対する取り組みは、これといっ

た決め手があるわけでもありませんが、できる限

り考えたり思いついたりしたことはやってみると

いうことが大切ではないかと考えます。創生特別

委員会では、効果的な項目の優先順位を的確に議

論をしながら、今後も進めていかなければならな

いと考えております。 

 以上、西予市創生特別委員会の中間報告とさせ

ていただきます。 

 平成２９年３月２１日、西予市創生特別委員会

委員長二宮一朗。 

○議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長の中間報告に対する質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結とし、中間報告を終わ

ります。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、議案第４号「西予市工

場立地法第４条の２第２項の規定に基づく準則を

定める条例制定について」から議案第１９号「相

互救済事業の委託について」までの１６件、及び

議案第３０号「平成２９年度西予市一般会計予

算」から議案第４１号「平成２９年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計予算」までの１２件、

並びに請願第１号「鳥獣被害防止に関する請願」

の計２９件を一括議題といたします。 

 各委員会における審査の経過と結果について、

各委員長の報告を求めます。 

 まず、総務常任委員会委員長酒井宇之吉君の報

告を求めます。 

 酒井宇之吉君。 

○酒井宇之吉総務常任委員長 総務常任委員会審

査報告。 

 去る３月７日の本会議において当委員会に付託

されました議案８件について、３月１０日と１３

日、１５日、審査を行いましたので、報告をいた

します。 

 審査の結果は、お手元に配付の委員会報告書の

とおりであり、いずれも全会一致で原案のとおり

可決決定いたしました。 

 議案審査の中で委員より出された質疑、それに

対する答弁等について、概要を抜粋してご報告申

し上げます。 

 議案第６号「西予市個人情報保護条例の一部を

改正する条例制定について」では、マイナンバー

取得率が、西予市の試算では全国の市の中で都城

市が１位で、西予市が２位という話であるが、都

城市が高取得率になった具体的な策がわかれば教

えていただきたいとの質疑があり、都城市では、

市民に対しての積極的な働きかけ、申請に対する

補助、支援等を主に実践している。西予市でも各
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公民館で写真を撮る等、市民が申請しやすい体制

をとるため、さらに具体的に動くように努力する

との答弁でした。 

 次に、議案第３０号「平成２９年度西予市一般

会計予算」の総務常任委員会所管分について、報

告をいたします。 

 総務課所管分では、明浜支所庁舎建設事業では

高山小学校校舎やプールの解体工事を実施すると

あるが、同じ敷地内の建築物であるから一般競争

入札で一括発注されるのだろうと思うが、なるべ

く諸経費率が発注側に有利となる一括発注で実施

するのがよいのではないかとの質疑があり、今回

の解体工事の内訳としては、予算上であるが、校

舎の解体が１億４４０万円、プールの解体が１，

９６８万円、合わせて１億２，４０８万円の工事

請負費となっている。これについては、入札実施

要綱によると５，０００万円から１億５，０００

万円の金額については事後審査型条件つきの一般

競争入札ということになっているので、その方式

での入札になると考えている。 

 なお、校舎とプールが近隣しているため、一体

的な一つの工事として発注したいとの答弁でし

た。 

 また、野村支所建設の件で、以前から複合型と

いう話を進めているが、現況で一緒に施設に入り

たいと手を挙げているところはあるのか説明を願

いたいとの質疑があり、先日の市長の記者会見に

もあったように、ＪＡと銀行が複合施設というこ

とで検討中である。ＪＡについては、ＪＡひがし

うわ野村支店ということになるとの答弁がありま

した。 

 次に、公平委員会の事業について、公平委員会

の趣旨と、どういった会員で構成されているか教

えていただきたいとの質疑があり、公平委員会

は、公平公正な行政を確保するために、地方公務

員法の定めるところにより、職員の勤務条件に関

する措置の要求や職員に対する不利益処分を審査

するなど、必要な措置を講ずるために設置するも

のである。職務としては、職員の給与や他の勤務

条件に関する措置の審査、判定、また職員に対す

る不利益な処分についての不服申し立てに対する

裁決、または決定をすること、また職員の苦情の

処理も含まれている。人数については３名である

との答弁でした。 

 公用車維持管理事業では、４，７９２万円ほど

上がっている中で、バス、軽四、普通車等を購入

すること、車両をリースで検討すると言われた

が、リースを検討するのは意図があるのかとの質

疑があり、現在、総務課で管理している車両のう

ち、リース車両は１台である。昨年、公用車が走

行中にエンジントラブルを起こし廃車となった事

例があった。職員が利用する回数も多く、また長

距離を運転する頻度も高い。定期点検等は当然行

っているが、より安心して乗れる車としてリース

車を考えている。２９年度においては、１５万キ

ロ以上の長距離を走行、かつ購入後１５年以上経

過している車両について、可能な範囲で買いかえ

とし、特に遠距離を走るであろうと思われる車両

１台についてリースで対応したいと考えている、

との答弁でした。 

 庁舎建設事業では、５年延伸になった合併特例

債の期限内を目安に頑張ってやろうという意向の

ように見受けられるが、そう理解してよろしいか

との質疑があり、合併特例債は平成３１年度まで

が使用の期限ということになっている。それまで

に有利な合併特例債の起債を活用して、支所等の

改築等を行いたいということで、そういったスケ

ジュールで進めているとの答弁でした。 

 税務課所管分では、歳入の個人住民税におい

て、前年比７，１７４万１，０００円となってい

るが、これの主な理由についての質疑があり、給

与所得者前年比４７人の増で給与総所得もふえて

いる。農業所得につきましても、前年比８９人の

増で農業総所得も増になっている。中でも米の売

買価格が、平成２６年と２７年を比較すると１俵

当たり１，０００円増になっていることも、大き

な要因と推察している。分離課税の土地売買につ

いても、市内だけでなく市外に所有されている土

地を売買されるケースもあり、また納税義務者自

体もふえていることも増になった要因と考えてい

るとの答弁がありました。 

 危機管理課所管分では、新規事業の生徒防災教

育体験事業が２６１万円ということは、対象者の

人数とか５中学校の中からどういった選定をされ

るのか説明を願うとの質疑があり、教育委員会と

も協議しているが、対象は中学生である。宇和中

学校から４名、その他の中学校から２名ずつ、教

員１名、市教育委員会職員が１名、当課、といい

ますのが危機管理課の職員から１名、計１５名で

視察をするように考えている、またこれは子供教
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育振興基金を活用した事業で、３年間の取り組み

ということで提案させていただき、教育委員会か

ら承認をいただいているとの答弁がありました。 

 また、災害用の物資の件で、水の備蓄もなされ

ており、使用期限５年間ということであるが、通

常のミネラルウオーターの期限は２年間あるわけ

だが、その金額の差額も考慮して購入してはどう

かとの質疑があり、ご指摘のとおり通常の飲料水

であれば平均２年ぐらいの保管期間になる。今ま

では５年間長もちする水が循環的には一番いいの

ではないかと考えて保存していましたが、ご指摘

の考え方もあり、経済的に有利なほうを検討して

いきたいとの答弁がありました。 

 情報推進課所管分では、オフィス改革のウエブ

会議で機器導入経費１２３万円、これは４支所全

部に設置するのかとの質疑があり、４支所全てで

あるとの答弁がありました。 

 また、以前のウエブ会議での問題等はある程度

解決できたのかとの質疑があり、昨年、何回か会

議を行ったが、ふぐあいが起きた。今回、業者か

ら会議システム導入の提案があり、協議したとこ

ろ、当市の現状と比べて高品質で使いやすいと考

えているが、２９年度にウエブカメラ等の機器を

購入して、どの業者のシステムを導入するかとい

う判断は、費用対効果を検証しての今後の検討課

題だと思っているとの答弁でした。 

 次に、ホームページを現状より楽しく見られる

よう見直しをしていただきたいとの質疑があり、

ご指摘のような声が上がっている。課内で現状の

見直しを進めている。各課に利活用委員を設置し

ており、委員とともに早急に見直し、できるだけ

早目に対応して、１月の稼働を見込んでいる、昨

年、庁内で戦略的情報発信検討委員会を設置し、

各課の担当者と話し合いを行った。２９年度か

ら、皆様のいろんな意見を取り入れ、フェイスブ

ックとかのＳＮＳ等もうまく使いながら、市民の

皆様方のニーズに応えられることを念頭に置い

て、よいものをつくっていきたいと思うとの答弁

がありました。 

 教育総務課所管分では、小学生夢チャレンジサ

ポート事業について、小学生から応募された夢を

選定しとあるが、選定は誰が行うのかとの質疑が

あり、選定委員会を組織した上で選定したいと考

えている。選定委員会の委員構成は、マスコミ、

大学、企業関係者、そして西予市ＰＴＡ会長、校

長会会長、教育長といったメンバーを想定してい

る。また、夢をかなえるために、必要に応じて地

域の人たちや団体、企業等に事業を支えていただ

くことにより、みんなが一体感を持って夢の実現

に向けて取り組みを進めていきたいとの答弁があ

りました。 

 文化体育振興課所管分では、相撲を強化すると

いうのは、県の選手団を強化するという考えにな

るのかとの質疑があり、愛媛県の国体強化校に野

村高校相撲部が指定されており、野村高校相撲部

支援協議会に５０万円を支援している、ここ数

年、国体等において優秀な成績をおさめていると

ころであるとの答弁がありました。 

 消防総務課所管分では、八幡浜地区施設事務組

合の負担金について、ことしと去年の差はどこか

ら出るのか。消防活動業務事業も昨年度と差があ

る。また、消防水利整備事業の内容と消防車の車

検、整備は市内業者が行っているか市外業者が行

っているかお聞きしたいとの質疑があり、八幡浜

地区施設事務組合の負担金事業については、八幡

浜地区施設事務組合から一定額を要求されるわけ

ではなく、その年の予算額、その全体の１５．

６％を請求されることとなっている。そのため、

八幡浜地区施設事務組合消防事業特別会計の予算

額によって左右されることになるという答弁でご

ざいました。 

 消防活動業務事業においては、昨年度、空気ボ

ンベの充填設備を導入しており、今年度は大きな

装備を購入する予定がないためである。消防車両

の車検については、全て市内業者で行っている。 

 次に、三瓶地区におけるドクターヘリの要請を

決定するのは、西予市長か八幡浜市長かとの質疑

があり、ドクターヘリを要請するのは消防機関と

なっているため、三瓶町を管轄している八幡浜地

区施設事務組合消防本部のほうから要請すること

になっているとの答弁がありました。 

 防火水槽と詰所について、それぞれ改築、新設

をする場合、用地は市が取得するのか、地元提供

で無償貸与を受けるのか、基準等はあるかとの質

疑があり、詰所の用地の確保については、基本的

には地元にお願いしている。確保することができ

ない場合に、土地の提供を市がする場合もある。

耐震性貯水槽の用地についても同様であるとの答

弁でした。 

 財政課所管分については、公会計整備促進事業
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について、公会計に踏み切るのは実際何年ごろに

なるのかとの質疑があり、国からの要請では平成

３０年３月までに作成し活用を図ることが示され

ているもので、２６年度までに総務課で資産台帳

の整理をしてきた。平成２８年度には開始貸借対

照表を作成中で、来年度には平成２８年度決算分

を加えて財務諸表を完成させ、平成２９年度中に

は公表する予定であるとの答弁でした。 

 総合政策課所管分については、卯之町「はちの

じ」まちづくり整備事業の債務負担行為につい

て、設計、施工、監理も含めて詳しく説明願いた

いとの質疑があり、設計から施工まで、モニタリ

ングという仕組みを構築して、行政側が求める設

計、施設施工、監理に合致しているものかをチェ

ックすることにしており、そこには市議会議員も

入っていただくよう検討している。また、市内事

業者で工事できるものは、市内業者が請け負う仕

組みとしているので、行政からもそのように指導

していきたいとの答弁でした。 

 なお、昨年の６月定例会で、附帯決議としてい

る論旨に従い、卯之町「はちのじ」まちづくり整

備事業を執行するようにとの意見がありました。 

 まちづくり推進課所管分では、移住交流促進事

業について、相談コーナーもなく、移住希望者へ

の対応はどうなっているのかとの質疑があり、移

住希望者にも多様なニーズがあり、市役所全体で

取り組もうと、多くの課から担当者を出してもら

い、会議を３回実施したところである。現在、移

住対応ＱアンドＡを取りまとめ中であり、移住希

望者がどこの窓口に来られても、まちづくり推進

課の事務局につないでもらって、関係する部署の

担当者と連携して対応できる仕組みを構築中であ

るとの答弁でした。 

 監査委員事務局所管分については、委員監査や

職員監査が実施されていると思うが、各課への監

査の結果、改善を指摘した事例が２８年度には何

件ぐらいあったのか。それに対して改善の結果報

告が迅速に上がっているのかとの質疑があり、平

成２８年度に実施した定例監査については、結果

報告の取りまとめを代表監査委員、議会選出監査

委員で協議中であり、今調整中である。平成２７

年度の分については、既に監査報告を行っている

が、それに対する改善報告は全件上がってきてい

る。それに対して公表ということで掲示板に掲載

しているとの答弁がありました。 

 以上、総務常任委員会審査報告といたします。 

 平成２９年３月２１日、総務常任委員会委員長

酒井宇之吉。 

 以上であります。 

○議長 次に、厚生常任委員会委員長森川一義君

の報告を求めます。 

 森川一義君。 

○森川一義厚生常任委員長 厚生常任委員会審査

報告をいたします。 

 去る３月７日の本会議において当委員会に付託

されました議案について、３月１０日及び１３日

に委員会を開催し、審査を行いましたので、その

経過と結果についてご報告申し上げます。 

 お手元に配付のとおり、議案１６件については

いずれも全会一致で原案可決決定いたしました。 

 議案の審査過程において委員より出された質疑

並びに部課長の答弁を抜粋して報告いたします。 

 議案第１１号「西予市在宅ねたきり老人等介護

手当支給条例の一部を改正する条例制定につい

て」では、介護手当の支給が地域支援事業の対象

外とされた理由は何かとの質疑に対し、今回の制

度改正により、介護保険料を払っていながら介護

サービスを受けずに在宅で介護されている方への

慰労と位置づけられたとの答弁があり、１万５，

０００円から１万円に減額しても西予市の持ち出

しはふえると思うが、どれくらいふえるのかとの

質疑に対し、従来市の財源負担は１９．５％であ

ったため、残りの８０．５％分、市の負担がふえ

ることになり、平成２８年度の実績見込みから積

算すると約４５０万円ふえることになるとの答弁

がありました。 

 議案第１２号「西予市隣保館条例の一部を改正

する条例制定について」では、今回の改正は、社

会教育指導員と同じように週３日勤務の月額７万

９，２００円という解釈でよいかとの質疑に対

し、そのとおりであるとの答弁がありました。 

 議案第１５号「西予市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例の一部を改正する条例制定について」

は、ケアマネジャー等を通じ調査した対象が１３

２世帯であるとの説明があったが、今後ふえる見

込みはあるのかとの質疑に対し、今後、広報紙や

ホームページなどで周知を図っていきたいと考え

ており、そのことによって対象世帯がふえる可能

性はあるとの答弁がありました。また、１３２世

帯の旧町別内訳はとの質疑に対し、明浜１２世
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帯、宇和４１世帯、野村３５世帯、城川１８世

帯、三瓶２６世帯であるとの答弁がありました。 

 議案第１８号「西予市水道事業の剰余金の処分

等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」では、納付する剰余金はどれくらいの金額か

との質疑に対し、一般会計から出資を受けている

分について、一般会計が起債償還する額の４分の

１を事業年度で利益が出た場合に一般会計へ納付

しているが、平成２８年度で４００万円納付して

いると答弁があり、今まで剰余金が出た場合どの

ように処分されていたのかとの質疑に対し、今ま

では決算認定後に処分していたが、地方分権一括

法により条例に規定すれば処分できることとなっ

ており、今回条例に項目を追加したいとの答弁が

ありました。 

 議案第３０号「平成２９年度西予市一般会計予

算」における長寿介護課所管分では、市内の敬老

会の開催状況はとの質疑に対し、小学校区単位や

集落単位などさまざまな形態で実施されていると

の答弁があり、敬老会は対象の皆さんが集まるこ

とに意味があると思うが、市としてそのような取

り組みを促すことはできないかとの意見に対し、

各地区の事情もあるが、市としては地区で長寿の

方をお祝いし交流を持っていただけるような集ま

りの場が望ましいと考えており、今後ともそのよ

うにお願いしていきたいとの答弁がありました。 

 また、緊急通報事業の内容について質疑があ

り、ひとり暮らしの高齢者、または重度の身体障

がい者に対して装置を貸与し、電話回線による緊

急時の通報を委託業者のオペレーターが２４時間

体制で受信し、状況に応じてあらかじめ登録した

協力員や関係機関へ連絡し対応を図る事業であ

り、現在、市内で１５６台設置しているとの答弁

があり、委託しているのはどこの業者かとの質疑

に対して、委託先は２４時間体制のオペレーター

を配置している徳島の会社であるとの答弁があり

ました。 

 福祉課所管分では、扶助費が前年度より１０８

万円増額となっているが、生活保護受給者がふえ

ると予測されているのか、またその他扶助費とは

どういったものかとの質疑に対し、近年、生活保

護受給者はほぼ横ばいで推移しており、増加する

見込みではない。生活扶助、教育扶助、医療扶助

など、さまざまな扶助があり、平成２８年度実績

等を考慮し積算した結果、増額となっている。ま

た、その他扶助費は救護施設の入所に係る費用で

あるとの答弁がありました。 

 また、ファミリー・サポート・センター事業に

ついて、現在の実績が４件で２０日間という説明

だったが、どういう内容であったのかとの質疑に

対し、多くが保育所、学校への送迎であるとの答

弁があり、利用された方の感想はどういったもの

かとの質疑に対し、大変ありがたく助かったとの

感想をいただいており、今後利用された方の感想

などを会報をつくって周知していきたいとの答弁

がありました。 

 健康づくり推進課所管分では、食育事業の詳細

な内容について質疑があり、第２次西予市食育推

進計画に基づき、保育所、小中高等学校等での食

育授業、離乳食学級、食生活改善グループと連携

した地域での活動などであるとの答弁がありまし

た。 

 また、特定不妊治療助成事業の詳細な内容につ

いても質疑があり、体外受精や顕微授精など、愛

媛県が行う特定不妊治療費助成を受けられた方が

対象となり、今年度から事業を行っているが、２

月末現在延べ１４件の申請があり、事業費として

７７万５，０００円支出しているとの答弁があ

り、本事業の成果について質疑があり、事業申請

者のうち、妊娠の継続されている方が現在３名い

ると聞いているとの答弁がありました。 

 また、クアテルメ宝泉坊管理運営事業が昨年度

より約４００万円減額となっている理由及びプー

ルの利用者数について質疑があり、予算減額の主

な理由は、平成２８年度から３カ年計画により修

繕を実施しているが、平成２９年度は前年度より

修繕予定額が少ないためである。 

 次に、平成２７年度本施設の年間利用者が合計

で１６万６，８６８人であり、そのうちプールの

利用者は４万４，９８７人であるとの答弁があり

ました。 

 また、クアテルメ宝泉坊の収入と経費など経営

状況、プールの必要性などはどう考えているのか

との質疑に対し、クアテルメ宝泉坊が赤字である

状況は把握しているが、市内４つの温浴施設のう

ち唯一プールがあり、介護予防など市民の健康増

進が図れる施設として活用したいと考えている。

また、市としても本施設を利用いただく仕掛けづ

くりを前向きに行いたいとの答弁がありました。 

 環境衛生課所管分では、名水サミット事業につ
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いて、観音水は高野長英も訪れたと書かれている

書物も残っているが、そういったことも関連した

シンポジウム、ジオツアーなどをされるのかとの

質疑に対し、現在、水にかかわる方々の意見発表

などのシンポジウムの開催を検討中であるが、歴

史、文化的な視点も考慮し検討したいとの答弁が

ありました。 

 また、田園ロマンの里づくり推進事業の詳細な

内容はとの質疑に対し、田園ロマンの里づくり推

進委員の先進地研修、見守り隊の双眼鏡等の備品

購入、団体への活動補助金などであるとの答弁が

あり、長期的視点に立った、ハード整備を含めた

計画はないのかとの質疑に対し、今後、越冬も含

めツル、コウノトリの安定的な滞在のため、基金

を活用したねぐらの整備、有害鳥獣対策、餌場環

境や魚道の整備、子供たちへの環境学習、さらに

は地域産業の振興にもつなげたいと考えている

が、行政だけではなく、地域の方と一緒に協議検

討したいとの答弁がありました。 

 議案第３３号「平成２９年度西予市国民健康保

険特別会計予算」では、保険税の今後の見通しに

ついて質疑があり、平成３０年度からの広域化に

より県が納付金を確定し、それにより本市の保険

税を算出することになる。本市は県内他市町より

保険税が安いため、今後徐々に調整し、他市町並

みに上げていかざるを得ないとの答弁があり、広

域化により市の事務量の軽減は図られるのかとの

質疑に対し、広域化後も本市の事務量は余り軽減

されないと認識しているとの答弁がありました。

広域化のメリット、デメリットをどう捉えている

のかとの質疑に対し、メリットについては、被保

険者に係る高額医療の負担軽減、大規模災害時等

における財政の安定等があり、デメリットとして

は、事務量の増加が考えられるとの答弁がありま

した。さらに、本市にとって広域化のメリットは

余りないのではとの質疑に対して、従来から本市

の保険税は安く設定しており、広域化に伴う保険

税上昇はやむを得ないと考えているとの答弁があ

りました。 

 議案第３４号「平成２９年度西予市後期高齢者

医療特別会計予算」では、保険料の上限額と最も

低い額について質疑があり、上限額が年額５７万

円、最も低い額が均等割の９割軽減である年額

４，６３０円であるとの答弁がありました。 

 議案第３５号「平成２９年度西予市介護保険特

別会計予算」では、高齢者虐待や成年後見制度活

用等の事業であると説明があった権利擁護事業の

支出内容について質疑があり、高齢者虐待等の相

談、対応を行う地域包括支援センターの社会福祉

士の人件費であるとの答弁があり、虐待を受けた

本人は相談しにくいと思うが、誰が相談に来られ

るのかとの質疑に対し、民生委員や周辺の方々な

どから相談があり、対応するケースが多いとの答

弁がありました。 

 議案第３８号「平成２９年度西予市簡易水道事

業特別会計予算」では、平成２９年度以降、国か

らの補助金はなくなると聞いているが、今後、簡

易水道の施設整備はどのように行うのかとの質疑

に対し、統合に係る国庫補助は今年度までとなっ

ているため、今後、当面の間は償還の一部に一般

会計からの繰り入れがある起債を借りて事業を実

施するか、一般会計から事業費の１割分の繰り入

れがある通常の建設改良事業を実施していくこと

になるとの答弁がありました。 

 議案第３９号「平成２９年度西予市水道事業会

計予算」では、順次耐震化は進んでいると思う

が、西予市の耐震化の見通しはいつごろかとの質

疑に対し、本市は管路がかなり長く、毎年の更新

率は０．１％程度であり、まずは配水池、浄水場

など基幹施設から順次耐震化し、その後、漏水の

多い箇所などから管路の耐震化を少しずつ進めて

いきたいとの答弁がありました。 

 議案第４０号「平成２９年度西予市病院事業会

計予算」では、夜間、救急の方はおおよそどれく

らい来られるのかとの質疑に対し、平成２７年度

の診療時間外の来院者の実績では、市民病院が

１，９８４人、野村病院が２，５６０人であると

の答弁がありました。 

 また、奨学金貸し付けについては、平成２８年

度は１名の利用実績だったが、２９年度は何名を

目標としているのかとの質疑に対し、平成２９年

度についても５名を目標とし、３００万円を予算

計上しているとの答弁があり、応募者が少ない原

因を分析し、対策を講じているのかとの質疑に対

し、さらに各学校にＰＲするとともに、個人的な

人間関係を構築して直接お願いするなど、鋭意努

力したいとの答弁がありました。また、看護師不

足対策に関して、地域の中学生の体験活動の実施

など、早期の啓発が必要ではないかとの質疑に対

し、中学生への働きかけは進路などに大きな影響
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があると考えており、現在、中学生の職場体験等

を実施しているが、今後とも看護師確保に向け、

一層努力していきたいとの答弁がありました。 

 議案第４１号「平成２９年度西予市野村介護老

人保健施設事業会計予算」では、来年１月からは

新たに増築した分の入所者がふえるという説明が

あったが、職員の給与費は前年度より減額となっ

ているが対応は可能かとの質疑に対し、現在つく

し苑の介護職員は３８名であり、増床後も人員基

準は満たしている。平成２９年度は現在の職員で

対応する予定だが、どうしても対応ができない場

合は、臨時職員の雇用も検討したいとの答弁があ

りました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２９年３月２１日、厚生常任委員会委員長

森川一義。 

○議長 次に、産業建設常任委員会委員長小野正

昭君の報告を求めます。 

 小野正昭君。 

○小野正昭産業建設常任委員長 産業建設常任委

員会審査報告。 

 去る３月７日、本会議において当委員会に付託

をされました議案６件並びに請願１件につき、３

月１０日及び１３日の２日間おいて、慎重に審査

を行いました。 

 審査した議案は報告書に記載しておりますとお

りであります。議案６件については、お手元に配

付のとおり原案可決決定をいたしました。 

 また、請願第１号「鳥獣被害防止に関する請

願」についても、お手元に配付のとおり採択と決

しました。 

 採択の理由といたしまして、全国の野生鳥獣に

よる農作物被害額は、近年２００億円前後で推移

しており、西予市も農作物への被害は年間３，０

００万円を超えるものとなっており、被害はより

深刻化をいたしております。 

 有害鳥獣による被害は、営農意欲を減退させ、

耕作放棄地の増加を生み出すとともに、被害額と

して数字にあらわれる以上に農山漁村に深刻な影

響を与えており、当委員会で協議し内容を集約を

いたしますと、鳥獣被害を防止し西予市内の農林

産物を保護するため、南予の他市町同様、鳥獣害

駆除補助対象期間を通年に設定するとともに、新

たに産業の構築を図る意味においても、ししの里

を有効利用できる体制づくりを検討してほしいと

する本請願内容は賛同できるとの意見が大勢を占

め、全会一致で採択と決しました。 

 これより議案審査の過程において、委員より質

疑など抜粋してご報告を申し上げます。 

 議案第４号「西予市工場立地法第４条の２第２

項の規定に基づく準則を定める条例制定につい

て」は、経済振興課より説明がありました。その

中で、株式会社ちぬやホールディングスの操業開

始に向けた条例制定ではないのかとの質疑があり

ました。 

 本件は、工場立地法の権限移譲が本年４月１日

より行われることに伴う条例制定であり、県下各

自治体が同様に条例の制定や改正をするもので、

特定の団体のために行うものではないとの答弁が

ありました。 

 また、株式会社ちぬやホールディングスでは、

事業規模が当初より大きくなる見込みで、周辺の

用地取得に現在も取り組まれているようですが、

現在のところは現準則に基づき用地取得を実施し

ているとの説明もありました。 

 次に、議案第１６号「西予市農林漁業活性化施

設条例の一部を改正する条例制定について」は、

西予市明浜市民ふれあい農園管理棟の廃止に伴

い、当該施設について定めた項目の削除を行うた

め、本条例の一部を改正する内容となっており、

なお本施設は、市民の交流及び地域社会の活性化

等を目的として、平成６年度に農業農村活性化農

業構造改善事業により明浜町俵津地区に設置した

ものでありますが、現在の利用状況は年数件程度

にとどまり、地元への譲渡についても協議をした

ものの今後の活用も見込められず、加えて耐用年

数の問題もあることから、本年３月末で施設を廃

止することとなり、条例改正を行うに至ったとの

説明がありました。 

 議案第１７号「西予市有林野管理条例の一部を

改正する条例制定について」は、森林法等の一部

を改正する法律の施行に伴い、本条例の一部を改

正するものであるとの説明がありました。 

 次に、議案第３０号「平成２９年度西予市一般

会計予算」について、経済振興課所管分について

からご報告をいたします。 

 まず南予地区官民連携事業における承継推進事

業への問い合わせ状況について質疑がありまし

た。 

 本件については、現在までに３件の問い合わせ
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をいただき相談を受けているものの、個人財産、

プライバシー、企業情報といったことがあり、慎

重に対処しなければならない問題もあるため、丁

寧に対応を行うことで承継がうまく進むよう努め

たいとの答弁がありました。 

 また、ふるさと就業創出奨励事業に対しては、

議員より提案が出されました。その提案内容は、

西予市内の宇和地区では半数以上が市外の高校に

進学するという実情があることから、市外の学校

に就学していても最終的に西予市内に就職した方

であれば、本事業における奨励受給者にすべきで

はないかとの意見がありましたが、市内の進学率

の向上のためにも、就職についても市内に就職し

てもらえるようなきっかけになればとの目的で生

み出された本事業ではありますが、議員からの提

案も参考に就業状況の精査を行い、３カ年を目途

に見直し、検討をしたいとの答弁がありました。 

 また、ジオブランド推進事業に対しては、ジオ

の至宝というブランドが愛媛県の愛あるブランド

とかぶってしまっている印象があるが、ジオの至

宝の認定申請があった際の認定基準についてはど

うなっているのかとの質疑がありました。 

 その答弁として、認定の基準としては４つの基

準が設けられており、１番目に重要視されるのは

商品と四国西予ジオパークのストーリー性、２番

目に重視されるのは商品の独自性、３番目は消費

者の信頼性や安全性の確保、４番目は市場性及び

将来性が確保できているかという内容になってい

るので、県の愛あるブランドにおいて認定を受け

た産品がジオの至宝としても認定される可能性は

あるものの、あくまで物販イベント等で優先的に

商談の場を提供するジオの至宝として新たに推奨

していきたいとの答弁でした。 

 農業水産課所管分では、農業後継者育成事業に

ついて説明を受けました。この件に、青年就農給

付金制度の継続受給者を４５名、新規受給者を１

０名で予算計上しているとの説明に対し、新規受

給対象者の審査方法と、継続受給者が５０名から

４５名に減少した理由についての質疑がありまし

た。 

 新規就農者の場合は、審査会により申請書類等

のチェックのほか、ヒアリングにより厳格に審査

を実施しており、継続受給者が５名減少した理由

については、４名が期間満了によるもので、あと

の１名は農業外所得が基準を上回ったことによる

受給停止であるとの答弁でした。また、給付期間

満了となった４名は、農業者として自立している

とのことでありました。 

 次に、八幡浜漁協財務改善支援事業補助金の質

疑については、平成２５年度から５カ年の支援期

間が終わろうとする中、現況はどうなっているの

かの質疑がありました。西予市に対しては、運転

資金の借り入れ返済は順調に償還していると報告

を受けているものの、１０カ年計画に延長する見

込みであり、平成２９年度中に債務負担行為を再

提案することになると思われるとの答弁でした。 

 林業課所管分では、市単独林道原材料支給事業

３８９万７，０００円について、生コン等舗装に

よる実績がどれだけ出ているのかの質疑がありま

した。 

 本件は、生コンの現物支給を行う予算として計

上されているものだが、現在資材単価が立米あた

り１万７，０００円程度になるまで高騰をしてお

り、地域の要望に応えられていない現況にあると

の答弁でした。 

 砕石については対象外であるが、ヒューム管や

横断溝といったものの要望があればある程度は支

給できるので、要望に対してはその都度対応して

いきたいとの答弁でした。 

 建設課所管分では、市道湯の川・くらぬき線改

良事業の進捗状況について詳細な説明を求めまし

た。 

 本市道は、明浜支所建設予定地への進入路であ

るとともに防災用の避難路として整備するもの

で、２９年度は延長１５０メートル、幅員４メー

トルを追加延長して、旧高山小学校プール付近を

整備するものであり、全線の進捗状況は物件補

償、用地交渉とともに完了済みで、支障建物の取

り壊しも順調に進んでいるとの説明がありまし

た。 

 なお、３月中に工事の発注を行い、平成２９年

度中には道路改良を完了したいとの答弁でした。 

 また、市道石城地区２０９号線改良事業では、

本路線が越冬するために飛来してきたナベヅルの

滞在エリア付近で整備されることになっているた

め、整備後の影響を懸念する意見が議員より出さ

れました。 

 また、ナベヅル、コウノトリの対処を行う関連

部署との連携についてどのようになっているのか

の質疑が行われましたが、工事時期については、
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環境衛生課、地元関係者と協議、調整をしながら

進めており、整備による影響が出ないよう配慮し

ているとの答弁でした。 

 ほかにも都市計画変更事業については用途区域

の一部見直しを行う事業になりますが、今後の協

議の中で調整を図りながら進めていきたいとの答

弁がありました。 

 下水道課所管分では、農業集落排水特別会計の

繰出金３億４７２万９，０００円、公共下水道特

別会計への繰出金４億３，１８６万３，０００円

について、詳細な説明がありました。 

 次に、農業委員会所管分については、農業者年

金制度について説明を受けました。本制度は平成

１４年度から積立方式に変わっていますが、現在

の西予市内での加入者数と近年の新規加入者数の

推移について質疑がありました。現在の市内の加

入者数は１３８名であり、近年の新規加入者は２

ないし３名程度に推移していたものの、加入推進

にてこ入れを図った結果、２８年度においては７

名の新規加入者を獲得することができたとの答弁

がありました。 

 ほかにも、耕作放棄地の調査はどのように行わ

れているのかの質疑がありました。 

 農業委員会では年１回、西予市の全農地の利用

状況調査を行い、さらに耕作されていないところ

は利用意向調査を実施しているが、農地利用最適

化推進委員は、この利用意向調査をもとに情報提

供を行いつつ、担い手への農地利用の集積、集約

化に努めているとの答弁がありました。 

 議案第３６号「平成２９年度西予市農業集落排

水事業特別会計予算」については、農業集落排水

の対象人口、加入者数、加入者率の現状と今後、

公共下水道への移管はどうなるのかとの質疑があ

りました。 

 平成２８年３月末時点での農業集落排水処理区

域内人口は８，８８４人であり、そのうち接続人

口は７，０５４人、接続率は７９．４％になり、

今後の公共下水道への切りかえについては、農業

集落排水施設が古いもので２０年を経過してお

り、修繕料等も増加傾向にあることから、前向き

に検討する必要があると考えているとの答弁でし

た。 

 議案第３７号「平成２９年度西予市公共下水道

事業特別会計予算」については、新年度の宇和処

理区における管路整備がどこまで進んでいるのか

の質疑に対し、平成２９年度予算ではれんげ団地

の全域及び上松葉地区の一部を整備する予定であ

るほか、若宮団地についても測量設計業務の実施

を計画しているとの答弁がありました。 

 産業建設常任委員長として、本任期最終の委員

長報告となりますので、委員長としての所管及び

要請をいたしておきます。 

 ５年前に委員長報告の折にも同様のことを私は

申し上げました。この後、議決されるであろう平

成２９年度一般会計予算等について、特に公共工

事の目的、必要性からも、繰越事業にならないよ

う、粛々と事業の発注に努力をしていただきた

い。 

 また、財源の有効活用の観点からも、測量設計

が１００％に近い委託料になっており、設計及び

入札の整合性、また工事の管理監督の重要性に鑑

み、技術職員の養成及び配置を強く進言をいた

し、大変長くなりましたが、産業建設常任委員会

審査報告といたします。 

 平成２９年３月２１日、産業建設常任委員会委

員長小野正昭。 

○議長 次に、西予市環境衛生施設建設特別委員

会委員長藤井朝廣君の報告を求めます。 

 藤井朝廣君。 

○藤井朝廣西予市環境衛生施設建設特別委員長 

西予市環境衛生施設建設特別委員会審査報告書。 

 去る３月７日の本会議において当委員会に付託

されました議案について、同日委員会を開催し審

査を行いましたので、その経過と審査結果につい

てご報告を申し上げます。 

 お手元に配付のとおり、議案第３０号「平成２

９年度西予市一般会計予算」のうち、歳入歳出予

算に関する当委員会所管分については、全会一致

で原案可決決定いたしました。 

 平成２９年度における西予市衛生センターの適

正な施設の維持管理に要する歳出予算として、総

額１億２，０７６万２，０００円を計上し、その

主な内訳は、クボタ環境サービス株式会社中国支

店への処理場維持管理委託料３，４０８万５，０

００円を含む委託料６，３５０万３，０００円、

主に薬剤等の購入や電気料に要する経費である需

用費５，３９５万円などとなっています。 

 また、歳入予算として、西予市衛生センター使

用料として１，７３５万８，０００円を計上して

いるが、本施設の使用料はこれまでと同様に１８
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リットルにつき２０円とし、平成２７年度の実績

をもとに計上しているとの説明がありました。 

 以上の説明に対し、車両の自動車重量税として

公課費３万２，０００円を計上していると説明が

あったが、本施設で使用する車両分を計上してい

るのかとの質疑があり、既存施設にあった２トン

ダンプを本施設で保有することとしており、その

分の自動車重量税であるとの答弁がありました。 

 以上、委員会審査報告といたします。 

 平成２９年３月２１日、西予市環境衛生施設建

設特別委員会委員長藤井朝廣。 

○議長 以上で各委員長の報告は終わりました。 

 これより各委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時２３

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時３１

分） 

 これより議案順に採決を行います。 

 まず、議案第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４号「西予市工場立地法第４条の２第２

項の規定に基づく準則を定める条例制定につい

て」は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第４号は原

案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第５号から議案第１８号までの１４

件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５号「西予市部設置条例の一部を改正す

る条例制定について」から議案第１８号「西予市

水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部を

改正する条例制定について」までの１４件は委員

長報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第５

号から議案第１８号までの１４件は原案のとおり

決定いたしました。 

 次に、議案第１９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１９号「相互救済事業の委託について」

は委員長報告のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第１

９号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第３０号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３０号「平成２９年度西予市一般会計予

算」は委員長報告のとおり決定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第３０号は

原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第３１号から議案第４１号までの１

１件を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３１号「平成２９年度西予市住宅新築資

金等貸付事業特別会計予算」から議案第４１号

「平成２９年度西予市野村介護老人保健施設事業

会計予算」までの１１件は委員長報告のとおり決

定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第３１号か

ら議案第４１号までの１１件は原案のとおり決定

いたしました。 

 次に、請願第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 請願第１号「鳥獣被害防止に関する請願」につ

いては委員長報告のとおり採択することに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、請願第１号は採

択することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時３５

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時４５

分） 
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 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第４５号

「平成２８年度西予市一般会計補正予算（第９

号）」から議案第４８号「新市建設計画の変更に

ついて」までの４件及び発議第１号「西予市議会

委員会条例の一部を改正する条例制定について」

及び議会報告第２号「西予市環境衛生施設建設特

別委員会の報告について」並びに「議員派遣の件

について」を本日の日程に追加し、追加日程とし

て議題にいたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長  異議なしと認めます。よって、７件を

本日の日程に追加し、追加日程とすることに決定

いたしました。 

  （追加） 

○議長 まず、追加日程第１、議案第４５号「平

成２８年度西予市一般会計補正予算（第９号）」

を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 管家市長。 

○管家市長 議案第４５号「平成２８年度西予市

一般会計補正予算（第９号）」について提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回の補正予算案の主な内容でございますが、

国庫補助事業における国庫補助内示額の増額に伴

う分担金及び地方債等の調整、また起債事業にお

ける事業内容の精査による地方債の調整、及び年

度内の完了が見込まれない事業について繰越明許

費の設定を行うものであります。 

 まず、土木費の住宅管理費の地域住宅交付金事

業では、工事の一部が起債対象外の取り扱いとな

るため、地方債を減額するものであります。 

 災害復旧費の農林水産施設災害復旧費では、国

庫補助金の補助率がかさ上げされたことに伴い、

国庫補助金の増額に対する地方債及び分担金を減

額調整いたしました。 

 なお、城川地区の中津川農道災害復旧事業が補

助災害の対象外であるため、一般財源を増額して

おります。 

 今回の補正は、財政調整基金の繰り入れにより

財源の調整を行うもので、事業費に変動はなく、

歳入歳出予算の総額に変更はございません。 

 また、さきに議決をいただきました一般会計補

正予算（第８号）における地方創生拠点整備交付

金にかかわる５事業を含め、その性質上、または

予算成立後の事由により、年度内の完了が見込ま

れない５３事業につきましての繰越明許費を設定

いたしております。 

 なお、事業費の確定によるえひめ国体施設整備

事業にかかわる継続費補正、または財源調整によ

る地方債補正を行っております。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願いを申し上げます。 

○議長 暫時休憩します。（休憩 午後３時４９

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時５０

分） 

 理事者の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４５号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第４５号「平成２８年度西予市一般会計補

正予算（第９号）」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第４５号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第２、議案第４６号「平

成２８年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第５号）」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 議案第４６号「平成２８年

度西予市公共下水道事業特別会計補正予算（第５
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号）」について提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 公共下水道事業は、平成３２年４月から地方公

営企業法に基づく企業会計が適用されるため、今

年度から企業会計の移行に伴う資産調査及び評価

業務を実施することとしておりました。事業実施

に当たり、発注方法等について検討協議をした結

果、事業の性質上、同一事業者により実施するこ

とが望ましいことから、９月定例会において、平

成２９年度、３０年度の債務負担行為について議

決をいただいたところでございます。 

 今回の補正は、今ほどご説明いたしました協議

に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難に

なったことから、施設管理費１，１３６万２，０

００円の繰越明許費を計上するものであります。

よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４６号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第４６号「平成２８年度西予市公共下水道

事業特別会計補正予算（第５号）」は原案のとお

り決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第４６号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第３、議案第４７号「林

道東津野城川線（安尾地区）地すべり災害復旧工

事変更請負契約について」を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 二宮産業建設部長。 

○二宮産業建設部長 議案第４７号「林道東津野

城川線（安尾地区）地すべり災害復旧工事変更請

負契約について」提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本工事は、平成２７年３月２０日から９月２日

かけて発生した地すべり活動により、路面沈下や

構造物の変異が確認され、地域住民の生活道路の

機能をあわせ持つ重要な林道として早期復旧を図

る必要があることから、平成２８年第１回定例会

において議決をいただき、請負金額１億５，２２

８万円で山本建設株式会社代表取締役山本初市氏

と契約を締結し、ことし３月末の完成を目指して

工事を進めているところでございます。 

 本工事におきまして、工事着手後に計画アンカ

ーの確認試験を行った結果、アンカーが定着する

岩盤の位置が深かったため、アンカーの長さに変

更が生じたことなどにより、工事請負費６７０万

円を増額し請負金額１億５，８９８万円とする工

事請負仮契約を去る平成２９年３月６日に締結し

ましたので、議会の議決を求めるものでありま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４７号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより議案第４７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４７号「林道東津野城川線（安尾地区）

地すべり災害復旧工事変更請負契約について」は

原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を

求めます。 
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  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第４７号は

原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第４、議案第４８号「新

市建設計画の変更について」を議題といたしま

す。 

 理事者の説明を求めます。 

 宗企画財務部長。 

○宗総務部長兼企画財務部長 議案第４８号「新

市建設計画の変更について」提案理由のご説明を

申し上げます。 

 新市建設計画は、合併後のまちづくりを進める

ための基本方針を定め、５町の速やかな一体化を

促進し、地域の発展と住民福祉の向上を図るため

の方策を示すため、市町村の合併の特例に関する

法律第５条の規定により策定されたものでありま

す。 

 今回の計画変更は、旧合併特例債を活用して実

施する新規事業の追加、財政計画の変更並びに計

画書中に引用するデータを最新のものに変更する

など、所要の整備を行うため、市町村の合併の特

例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５条

第７項の規定により議会の議決をお願いするもの

であります。よろしくご審議の上、ご決定くださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４８号は、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第４８号「新市建設計画の変更について」

は原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、議案第４

８号は原案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第５、発議第１号「西予

市議会委員会条例の一部を改正する条例制定につ

いて」を議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 議会運営委員会委員長源正樹君。 

 源正樹君。 

○源正樹議会運営委員長 発議第１号「西予市議

会委員会条例の一部を改正する条例制定につい

て」提案理由を説明いたします。 

 先ほど可決決定されました議案第５号「西予市

部設置条例の一部を改正する条例制定」により、

総務部と企画財務部が総務企画部に一本化されま

す。このことに伴い、西予市議会委員会条例第２

条第２項第１号にある総務常任委員会の所管名を

同様に改める必要があり、地方自治法第１１２

条、会議規則第１４条の規定により、一部改正案

を提案するものです。 

 改正案についてはお手元に配付のとおりであり

ます。よろしくご審議の上、ご決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

 平成２９年３月２１日、西予市議会議会運営委

員会委員長源正樹。 

○議長 提案理由の説明は終わりました。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第１号は、会議規則第３７条第２項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 
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 発議第１号「西予市議会委員会条例の一部を改

正する条例制定について」は原案のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、発議第１号は原

案のとおり決定いたしました。 

  （追加） 

○議長 次に、追加日程第６、議会報告第２号

「西予市環境衛生施設建設特別委員会の報告につ

いて」を議題といたします。 

 西予市環境衛生施設建設特別委員会委員長藤井

朝廣君の報告を求めます。 

 藤井朝廣君。 

○藤井朝廣西予市環境衛生施設建設特別委員長 

西予市環境衛生施設建設特別委員会報告書。 

 当委員会の目的である西予市環境衛生施設建設

と処理方式に関する調査及び研究、西予市環境衛

生施設の運営に関する調査及び研究、西予市環境

衛生施設の予算に関する調査及び研究を行いまし

た。 

 平成２８年６月２８日、第１回委員会を開催

し、以後閉会中、開会中において平成２９年３月

７日の委員会に至るまで計６回の委員会を開催し

たほか、県外行政視察等を実施いたしました。そ

の経過と結果を報告いたします。 

 まず、西予市環境衛生施設建設と処理方式に関

する調査及び研究についてですが、本特別委員会

設置前に、既に施設は宇和町稲生地区において建

設中であり、処理方式は膜分離高負荷脱窒素処理

方式、資源化については汚泥助燃材化方式による

と決定しておりました。ただし、新たに委員とな

った議員が多かったこともあり、県外行政視察を

実施し、２カ所の施設を視察いたしました。１つ

は、西予市衛生センターと処理方式等がほぼ同じ

で、建設後約１年６カ月と新しい施設であり、も

う一つは、処理方式等は若干異なるものの、建設

後約１７年経過した施設でありました。建設年度

は異なるものの、どちらの施設も周辺はもちろん

建物内の臭気は全くなく清潔であり、放流水質も

国基準値より厳しい自主基準値以内と適切に管理

されており、本市施設の今後の維持管理運営にお

いて大変参考になった上、委員一同、改めて安心

をいたしました。 

 なお、どんぶり館への連絡橋及び連絡通路の工

期延長に伴い、今年度内に予定していた落成式を

４月末に変更するが、現在試験運転を行ってお

り、予定どおり４月１日からの供用開始となると

の説明がありました。 

 次に、西予市環境衛生施設の運営に関する調査

及び研究についてですが、安心・安全な処理及び

経済的な運転管理には、質の高い、専門的な管理

能力の確保が必要であるため、運転管理業務をク

ボタ環境サービス株式会社中国支店へ外部委託

し、また施設機器の瑕疵期間が３年間であるた

め、３カ年の複数年契約をしたとの説明を受けま

した。また、供用開始後は適正な施設の維持管理

が必要となりますが、そのために、平成２９年度

においては約１億２，０００万円を予算計上して

いるとの説明を受けました。今後は、安心・安全

かつ適正な施設の維持管理、運営を維持しつつ、

できる限りランニングコストの削減等の経営努力

を期待しております。 

 次に、西予市環境衛生施設の予算に関する調査

及び研究についてですが、汚泥再生処理施設整備

事業の予算について、当初、補正の各予算を審査

し、総額２９億９，９９８万７，０００円となり

ました。そのうちの主なものは、本体工事２３億

８，５７２万円、造成工事１億４，９９２万６，

０００円、また用地購入費及び物件補償費が３億

５，９６０万４，０００円となっております。 

 最後に、地域住民の方々を初め、西予市衛生セ

ンターの建設に携われた多くの方々に感謝を申し

上げますとともに、今後、本センターが有効活用

され、市内の自然環境や市民の生活環境の保全、

また環境教育に寄与する施設として役立つことを

確信いたしております。 

 以上で西予市環境衛生施設建設特別委員会報告

といたします。 

 平成２９年３月２１日、西予市環境衛生施設建

設特別委員会委員長藤井朝廣。 

○議長 以上で委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論なしと認めます。 

 お諮りいたします。 
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 ただいまの委員長の報告をもって西予市環境衛

生施設建設特別委員会の調査研究を終了すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。

起立全員であります。よって、西予市環境衛生

施設建設特別委員会の調査研究は終了することに

決定いたしました。 

（追加） 

○議長 次に、追加日程第７、「議員派遣の件に

ついて」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

 お手元に配付いたしております本件を承認する

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認めます。よって、「議員派

遣の件について」は本件のとおり承認することに

決定いたしました。 

この際、お諮りいたします。 

 ただいま決定いたしました議員派遣の内容につ

いては、諸般の事情により変更が生じる場合には

議長に一任を願いたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

以上で全日程を終了いたしました。 

市長より閉会の挨拶があります。 

管家市長。 

○管家市長 平成２９年第１回西予市議会定例会

の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 去る２月２８日の開会以来、２２日間に及んだ

今定例会でございますが、議員各位におかれまし

ては、本会議並びに各常任委員会におきまして、

上程いたしました全議案について慎重な審議を賜

り、いずれも原案のとおり可決いただきました。

衷心より厚く御礼を申し上げます。 

 平成２９年度は、私にとりまして施政２年目を

迎え、西予市で生活を望む人がふえ、その望みが

かなえられるまちづくりを基本理念として、所信

表明で申し上げました７つの視点により、安心が

体感できるまちづくりへ取り組む政策実行予算と

なるよう、着実に推進してまいる所存でございま

す。 

 また、本会議や常任委員会を通じて承りました

ご意見につきましても、予算の執行や第２次西予

市総合計画を推進する中で、でき得る限り尊重

し、生かせるよう努めてまいりたいと考えており

ます。 

 さて、今月は西予市にとりましてうれしいニュ

ースがございました。先月、遊子川地区活性化プ

ロジェクトチームがふるさとづくり大賞総務大臣

表彰を受賞したのに続いて、同地区の遊子川公民

館が第６９回優良公民館表彰において最優秀館、

日本一に選ばれました。今回の表彰は、人口減少

や高齢化が深化する地域において、住民全員が１

０年後の集落のあり方を見据え、地域の特産品を

生かした物産づくりや映画づくり等、未来のある

地域づくり活動に公民館が大きく貢献したことが

高く評価されたものであります。 

 また、農地利用の最適化の推進に関し顕著な実

績を上げ、地域の農業振興に寄与した功績が評価

され、農業委員会としては県内で初めて農林水産

大臣表彰を受賞することになりました。また、元

西予市農業委員会会長の井上德年氏も同表彰を受

けられることになりました。今回、それぞれの部

門で受賞されました関係者の皆様に対しまして、

心よりお祝い申し上げますとともに、西予市のま

ちづくりのため、今後さらなる活躍を期待するも

のであります。 

 さて、平成１０年から整備が進められておりま

した一般国道３７８号線、俵津バイパスの整備区

間全線がこのたび完成し、今月２９日に開通式が

とり行われることになりました。今回の完成に当

たりましては、関係各位に敬意と感謝を申し上げ

ますとともに、国道を利用される皆様の安全が守

られ、物流にも恩恵があるものと大きな期待をし

ているところであります。国道３７８号線は、三

瓶町及び明浜町における幹線道路でありますが、

見通しが悪く、幅員が狭いこと等により不便で危

険な箇所が多いことからも、今後とも未整備区間

の早期完成に向け、国道３７８号整備促進期成同

盟会等を通じまして、強く要請を行ってまいりた

いと考えているところでございます。 

 さて、かねてより整備を進めておりました西予

市衛生センターが今月完成し、４月１日から供用

を開始いたします。 

 また、同センターと道の駅どんぶり館を接続す

る橋梁工事の完成後、４月２７日には落成式を開
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催する運びとなりました。地元稲生地区の関係者

の皆様を初め、関係各位の格別なご支援、ご協力

を賜りましたことに深く感謝を申し上げる次第で

あります。この施設は、東部衛生センター及び西

部衛生センターの老朽化に伴い、施設を統合し新

たに整備したもので、最新の処理方式を採用した

ことにより、従来のし尿処理施設に対するイメー

ジを一新するとともに、水質、臭気などの公害防

止や周辺の環境保全に万全を期した施設となって

おります。今後は、本施設が地域住民の皆様に親

しまれ、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄

与できますよう、最善の管理、運営に努めていく

所存でありますので、ご理解、ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 待ち遠しかった桜の開花もいよいよ間近となっ

てまいりましたが、三寒四温、季節の変わり目で

ございます。議員各位におかれましては体調管理

には十分ご留意をいただき、来るべく新年度の市

政運営に一層のご支援を賜りますようお願いを申

し上げまして閉会のご挨拶といたします。 

○議長 これをもって平成２９年第１回西予市議

会定例会を閉会といたします。 

  閉会 午後４時２３分 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 

   同   議員 

 

   同   議員 
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平成２９年第１回西予市議会定例会議決結果表 

議案番号 件 名 議決年月日 議決結果 

議案第 ４号 
西予市工場立地法第４条の２第２項の規定に基づく

準則を定める条例制定について 
29.３.21 原案可決 

議案第 ５号 
西予市部設置条例の一部を改正する条例制定につい

て 
29.３.21 原案可決 

議案第 ６号 
西予市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定

について 
29.３.21 原案可決 

議案第 ７号 
西予市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例制定について 
29.３.21 原案可決 

議案第 ８号 
西予市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例制定について 
29.３.21 原案可決 

議案第 ９号 西予市税条例等の一部を改正する条例制定について 29.３.21 原案可決 

議案第 １０号 
西予市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定について 
29.３.21 原案可決 

議案第 １１号 
西予市在宅ねたきり老人等介護手当支給条例の一部

を改正する条例制定について 
29.３.21 原案可決 

議案第 １２号 
西予市隣保館条例の一部を改正する条例制定につい

て 
29.３.21 原案可決 

議案第 １３号 

西予市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例制定について 

29.３.21 原案可決 

議案第 １４号 

西予市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

制定について 

29.３.21 原案可決 

議案第 １５号 
西予市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を

改正する条例制定について 
29.３.21 原案可決 

議案第 １６号 
西予市農林漁業活性化施設条例の一部を改正する条

例制定について 
29.３.21 原案可決 

議案第 １７号 
西予市有林野管理条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
29.３.21 原案可決 

議案第 １８号 
西予市水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一

部を改正する条例制定について 
29.３.21 原案可決 

議案第 １９号 相互救済事業の委託について 29.３.21 原案可決 

議案第 ２０号 平成２８年度西予市一般会計補正予算（第８号） 29.３.６ 原案可決 

議案第 ２１号 
平成２８年度西予市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号） 
29.３.６ 原案可決 

議案第 ２２号 
平成２８年度西予市後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号） 
29.３.６ 原案可決 

議案第 ２３号 
平成２８年度西予市介護保険特別会計補正予算（第

３号） 
29.３.６ 原案可決 
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議案番号 件 名 議決年月日 議決結果 

議案第 ２４号 
平成２８年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第３号） 
29.３.６ 原案可決 

議案第 ２５号 
平成２８年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第４号） 
29.３.６ 原案可決 

議案第 ２６号 
平成２８年度西予市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号） 
29.３.６ 原案可決 

議案第 ２７号 
平成２８年度西予市水道事業会計補正予算（第３

号） 
29.３.６ 原案可決 

議案第 ２８号 
平成２８年度西予市病院事業会計補正予算（第１

号） 
29.３.６ 原案可決 

議案第 ２９号 
平成２８年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

補正予算（第１号） 
29.３.６ 原案可決 

議案第 ３０号 平成２９年度西予市一般会計予算 29.３.21 原案可決 

議案第 ３１号 
平成２９年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算 
29.３.21 原案可決 

議案第 ３２号 
平成２９年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計予

算 
29.３.21 原案可決 

議案第 ３３号 平成２９年度西予市国民健康保険特別会計予算 29.３.21 原案可決 

議案第 ３４号 平成２９年度西予市後期高齢者医療特別会計予算 29.３.21 原案可決 

議案第 ３５号 平成２９年度西予市介護保険特別会計予算 29.３.21 原案可決 

議案第 ３６号 平成２９年度西予市農業集落排水事業特別会計予算 29.３.21 原案可決 

議案第 ３７号 平成２９年度西予市公共下水道事業特別会計予算 29.３.21 原案可決 

議案第 ３８号 平成２９年度西予市簡易水道事業特別会計予算 29.３.21 原案可決 

議案第 ３９号 平成２９年度西予市水道事業会計予算 29.３.21 原案可決 

議案第 ４０号 平成２９年度西予市病院事業会計予算 29.３.21 原案可決 

議案第 ４１号 
平成２９年度西予市野村介護老人保健施設事業会計

予算 
29.３.21 原案可決 

議案第 ４２号 
西予市教職員宿舎条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
29.２.28 原案可決 

議案第 ４３号 
市道赤木佐須線道路災害復旧工事変更請負契約につ

いて 
29.２.28 原案可決 

議案第 ４４号 
西予市獣肉処理加工施設の指定管理者の指定につい

て 
29.２.28 原案可決 

議案第 ４５号 平成２８年度西予市一般会計補正予算（第９号） 29.３.21 原案可決 

議案第 ４６号 
平成２８年度西予市公共下水道事業特別会計補正予

算（第５号） 
29.３.21 原案可決 

議案第 ４７号 
林道東津野城川線（安尾地区）地すべり災害復旧工

事変更請負契約について 
29.３.21 原案可決 

議案第 ４８号 新市建設計画の変更について 29.３.21 原案可決 

請願第 １号 鳥獣被害防止に関する請願 29.３.21 採 択 

発議第 １号 
西予市議会委員会条例の一部を改正する条例制定に

ついて 
29.３.21 原案可決 
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議案番号 件 名 議決年月日 議決結果 

議会報告第１号 西予市創生特別委員会の中間報告について 29.３.21 報 告 

議会報告第２号 西予市環境衛生施設建設特別委員会の報告について 29.３.21 報 告 

議員派遣の件について 29.３.21 承 認 
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